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研究機関としての充実を願って

理事長小中儀隆

神奈川県教育文化研究所(県教文研)は、 1981年に設立以後多くの方々のご理解とご協力

をいただく中、 20年目を迎えることとなりました。この間県教文研の発展のためにご尽力

いただきました多くの皆さまに心より感謝申し上げます。

時代と社会が激しく変化している中で、今すすめられている教育改革は、学校教育法、

「地教行法」など戦後に確立した教育の基本法規の改正をともなう抜本的なものとなって

います。教育の地方分権、学校の自主性・自立性の確立を中心に、これまでの学校制度、

地方教育制度のあり方、教育課程、学力観、教員養成など教育のシステムを大きく変え、

21世紀初頭の教育の方向づけを行う大がかかりなものとなっています。

その時代の変化や多様な背景を常に反映している教育を、今日的な状況に照らし、根本

から見直しを行い、教育の内容と制度の改革とこれらを支える教育条件の整備と改善を具

体的にすすめていく必要があります。そしてこのような改革を成し遂げるためには、広範

な国民的・県民的合意と日々学校で教育実践を積み重ねている教職員の英知を結集し、子

どもを中心にすえた教育改革を実現することが重要と考えます。

今、子どもと学校、教育をめぐってはさまざまな困難な状況に直面しています。いじめ

・不登校・「学級崩壊｣など子どもたちを取り巻く現状は、現在の学校教育のあり方を問い

かけるものとなっています。その克服に向けては、家庭・地域・学校が連携をはかること

はもとより、各学校がさまざまな問題や課題に素早く対応できる「自己決定権」を持ち、

「開かれた学校」としていくための自主性・自立性を確立する必要があると思います。

このような中、県教文研は、この20年の間の社会や教育の取り巻く情勢、状況の変化に

対応するため、三次にわたる機構の見直し、整備を行い、21世紀に向けて神奈川の新たな

教育・文化を創造するシンクタンクとなる研究機関をめざしてきました。今後も、教育の

地方分権や教育改革が進展する中で、各地区教文研との連携をはかり、神奈川の教育と教

職員を支えるシンクタンクとしての役割や研究所の在り方について検討をすすめていく必

要があると考えます。また、設立20周年にあたっての「20年史」の編集にとりくむととも

に引き続き子どもと教育をめぐる諸課題の克服に向けて、「教文研だより」や各種事業を通

して、保護者、県民、教職員の期待にこたえる提言、情報発信を積極的に行うことを希望

するところです。
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｢世論｣の力が頼みの綱か

研究評議会議長金原左門

今日の時代は、残念ながら「三猿｣のたとえがもっとも似つかわしいような気がする。要

するに､"見猿”“聞か猿” ‘‘言わ猿"の横行である。事実、ことの正邪、理非をめぐってみて

みぬふりをしたり、耳を貸さなかったり、論議しない傾向が年々目立つようになってきた。

だからこそ、汚職、賄賂、職権乱用、手抜き、横領、詐欺などが公然とはびこるのである。

このような風潮を受けていると、D.リースマンのいう「孤独なる群衆」はどこへ流れて

いくのか気になるし、 もう一方では、ことの善し悪しを振り分け、社会的公正をどう実現

していくかを、たえず模索していかなければならない。そこで気がついたのは、この数年

来、さまざまな世論が噴出し社会の舵取りの役割をはたしている事実であった。

わたしは、手元にW.リップマンの「世論jを置いている。じっくり読み返してみたいと

思っているが、いまなぜこの古典を読みなおす気になったのか、おそらく 「世論」のエネ

ルギーに期待するしかないと思っているからであろう。

ここでいう「世論」とは、国語辞典などにでてくる特定の主題をめぐっての世間一般の

人の意見や議論といった結果論ではない。また、そのようすを探ろうとする世論調査を想

定するものでもない。むしろ、"publicopinion"を生かすべく、社会と個人の関係秩序をた

えずつくりだす公論をどう結集するかという意味である。

社会改革を目指す公論は、 日本の場合でも幕末・維新を起点として長い意味ぶかい歴史

を誇ってきた。そこには、 さまざまな争点について将来を見通しながら、 “なにか”を生み

だそうとした共通意思の形成を認めることができた。いま、教育のケースをとりあげてみ

ると、明治前半期に町村の指導者たちが、生活に追われていた貧困家庭の子弟のために文

具などを貸与して簡易学校を設立した考えかたや実行力は、そのさいたる例であろう。そ

の動機づけには、 もちろん低い就学率をどうあげるかという計算も働らいていたが、それ

よりもなによりも「知育」を必要とする改革意識に根ざしていた。

振り返ってみると、第2次世界大戦後55年が過ぎさろうとしている。この間、戦後の苦

しい物資欠乏のなかでも、夢をえがくことができた。さらに、 1960年代の高度成長から低

成長の時代にかけても、わたしたちは、薄日がさしているのを肌で感じてきた。しかし、

今日は暗黒の雲に覆われ、行く先がみえない。21世紀論が花盛りであるが、そんなのんき

な話どころではない。政治のトップをはじめ「衆愚化」が進みすぎている社会を底上げす

るには、なんとしても社会的な力としての「世論」を持つしかないのではないか。

幸いにも昨今は、 さきにふれかけたように多彩な流れをもつ世論が台頭している。とく

に目を引くのは､"地域起し”の世論と実行力で、市町村がバネになっているのは、一縦の望

みが持てよう。公教育の場でも、逆風が吹きまくるなかで、児童・生徒の側に立ち教育の

活性化をはかる教師たちもすぐなくない｡NHKの｢ほりでい・にっぼん｣(3月19日)がとり

あげた「心の居場所はここにある」の宮城県十三浜校で落ちこぼれ生徒をよみがえらせた13

名の若手教師の力は、まさに世論の組み立ての事例である。教文研も、こうした結晶力を生

みだす英知とエネルギーをあみだすセンターになりうるかどうか、これからの宿題である。
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究研究論考
画 両

中国の現実と未来・序論
一社会主義市場経済から新しい市民社会へ一

研究評議員黒沢惟昭

はじめに

二年程まえに、私の勤務する東京学芸大学と中国の東北師範大学との間に学術交流に関

する協定が結ばれ、両大学間の研究プロジェクトが発足し、私が学芸大側の代表になると

いう思いがけない出来事が起こった。

また、たまたま東北師範大出身の留学生張梅氏が私の属する研究室で修士論文を書き、

そのテーマが「現職教育の日中比較研究」であった。このような偶然が重なり、この二年

程の間に八度も訪中し、長春、北京、上海、武漢、重慶などの大学でレクチェアを行った

り、また先方の大学関係者と親しく交流する機会を得た。若い時以来、中国を飛び越えて

ヨーロッパの市民社会思想と教育の関連を主とする研究テーマに携わってきた私にとって

は思ってもみない成り行きであった。

八度といっても、一回の期間が精々10日程度の、しかも通訳付きの旅、交流であるから

所詮は素人の印象記にすぎないのであるが、そのことを自覚しつつ、現地で感じたこと、

考えたことを基にして私の中国観を綴ってみたいと思う。

1．私にとっての中国

私にとっての中国とは毛沢東、周恩来の社会主義国家中国であった。たとえば、ず－つ

と以前に、開高健の『過去の国未来の国』という岩波新書を読んだことがある。いまその

書が手もとにないので昔の記憶を辿るしかないが、次のような記述があったように思う。

ナチスのユダヤ人殺裁によって殺された死体をガス室で処理できなくなったためある期間

に死体をそのまま山の中の湖水に運んで捨てたのだという。それが原因で夏の喝水期にな

ると無数の人骨によって湖面が真白になるのであるが、それを見た時のやりきれない気持

ちをなんとか抑えるためには中国共産党の「長征」を思い浮かべるしかないと著者は書い

ている。私の記憶にまちがいがなければ、人類の救いがたい愚行の対極に偉大な行為とし

て、中国共産党による解放のための旅程を対置していることに深く感動したのである。そ

れが私の中国観として若き日に強く刻みこまれていたのである。

因みに、いま手近にある書から「長征」の説明をやや長いが引用してみよう。

「1934年10月に江西省南部の瑞金を出発してから、翌年十月峡西省北部の呉起鎮にたど

り着くまで、まる一年にわたる苦難の行軍は、のちに『二万五千里の長征jと呼ばれ、今

日もなお、紅軍の堅忍不抜、刻苦奮闘、革命へのあくなき献身の象徴として語りつがれて

いる。紅軍は国民党軍の執鋤な追撃を振りきり、前方に幾重にも張られた封鎖線をつぎつ
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ぎに突き破り、…一万二千キロを踏破したのである。犠牲も大きかった。無数の名もない

兵士たちが、 この行程のなかで感動的な英雄物語を残して死んでいった。主力の第一方面

軍でいえば、八万六千人のうち険北にたどり着いたのはわずかに八千人だけであった。

しかしこの長征が中国革命史上に占める最大の意義は、毛沢東の指導権の確立、いいか

えれば中国の大地に根ざす路線が、絶対的な権威をかざしてきたコミンテルンの指導をし

のいだことにある」 （小島晋治･丸山松幸「中国近現代史j <岩波新書､ 1997年>P146~

P147)｡

また、 しばしば若いときにその一端を灰間した解放軍に対する次のような印象も私の中

国のイメージづくりに貢献している。

「解放軍は非常に規律がいいのです。あんなに規律正し<、正直で上品な軍隊を、はじめ

て見て、みんな驚いてしまいました。…彼等は非常に丁寧で親切で、 またどんな買物をし

ても少しも値切らずにお金をキチンキチンと払ったので、 これにもみんな驚いてしまいま

した。国民党軍は値切るだけ値切った上、お金の不足分は拳骨で埋め合わせたのですから、

この解放軍の気風には、誰もすっかり感心したわけです。 『世界一の軍隊がきた』という声

が人から人へ、村から村へと伝わっていきました」 （姜克實i現代中国を見る眼・民衆から

みた社会主義』 〈丸善ライブラリー、 1997年>P24)｡

さらに、私が若い頃にその主体性思想に感銘をうけた梅本克己が、文革当時に、たしか

遠山良一との対談で、中国の「階級なき軍隊」が「他国を一度も侵略したことがない」事

実を称賛をもって繰り返し語ったことに、強い共感を覚えた記憶がある （残念ながら、当

該文献が見当たらずこれまた私の記憶が頼りである)。

断片的引用と不確かな記憶で恐縮であるが、要するに私にとっての中国とは、 ソ連型の

官僚制の厳格な社会主義とは異なって、生産力は低くても、貧しさを分かち合う平等な土

と草の香りの濃い、農本主義的な社会をイメージしていたのである。かの「文革」も、次

第に顕著になりつつあった「官僚制」の弊害、 「特椛階級」の復活を防ぐ、ために、毛沢東が

一時的に生産力を停滞きせることを覚悟で始めた捨身の大衆運動である、 という当時日本

で流布した説明を素朴に信じて疑わなかったのである。

前述したように、 ヨーロッパに関心が傾いていた当時の私には、 89年6月の天安門事件

の際に一時的な興味を引かれた以外は、 しばらく中国の印象は薄らいでいた。また89年に

グラムシの没後50周年の集会が東京で開催され、その時中国から毛韻沢というグラムシ研

究者が全体会で「中国におけるグラムシ研究」と題して報告した。その後氏と個人的交流

は今も続いているが、グラムシの市民社会論と中国の社会主義の関連についてのイメージ

がなかなか浮かばなかった。氏の「報告」をいま読みかえしてみても私が期待した言及は

とくに見出せない(｢グラムシと現代』 〈御茶の水害房、 1988年>P36-P42)｡

2．社会主義市場経済の中国

私の中国への関心が俄かに高まったのは、 89年の「ベルリンの壁」の崩壊、そして旧ソ

連邦の消滅後も依然として社会主義体制を標椿する国家として生き残った事実である。し

かし、その頃から次第にマスコミをにぎわせた「社会主義市場経済」という用語にはどう

にも合点が行かなかった。「なんだこりや？」というのがその時の私の偽わらざる気持ちだ

った。いまは、やや考えを変えてはいるが、当時の私にとって、社会主義とは資本主義の
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市場の無政府性によって生ずる恐慌を防ぐために、計画経済を基本とする社会体制であっ

た。だから「社会主義」と 「市場経済」という矛盾する二つの概念を簡単につなげること

に強い疑問を抱かざるをえなかったのである。

この新しい概念について様々な文献が公刊きれているが、 ここでも手近にある本によっ

て、私なりの説明を試みたい。そこでは、 こう書かれている。

「社会主義市場経済」は現在の中国の「国是」なのであるといわれ、 1992年10月に開かれ

た中国共産党第14回大会における党総務書記江沢民の報告が引用きれている。江沢民は同

年に行った都小平の「南巡講話」の一節を援用して次のように述べている。

「都小平同志は、今年はじめの重要談話でこう指摘した。計画経済すなわち社会主義では

なく、資本主義にも計画がある。市場経済すなわち資本主義ではなく、社会主義にも市場

がある。計画と市場はともに経済の手段である。計画の要素が多いか、市場の要素が多い

かは、社会主義と資本主義の本質的なちがいではない、 と。この透徹した論断は、計画経
は入ちゅう

済と市場経済を社会の基本制度の範曙に属するものとみなす思想の束縛を根本から取り除

いて、計画と市場の関係についてのわれわれの認識に新しい大きな飛躍をもたらした｣(渡

辺利夫『社会主義市場経済の中国」〈講談社、 1994年>P15)。

ここで、中国の歴史を詳述する紙幅はないが、如上の状況認識のためには､｢社会主義初

級段階論」の理解が必要である。これは1987年10月の第13回党大会において時の党総書記

趙紫陽が公式に表明したものである。

要するに、中国は資本主義段階、 「市場経済｣段階を「飛びこえて｣､社会主義につき進ん
じ産うじ＃

でしまったという認識である。したがって､｢中国が社会主義革命を成就したとはいえ、い

まだきわめて「初級』の段階にとどまっている」 といい、その段階とは次のように説明き

れる。

「革命以前の中国は、ひとにぎりの地主階級による過酷な収奪にあえぐ貧農が圧倒的多

数を占めていた社会であり、 きわめておくれた技術をながらく継承してきた低生産性の農

業社会であった。革命以前に若干の工業部門が創成されていたとはいえ、 これらは帝国主

義勢力と結託した「買弁官僚資本』であり、 しかもそれは貧しい農業社会の大海にうかぶ

ほんの小きな「島」でしかなかった。中国社会主義のI初期条件」は、史的唯物論が想定

するような高度資本主義とはまるで、無縁のものであった。こうした初期条件は、中国の

公式文献では「半封建・半植民地」状態とよばれている」(前掲渡辺書、 P18)｡

この社会主義初級段階論は都小平の思想を反映しているが、都小平の思想の詳しい分析

については他日を期すことにして、 ここでは1992年の有名な「南巡講話」の要目のみを述

べるに止めたい。

彼は、 この講話において、次のように発言したのであった。

「大切なのは、 「資」か「社」かという問題だ。これについての判断基準は、ある路線改

革が社会主義社会の生産力の発展に有利かどうか、社会主義国家の総合国力の増強に有利

かどうか、人民の生活レベルの向上に有利かどうかだ｣(前掲渡辺書、 P35)｡

私なりにいいかえれば、生産力の発展のためにはなんでも 外資系の資本であろう

と株式、証券であろうと櫛わずに 利用しようという極端なプラグマティズムである。

これはまた、当然ながら毛沢東の平等主義へのアンチテーゼも意味する。都小平はこの

点を「先富論」という考え方で説明する。つまり、 『格差を容認し、むしろ格差を積極的に
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利用することによって、 ききにゆたかになった農民、企業、地方が、のちにその力をおく

れた農民、企業、地方におよばせることを通じて、そうしてはじめて一国全体としての生

産力の増強が図られる」(前掲渡辺書、 P45) という説である。

平等主義こそ社会主義の誇る理念と考えてきた私にはこれまた大きな驚きでありショッ

クであった。

しかし、その場合資本主義との違いは一体どこにあるのだろうか。それは、共産党の一

党独裁は絶対に崩ざないということである。つまり、経済においては改革、開放を徹底的

に進めるが政治的には共産党一党支配体制の堅持である。中国の改革・開放が開始きれた

のは、 1978年12月の第11期3中総の決定によるものであったが、その直後の1979年3月1

日に、鄙小平は「四つの基本原則を堅持しよう」を発表した。四つの基本原則とは、 (1)社

会主義の道、 (2)人民民主独裁、 (3)共産党の指導、 (4)マルクス＝レーニン主義・毛沢東思想、

の四つである。実際には(3)の共産党の指導が中核といってよい。

この点を如実に示したのは1989年6月の天安門事件であった。当時ゴルバチョフと会見

して以来その動静を隠していた都小平は、 6月9日に戒厳令部隊の幹部を慰問・接見し次

のように述べたのであった。

「この風波は国際的な大気候（和平演変〔社会主義体制の平和的転覆〕）と国内的な小気

候（ブルジョア自由化）によってもたらされ、……党と社会主義を転覆させ、完全に西側

に隷属したブルジョア共和国を実現しようとしたものであり、遅かれ早かれやって来るも

のだった｣(天児慧｢中華人民共和国史j<岩波書店、 1999年>、P153-P154)｡つまり、天安門

事件とは、市場経済は大いに推奨するが、その一方で、共産党一党支配の政治システムは

断固として守るという鄙小平の方針を明示したものである。

以上ややまとまりに欠けるが、私が当初戸惑いを感じた、 「社会主義・市場経済｣につい

て、私なりの解釈である。青年時代に心に刻まれていた私の中国観とは大きく異なる中国

の現状であることがなんとか理解できた次第である。次に現地で見聞した教育事情につい

て私見を述べてみよう。

3．中国の教育事情一市場経済と格差一

今から二年程まえ、中国を初めて訪れた時の感激は大きかった。北京ではまず天安門広

場へ行き、巨大な毛沢東の写真を仰ぎ見た時、そして飛行場その他の公共の場所に掲げら

れている「為人民服務｣(人民の為に奉仕する）の掲示を見た時は、若き日に夢みた中国の

印象が甦える思いがした。しかし、私の専門である教育の実情を見聞するにつれて、前節

に述べた、市場主義の中国の一端を実感せざるをえなかった。旧稿からその一部を抜き出

して記そう。

「付属（中学）といっても第二の場合はスタッフの協力だけで、進学を目ざす民営の中学

校である。そのため授業料は年八千元も徴収する。因みに案内役の教授の年収が一万二千

元というからかなりの高額である。しかし、進学への関心は強く平均二倍の選抜を行って

いる。当然相当裕福な家庭の学力優秀の子どもしか入れない。二年生から全寮制であるが、

週末には親たちの迎えの高級車が千台も校門を往来すると校長は笑いながら語った。

教師も、ふつうの学校の二倍の給料という好条件もあって志望者が殺到するが、朝八時

前から夕方五時までの授業のほか、夜間の独習の指導も義務づけられている。手を抜くと
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首になるため勤務条件は厳しい。ベルが鳴ると 『次の授業があるので」 と校長も説明の途

中で退出してしまったが、 日本では考えられないことだろう。

生徒たちは礼儀正しく、われわれが教室に入るたびに拍手で明るい表情で歓迎してくれ

た。パソコンと理科の授業を参観したが実に熱心で、教室には静かな緊張がみなぎり、一

方校庭では生徒たちが休み時間にのびのびとボールけりに興じていたシーンが今も浮かぶ。

今後も 「進学」 と生徒指導の実績を挙げ、経営上の収號を高めるのが学校側の意向のよ

うであった。長春には十校くらいだが、北京をはじめ大都市ではこの学校以上の『貴族学

校』といわれるエリート校が数多く設立され今後も増える傾向とのことである。

たしかに国家の統制から教育を解放することは望ましいとしても、それが直ちに市場主

義に移行することは経済格差が教育の格差を生じ疑問なしとしない。社会主義の目ざす平

等の原理とも矛盾するであろう。これは中国だけの問題ではない。 日・中の比較研究を進

めつつ、教育における「自由」 と 「平等」という'日くして新しい問題を今後とも考え縦け

ていきたいと思う」(『信濃毎日新聞」 1999年11月14日)。

上述の感想文は長春郊外の付属校を訪れた時のものであるが、その後北京でも上海でも

ほぼ同様の状況を当事者から聞くことができた。 ところが、一方では､｢実質的には在学中

の八人の生徒が納める学費と雑費、それに教師と生徒が一緒にアルバイトをして得た収

入」しかない農村の学校もあるという。一例にしか過ぎないが大変な学校間格差である。

冒頭部分に記した中国の教師教育の研究者張梅氏の調査・研究に従って、 このほかの教

育「格差」の実態も記してみよう。

教師間の格差も著しく拡大している。たとえば、中国には1950～1960年代に教育の拡大

が殆ど無計画に行われたために、大量の教師が必要ときれ、資格を問わず採用された「民

弁教師｣といわれる教師がいまも132万人もいる。さらに、 日本でも戦後しばらくの間多く

みられた「代用教員」(非常勤として、授業を臨時に代替する） もとりわけ農村僻地に多い

のである。こうした事態を改善するべく中国は、 1999年9月に、上海において全国小中学

校長会議を開催して、 「少数民族の地域と農村僻地の教育を一層強化しよう」と呼びかけた。

その結果、政府は「代用教員」の採用を減らし、同時に前出の「民弁教師」の学歴を高め

て、一部を正教員に編入するなどの対策に懸命であるが、教師の給料の減配、遅配などの

例は珍しくないのである。

経済発展の不均等による沿海部と内陸部の教師の収入の格差も非常に大きい。張梅氏の

調査によれば、南の沿海部の深廿II市の学校教師の賃金の平均は3000～4000元であるのに対

して、東北地方のそれは500～600元であり、遅配を訴える教師も多いという （これらの記

述については、張梅「中国の市場経済と教育改革一教育格差と教師教育の課題｣(『教育と

文化』 19号、 2000年5月刊による)．

ざらに、生徒間の格差の実情も同じく張梅氏の論文によって紹介しておこう。

「中国の義務教育は9年で、基礎教育の小学校では決められた『学区』の学校に通う。中

学校は原則的に学区によって配置きれるが、親の経済状況によって他の重点学校を選択す

ることもできる。ぎらに、高校の段階になると1， 2の重点高校に入るために生徒は厳し

い入学試験をうけなければならない。点数で落とされた者は親の経済力に頼って、高額な

「択学費」（｢学区｣以外の学校を選択する場合に支払う一定の費用）を払って入学する。つ

まり、わずかな点数で不合格となった場合、親の経済力のない子どもは一般の学校にしか
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入れないことになる。その結果、社会や家庭から『将来性のない子」と見なきれ、小さい

時から『自己否定』的な環境下で育てられるため、人間性の発達に悪影響を与えられる。

「貧困、学校遠のく」 という新聞報道に見るように、 コンピューターを使って英語のレッ

スンに励む子どもがいる一方で、学校に行きたくても行けない子どももいる。中国の未来

を背負う子どもたちの教育環境は地域と階層によって極端な差別があることを指摘した

い｣(前掲張梅論文)。

以上、私のささやかな見聞と専門研究者張梅氏の調査研究を援用して、中国の教育事情

一とりわけそこにみられる市場主義の導入に伴う、格差の実情の一端を紹介した。それは

また、社会主義市場経済の教育における冷厳な実相といってもよいだろう。関連文献によ

れば、私には想像もできない程に、中国では市場主義の奔流がうねり、 うず巻き、その結

果として凄まじいまでの格差が現出しているのである（｢奔流中国－21世紀の中華社会」

〈朝日新聞社、 1998年〉など)。

このような現実のなかでは、 「為人民服務」という毛沢東の理念は空念仏と化し、エゴイ
シアン･ナェンカン

ズムが強まり、「拝金主義｣（「向銭看｣)現像が蔓廷するのも無理はない．この点に関連して、

前出の天児慧氏は次の二点を指摘している。

①党の幹部や一般党員の多くも「向銭看」にとりつかれ、 日常の党務、行政などが疎か

になり、 とりわけ末端の統治弛緩が深刻になったこと、 さらには②改革開放に対応した法

的整備が鑿っていないことも重なり、経済利茶のために権力を乱用する経済不正が多発し

たことなどである（前掲天児慧害、 P144)｡

こうした事態が進行すれば、やがては都小平が強調する党への信頼も大きくゆらぎ、肝

心の社会主義市場経済というときの「社会主義」そのものも崩れる恐れがある○その点は

また別の機会に論ずることにして、次にこうした事態を踏まえて中国の方向を私なりに探

ってみたい。

4．中国の行方一市場社会から市民社会へ－

マルクス主義によれば、社会主義の根本原則は生産手段の社会的所有と分配の平等であ

る。この教義にこだわれば、中国の現状は大きく社会主義から逸脱しているといわざるを

えない。一つは、以上に一端をみた格差の拡大進行（不平等の現実とその是認）である。

二つは、株式・証券の承認による社会的所有の否定、労働に応じた分配の否定である。

たしかに、市場経済の導入・推進によって経済発展は目ざましいものがみられる。詳しい

ことは省略して、一端を述べると、 「80年代の年平均成長率が､ECで2.3%､アメリカ2.6%、

日本4.2％、マレーシア5.7％、シンガポール6.6％、台湾7.6％に対して、中国は9.4％であ

り、 90年代も10%前後の成長を持続させてきたように目を見張るものがあった｣(前掲天児

耆、P164)。中国の経済成長の加速は、そのスケールが大きいだけに国際的に与えるインパ

クトは極めて大きいのである。 「貧しい大国」といわれた中国が、市場経済の本格的導入以

来わずか10年余りで、近未来の「経済大国」化が予想きれることは世界の大きな驚きであ

ろう。この点では、都小平の強調する生産力第一主義が勝利を納めているといえよう。つ

まり、社会主義の「内実」を不問に付したままとにかく豊かさを実現することで中国はこ

れまでのところそれなりの成果を挙げてきたといえるだろう。この点についての私の考え

を若干述べて稿を閉じることにしよう。
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たしかに、拝金主義の横行、格差の拡大による社会主義モラルの低下は残念である。し

かし、 こうした事態は否定される面だけではないであろう。前述したように、中国は貧し

い前近代的な農業国から一挙に国家社会主義に移行しようとしたのであった。毛沢東を中

心とする共産党のカリスマ性がその支柱であった。つまり、毛沢東への帰依、共産党への

無私の献身、端的に「滅私奉公｣(為人民服務）のスローガンでひたすら国民的冒進を続け

てきたのだということができる。したがって、そこに「個人｣｢私」は殆ど入りこむ余地は

なかったのである。

ところが、 ソ連をはじめとする多くの社会主義国家の崩壊によって市場は急速にグロバ

リゼーション化したため、社会主義市場経済の導入は不可避となった。ある意味で、その

選択は都小平の命がけの賭であり、 また中国の知慧と見ることもできよう。

たしかに、 「滅私奉公」から「滅公奉私」ともいうべき事態への転換は、革命時代を知る

老兵士が蕊え、嘆くのも当然であろう。これが社会主義かと。しかし、 よく考えてみれば、

「拝金主義」 というマイナスの風潮のなかに、 ともかくもそこには「私」が出現している

のである。毛沢東や共産党のためにではなく、 自分のために「金」をもうける、意志と才

覚が必要と考えるそのような個人が族生していることに注目したいのである。こうした事

態はこれまでの中国では殆どみられなかったのではないか。

もちろん、中国における市場社会の展開によって出現した孤立した利己主義的「私人」を

そのまま是認するわけにはいかない。スペースがないので結論的にいえば、その「私人」は、

｢自由な個々人のアソーシエーション」とマルクスがいうところの「個人」に転成すること

が求められている。こう私は考える。そのアソーシエーションを私は「市民社会」と呼んでき

たが､｢市民社会」の母国ヨーロッパにおいても、市場社会は市民社会の母胎であったこと

を想い返すべきである。前近代的土地所有制度から脱却し致當のために自分の頭で考え行

動しようとしたイギリスに典型的な独立自営農民層こそ「市民」のプロトタイプであった。

ヨーロッパとの単純な比較は許されないが、 ともかく中国では漸く自立、 自律した人間

が現れてきたのである。ただし、 これらの人間の出現は市民社会成立の前提であり、萌芽

であっても、直ちにその方向に向かうのか否かは今のところ大いに疑問のあるところであ

る。その最大のネックは市民社会成立にとっての不可欠な前提である「人権」についての

中国当局の頑な態度である。一例を挙げれば国連人権規約13条項の著名にもかかわらず、

もう一つの政党（中国民主党)の結成については断固拒絶の態度をしめし、 また最近の｢法

輪功」についても非合法化し厳しく取り締まったことにその姿勢は伺える。つまり、共産

党一党独裁を堅持する限り人権（市民社会の前提）の成立は無理であろう。

したがって、 目下のところ全く予断は許ざないが、 しかし世界の歴史からいえば長期に

わたって、一方で経済の自由化、他方で政治の一党独裁という矛盾がそのままあいまいに

きれ続けるということは考えられない。全くの予想に過ぎないが、市場経済の発展が即資

本主義の「先祖かえり」ではなく、一方で各都市などを中心に分権化が進み、そこに地方

政府を中心にした一定の自治体一市民社会の成立一が族生し、そのゆるやかな連合体が近

未来の中国であるというような可能性もありうるのではないか。「大国」中国はヨーロッパ

や日本と違い困難も伴うが、社会主義市場経済の中国がそういう方向へ向かうことを祈念

したい。いまはその過渡期であるというのが私の現在の結論である。

（完）
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/澗_/とr公/を育てる教育

教育ジャーナリスト矢倉久泰

I近ごろの動き

ブッチレターが出した「宿題」

「教育改革は政治の最優先課題」とする小渕恵三首相が私的諮問機関として「教育改革国

民会議」を発足させたのは3月27日だった。その初会合で「戦後教育の総点検とともにい

じめや不登校、学級崩壊、学力低下、子どもの自殺などの深刻な問題が、なぜ起こってい

るかについて幅広く議論していただきたい」とあいさつした(｢朝日」 3月28日)。

発足に先立って小渕首相は有識者159人に「ブッチレター」を出していた。その中で彼は

①教育という営みにとって大切な視点（基本理念）は何か。②学校・家庭・地域社会のそ

れぞれがどのような役割を発揮すべきか、生涯学習をどのように進めるか。③｢個」と

｢公｣についてどのように考えるべきか｡④教育改革を今後､具体的にどのように進めてい

くべきか－という四つの課題を示して意見を求め、これらが教育改革国民会議の検討事項

になることを手紙に書き添えてあった。その基本的なねらいは教育基本法の改定であるこ

とをかねてから表明しており、初会合でも教育基本法改定に前向きな考えを示した（｢東

京｣3月28日)。

その小渕首相が4月1日深夜、脳梗塞で倒れて入院、代わって森喜朗自民党幹事長が首

相になり小渕路線の継承を宣言、教育改革国民会議も続行させた。森首相も教育基本法の

見直しを国会で表明し、奉仕の精神や日本の文化・伝統の尊重など「日本人として持つべ

き倫理観や道徳心を育む教育のあり方」を国民会議に求めた。

中曾根元首相の悲願

小渕前首相が出した｢宿題｣の一つである「佃」と「公」の関係については、 1990年代に

入ってから右翼言論界で議論されてきたテーマだ。彼らの主張を平たく言えば「国家あっ

ての国民なのに、 日本人はそのことを忘れて、自分さえよければいいという利己主義に陥

っている。いったん有事があれば、 『個』を犠牲にしてでも『公』に尽くす日本人にならな

ければならない」ということである。「忠君愛国」「滅私奉公」というカビの生えた言葉を連

想させるが、新ガイドライン体制(国家総動員体制)への布石ではないか。教育基本法も憲

法改定とセットになって、 「個」より「公」を重視する方向で改定されるのであろう。

現に、憲法改正とともに教育基本法改定の旗振りをしている中曾根康弘元首相は「教育

基本法は功利主義と個人主義があふれすぎている。それで（日本人に）共同体的秩序、規

律、自己犠牲あるいは責任、そういうものがなくなっている」と語っているのだ。（1月7

日付「日本教育新聞j新春インタビュー「中曾根康弘元総理に聞く｣)。彼はこのインタビ

ューで朧んに「共|司体」という言葉を繰り返している。そして「日本民族の歴史、伝統、
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文化」への回帰を求めている。ナショナリズムの臭いふんぷんである。

中曾根氏は1982年、首相になったとき「戦後体制の総決算」をのたまわった。 「戦後政治

の総決算」を唱えて憲法改正をもくろみ、 「戦後教育の総決算」と言って臨時教育審議会を

つくり、教育基本法を改定しようとした。しかしこのときは周りの強い反対にあって引っ

込めている。だから中曾根氏にとって教育基本法の改定は憲法改正とともに悲願なのだ。

文部大臣に息子の弘文氏を送り込んだのも、その布石かもしれない。ちなみに臨教審を発

足させたときの文部大臣が森喜朗氏だった。だから森氏は中曽根元総理の意図を十分承知

しているはずである。

｢21世紀日本の構想」

一方で小渕首相が私的諮問機関として設置した「21世紀日本の構想」懇談会は1月に出

した報告書で、 21世紀を「個人の世紀」と位置づけて、 こう述べている。

「グローバル化や情報化の潮流の中で多様性が基本となる21世紀には､日本人が個を確立

し、 しっかりとした個性を持っていることが大前提となる。ここで求められている個は、

まず何よりも、 自由に、 自己責任で行動し、 自立して自らを支える個である。自分の責任

でリスクを負って、 自分のめざすものに先駆的に挑戦する「たくましく、 しなやかな個』

である」「そうした個が自由で自発的な活動を繰り広げ、社会に参画し、 より成熟したガバ

ナンス（協治） を築きあげていくと、そこには新しい公が創出される」

報告書のこの部分は、懇談会座長の河合隼雄氏（国際日本文化センター所長）が執筆し

た。臨床心理学者として柔らかい思考では定評のある人だ。彼は「東京新聞」 2月12日付

のインタビューの中で､｢個人が確立されながら、ある部分では互いにつながっていかなけ

ればならないという趣旨で、報告には新しい「公」 という考えを盛り込みました」と報告

書の核心をわかりやすく説明している。

「初めに「公」ありき」の中曽根ざん。河合ざんは「初めに「個」ありき｣。この相反する

二つの提言を、小渕路線を引き継いだ森首相はどう処理するのだろうか。

戦後教育の原点

ところで中曾根氏も森首相も教育基本法をちゃんと読んでいるのだろうか。

教育基本法には「教育の目的」として「平和的な国家および社会の形成者の育成」がう

たわれている。これは「公」 としての国民のあり方を示している。国民は平和な国家・社

会（つまり 「平和を守る共同体｣)をつくっていかねばならない公的な存在だと言っている

のだ。 さらに第8条で「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上、これを尊重し

なければならない」と政治教育の勧めをしている。

また教育基本法は「人格の完成」や「個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、 自

主的精神に充ちた国民の育成」を教育の目的に掲げ、 「個」のあり方を説いている。つまり

教育基本法には「個育て」 も「公育て」もちゃんと入っているのだ。

戦後教育を振り返ると「平和的な国家・社会の形成者」を育てる教育は、 日教組が「平

和教育」というかたちで、かなり行ってきた。しかし「個」を育てる教育は十分だったと

は言い難いのではないか。

日本人は「和の精神」と言えばカッコいいが、付和雷同的で、長いものには巻かれろ、
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みんな仲良く、同じがいい、出る杭は打つ、 という価値観でやってきた。つまり 「個」の

確立の大切さが、あまり言われてこなかった。河合さんは「それでいいのか」と問い、個

の確立の大切さを強調しているのだ。彼を引き合いに出さなくても、民主主義を維持、発

展させていくためには、その基盤として、一人ひとりの「個」が確立している必要がある

ことはいうまでもない。

かと言って、 「個」だけを育てればいいというものではない。 「公」の部分も育てる必要

がある。 「個」と「個」の連帯が「公」をつくっていく。だから、 「個」の教育にあたって

は「他者との関係｣(社会性） を含める必要がある。

それは、たとえば児童会・生徒会などの「自治的諸活動」によって培われであろう。

あるいは「子どもの権利条約」の学習と実践である。 「条約」には「思想・表現の自由」

や「意見表明権利」「結社・集会の自由」などの市民的自由と権利が定められている。これ

らは、 「個育て」にも 「公育て」にもなるものだ。

Ⅱ 「個」の確立とは何か

他人と違う自分を持つ

「個」育てには「個の確立」と「個性の伸長」がある。 「個」と「個性」は互いにからみ

あっていて切り離せないものだが、一応分けて考えてみたい。

まず「個」。その「確立」とは何か。いろんな規定の仕方があるだろうが私は「自分を持

つこと」としたい。 「自分を持つ」ということを因数分解すれば、 自分の意見を持つ、付和

雷同しない、 自信を持つ、 自分を大切にする、 自分のことは自分で決めて責任を持つとい

ったことだ。

残念ながら日本ではこうしたことを意識した子育て・教育が十分に行われてこなかった

のではないか。 「自分の意見を持つ」子どもは「自己主張が強い」「わがままだ」と睨まれ、

「自分のことは自分で決める」子どもは「勝手なやつだ｣｢利己的だ」と非難される風潮が

根強くある。だから日本人は子どもに限らず大人も「個」が十分確立していない。これで

は民主主義は根づかない。

では「個」を確立するにはどうすればいいのか。ここは一つ、民主主義の本場・アメリ

カの教育をお手本にしてみよう。

ある研究会で東京学芸大学の杉田美保子さんが報告したところによると、アメリカの教

育やしつけの目的は、子どもの「個」を確立することにあるという。

親や教師は、まず子どもに他人と違うことを教える。「あなたはあなた、あの子はあの

子」と自分と他者を区別させ、 「違うことが素敵」という価値観を育てる。持ち物や服装を

友達と同じものにしたいと子どもが言えば、親は「ひとまね子猫ちゃん」とたしなめるし、

周りも、そうはやし立てる。 したがって他人の「違い」 も認めるようになる。 日本の学校

では蹟末な校則を作って、みんなの服装や髪型、持ち物、そして生活まで揃えようとする。

逸脱すると処分やいじめの対象になる。これでは「違い」を認め合う精神は育たない。

減点主義よりも得点主義

次にアメリカの親・教師は子どもに自己肯定感を持つように仕向ける。アメリカには

「Everyoneisspecial｣という言葉があるそうだが、だれでも他人にはない特別なものを持
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っているということを親も教師も子どもたちに言い聞かせるのだ。そのためには、ちょっ

としたことでもほめる。ほめて励まし、 自信を持たせる。そうすることで子どもは「自分

はこれでいいのだ」と自己を肯定し、その「特別なもの」を伸ばそうとする。

日本ではミスを指摘する「減点主義」だが、アメリカでは多少の失敗には目をつむり、

良いところを指摘する「得点主義」なのだ。 日本のように「お前はだめなやつだ」と親も

教師も繰り返し否定すれば、子どもは自信をなくし、 自己を肯定しなくなる。自尊感情が
育たない。

少年事件を担当する弁護士によると、問題を起こす少年少女の多くは、 この自尊感情が

十分育っていないという。子どもは「だめなやつだな」と繰り返し言われつづけると「自

分は何をしてもだめなんだ」と自信を失い、将来に対する明るい展望も持てず、 自暴自棄

になり、暴力や目先の享楽に走るようになるという。

一般に日本の子どもは、アメリカの子どもに比べて自分への評価が低い。福武書店（現

ベネッセ）教育研究所の調査によると、 「自分は勉強ができる」と思っている子は東京の小

学生で23％だが､ニューヨークの小学生は82％にのぼる｡以下､｢正直」「親切」「よく働く」

「勇気」といった点で、すべてニューヨークの子どものほうが自己評価が高い。東京の子

がいずれも30%台なのに対してニューヨークの子は70%から80%台となっている。これは

上記のような「得点主義」の教育・しつけの結果であろう。

自分を肯定的に捉えることによって、積極的に生きよう、人のために役立とう、社会参

加（公への参加）をしよう、 という意欲が湧いてくる。 「個」の育成が「公」の育成につな

がっていく。

自己表現力を付ける

自己表現力も「個」の確立のために大事な要素だ。自己表現をするためには、 自分の意

見を持つことが前提であることは言うまでもない。

アメリカの学校では自己表現力を育てるために、 さまざまな取り組みをしている。たと

えば小学校低学年には｢shou&tell｣という時間がある。自分が大事にしているものを教室

に持ってきて、なぜ私がこれを大事にしているかを皆の前で説明するのだ。こうして小き

いときから自分の考えや気持ちを正確に相手に伝えられるように育てられていく。

また、すべての学年で教師は子どもたちに自分の意見を言わせるように仕向けている。

子どもの考えが間違っていても教師は頭から否定せずに「面白い意見だね」と受けとめ、

それを利用しながら授業を展開していく。

教科書も子どもの意見を引き出すように作られていて、単元の終わりに「次のことにつ

いて、あなたの考えを述べなきい」などと設問が付いている。たとえば小学5年生の社会

科教科書は、奴隷制度について学習したあと「あなたは奴隷を雇っている農園主か、奴隷

か、奴隷制度廃止論者のいずれかの立場に立って奴隷制度について意見を述べなさい」と

いう設問がある。「その人の身になって考える」という仕掛けは、なかなかニクイ。物事を、

歴史を、多角的、客観的に理解する力を養うことにもなるわけだ。

あるテーマについて、 クラスが賛成・反対に分かれて議論する「ディベート」学習も日

常的に行われている。デイベートをする前に生徒たちは図書館や実地調査などをして資料

を集める。「調べ、分析し、考え、発表する、反論する、説得する」といった学習ができる
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わけだ。これで培われた能力は社会に出ても必要なソーシャルスキルとなる。

アメリカの崗校で学んで帰国した生徒によると、 クラスで「ミニ国連総会」の授業があ

ったという。生徒が一人一国の「国連代表」になり、 「飢餓」について、それぞれの国の立

場に立って議論するもので、途上国は飢餓の原因と窮状を訴え、先進国は援助の仕方につ

いて意見を述べたという。

とにかく、 自分の意見を持ち、議論することで民主主義は成り立つ。上記のような「意

見表明」の教育は日本でも当然できることだ。 「議論下手ニッポン人｣の汚名を早く返上し

なければ日本は国際社会から孤立することにもなるだろう。

1

Ⅲ個性とは何か

教育を画一化した文部省

「戦後教育は画一的だった。もっと個性に応じた教育をすべきだ」と戦後教育を批判する

大合唱が1960年代から財界を中心に繰り返し展開きれてきた。しかし戦後教育の原点は、

教育基本法に示されているように「個性尊重の教育」だったのである。それを画一化して

いったのは、ほかならぬ文部省である。

それは1955年に形成された保守・革新対決の「55年体制」前後から始まった。

1956年には教育委員の公選制を廃止して任命制にする地方教育行政法が制定きれ、教育

の中央集権化が進む。また文部省は教科書調査官を配置して教科書検定を強化し、画一的

な教科書にしていく。 57年からは教員に対する勤務評定を全国的に導入して教員の管理統

制を強め、 58年から学習指導要領に法的拘束性を持たせて、指導要領どおりの授業を強制

していった。それを学校現場に定着きせたのが、指導要領準拠の市販テストであり、公立

高校入試だった。

個性重視の自由な教育をめざした戦後教育は、 このようにして国家統制下の画一的な教

育へと変わっていった。

産業界の求める個性

画一教育批判が起こったのは財界からだった。 日本経済は60年代に入って高度成長を開

始し、 69年にはGNP(国民総生産）がアメリカに次ぐ"世界第2位にのし上がった。明治以

来の「先進国に追いつけ」という国家目標が達成きれただけでなく、 ヨーロッパ諸国を追

い抜いたのだ。産業界は「もはや外国に学ぶものは何もなくなった。これからは日本が独

自に開発した技術で国際競争に勝っていこう」 と言いはじめた。そこで学校教育に対して

「創造力のある人材の育成」を要求することになった。そのことはすでに63年、経済審議

会が「3～5％のハイタレント（能力の高い人)がいればいい。そのための教育が必要だ」

という答申で触れていた。

産業界は、みんな一緒の教育を受ける画一・平等教育ではだめで「できる子は、どんど

ん伸ばす」教育が必要だとした。できない子には、それなりの教育を受けさせればいい、

というのだ（能力主義教育)。

それを具体化したのが中曾根首相が設けた臨時教育審議会（84年-86年）だ。その答申

の3大柱の一つが「個性重視の原則」である。それ以後、 「個性重視」「個性伸長」の教育、

あるいは「個に応じた教育」が、文部省の教育政策として推進きれるようになった。それ
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は90年代に入って顕著になり、中高一貫教育、物理・数学の得意な生徒が高校2年終了

（17歳)で大学に進学できたり、優秀な学生は大学3年終了で大学院に行ける「飛び進学」

が制度化された。バブル経済がはじけて不景気に陥った産業界を活性化するためにはベン

チャービジネスが必要だとして、 「英才教育」に拍車をかけた。

できる子だけを集めた6年一員教育や、できる子を「飛び進学」させることで、果して

創造力のある人材（人間を「人材」扱いするところに「教育の経済化」が見て取れる）が

育成できるのだろうか。これからの科学技術には効率や便利さよりも環境や生命を大切に

することが求められているのだから、むしろじっくり時間をかけて、人文・社会科学も含

めて幅広く学習する必要がある。またさまざまな生き方をしている人たちとの交流も欠か

せない。だから個別に早く才能を伸ばそうとする教育は、開発途上国の「追いつけ」型エ

リート教育というべきだろう。 リーダーは大衆の中で育まれる、 と私は思う。

学力＝個性ではない

かといって、私は個性重視・個性伸長の教育を否定しているわけではない○いうところ

のエリート教育は、勉強ができるごく一部の子だけの個性を伸ばすものだが、学力のある

なしが個性ではない。

では､個性とは何か。「個人に具り、他の人とはちがう、その個人にしかない性格･性質」

と「広辞苑」にある。 「能力」とは書いていないところに注目したい○顔かたちも個性のう

ち。個性とはいわばDNA(遺伝子）のようなものだろう。 しかしその個性に踏みとどまる

だけの教育では、その子は進歩しない。外から刺激を与えることで、その子の個性も伸び

る。それが教育の役割なのだ。

「個性を伸ばす教育」と言うときの「個性」には、その子の「持ち味」「良き」「優れたとこ

ろ」「興味．関心」「将来の進路」も含めるべきだろう。それぞれの個性に違いはあるが優劣

があるわけではない。だから、学校は「競争の場」ではなく、お互いに個性を認め合い、

その伸長を励まし合って学び合う 「共生の場」でなければならない｡そうした「個性を伸

ばす教育」を通して子どもたちは「自分づくり」を行っていく○お互いの持ち味を発揮し

て協力しあうことで、人間性豊かな社会が構築きれていく。教職員には子どもたちの個性

を見つけてやることが求められる。

しかし、私は子どものニーズに応えるだけの教育だけでいいとは思わない○国民共通に

必要鞍知識.技能を、どの子にも必修で学ばせる必要がある。それは「公」的な人間＝主

権者を育てることにもなるからだ。つまり知識●技能を共有することで社会は維持される。

また共通の「言葉」で語り合うことができるのは民主主義の基盤である｡これからは市民

がNPO(非営利団体）を作って主権者として積極的に政治や政策にかかわっていく社会に

ならなければならない。そのためにも主権者を育てる共通教育は必要だ。ここに「教育の

公共性」がある。

「個」と「公jを育てる教育。それは教育基本法に則った教育であることを、いまあらた

めて思い起こす必要があるのではないか。

（国民教育文化総合研究所運営委員）
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私化社会における個性重視の教育とは
－青少年の不適応行動と関連から－

研究評議員田中奈緒子

個性重視の教育一個別化と個性化

「個性を尊重する」あるいは「個性を育てる」といった言葉は、中央教育審議会第二次答

申（1997）において「教育における形式的な平等の重視から個性の尊重への転換」と躯わ

れるなど、教育改革の際必ず登場してくる標語となっている。画一的・一斉的な公教育の

あり方への反省として、今後もこの個性尊重という基本的な考えに立った教育は推進され

ていくことだろう。

このような教育改革に伴い、新学習指導要領では「総合的な学習の時間」が創設された

り選択教科制の充実が明示されるなど、児童生徒の多様性に応えることができるような教

育課程の改訂が行われている。また「多目的スペース補助制度」の発足後、オープンスペ

ース・多目的スペースを有する学校が急増し、学校建築という面でも画一化された建築様

式から、開かれ、かつ個性的である学校を目指した改革が進んでいる。

数年前、学生の教育実習のあいさつにと、ある公立小学校を訪問した。教室と廊下との

あいだに壁がない開かれたクラススペース、カーペット敷きの図書ラウンジで思い思いの

姿勢で読書する子どもたち。オープンスクール運動についてはもちろん知っていた。しか

し、建築というハード部分での一場面ではあったが、実際にこのような情景を目のあたり

にして、学校が変わってきていることをしみじみと感じた。

ところで、「個性を尊重する教育」とはどのようなものだろうか。多少異なる主張もある

が､一般的には次の2つに分けて整理されている。1つは「個別化｣、もう1つは｢個性化」

である。新教育学大事典(第一法規)では、次のように説明されている。「個別化(individu-

alization)とは、学習者がもっている知識、経験、興味・関心、能力などの様々な個人差を

考慮し、一人一人の子どもに合ったペースで学習を進め、それぞれの子どもの学習を成立

させることである｡」そして、 「個性化(personalization)とは、各学習者がもっている個人

的特質、すなわち、他の人とは異なる個性、その人らしさを引き出し、伸ばすことを目指

した学習を行うことである｡｣と。そしてこの個別化・個性化を目指して、児童生徒の個別

的な要求に応じていこうとする様々な教育実践がなされている。児童生徒の実態に応じた

習熟度別指導、CAI(Computerassistedinstruction)などのコンピュータを利用した個別

指導や個別学習、いくつかの課題の中から自分の興味・関心、知識、能力などに基づいて

課題を選択する課題選択学習、自分で設定した課題を自分のペースで学習していく課題設

定学習など、その内容は多様である。

私化傾向の強まり

ところで、個性はときに、他者との違いを強調して、個別性や独自性として説明・理解
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きれがちである。この個別性や独自性だけがあまりに強調きれると、他者や社会との関係

が薄れてしまい、個性化は自分本意なものへとつながっていく危険性をはらんでいる。特

に、現在の「個性を尊重する教育」は画一的・一斉的な教育への反省・批判からの流れで

あるだけに、授業形態としての一斉授業が批判きれ、個別（あるいはグループ）指導へと

向かう流れが強いように感じられる．

そこで本稿では現代社会の意識のありようとして指摘きれている、私化（私事化）傾向

(privatization)の強まりと結びつく青少年の不適応行動と関連から、個性重視の教育につ

いて考えていきたい。

私化傾向について、森田（1994）は次のように述べている。 「私事化とは、簡単に言えば

「公」重視から「私」尊重への転換であり、社会が近代化していく過程で、生きる意味や

価値を私的な生活世界に求める傾向が強まることである。…しかし、私事化は異常な現象

ではない。むしろ、集団や組織に呑み込まれ、ないがしろにきれがちだった私生活や、そ

の中心にある「私」を大切にし、 自分らしさを味わいたいという価値やライフスタイルが

登場してきたという意味では歓迎すべき事である。 ところが私事化には否定的な面もある。

社会や集団へのかかわりを弱め、私生活へと隠遁する傾向や他者への無関心を生み出して

いる。また、 自分を大切にするあまり、 自己利害だけが突出する傾向も強まってきている。

このように私事化は、肯定的にも否定的にも評価きれる面を備えている｡」

この私化傾向を裏付ける社会調査に総務庁青少年対策本部による「青少年の連帯感など

に関する調査」がある。これは「人のくらし方として一番良いと思うもの」を次の6類型、

すなわち｢いっしょうけんめい働き、倹約して金持ちになる｣､「まじめに勉強して、名をあ

げる｣、 「金や名誉を考えずに、 自分の趣味にあったくらし方をする｣、 「その日その日をの

んきに、くよくよしないでくらす｣、 「世の中の正しくないことを押しのけて、どこまでも清

く正しくくらす｣、 「自分一身のことを考えずに、国家社会のためにすべてをざさげてくら

す」の中から一つ選ぶというものである。 1970年からの年次推移をみると、社会や公的な

ものに献身する、あるいは倫理・道徳的に正しいことをモットーとするような人生観が支

持されなくなってきている。その一方で私生活を重視する人生観が広まり青少年にはすで

に十分浸透し、最も一般的な人生観になっているときれている。

また、職業観においてもこのような私生活重視の傾向がうかがえる。日本能率協会の｢経

営実態調査』によると、 「上役との関係は仕事に関係した場面に限られるほうがいい」とす

る者が増加するなど、職場の人間関係を部分的なものに限定し、仕事そのもの以外の場面

において組織との関与を避ける傾向が見うけられる。そして、人事・教育・福利厚生面に

関する計20項目中、 「社内旅行」と「社内イベント」に関し、若年者の大多数が「多いに不

満｣､｢必要性を感じない」としもっとも評価が低いものとなっている。

私化傾向と非行

私化傾向は、前述したようにプラス・マイナス両面を持つわけだが、子どもたちを理解

する際、 とくに、不適応行動や問題行動を考える際には、 このマイナス面と関連づけて検

討することが求められる。森田（1994）は、いじめ集団の構造を、いじめっ子「加害者｣、

いじめられっ子「被害者」の当事者のほか、その周囲の子どもたち「観衆」と「傍観者」

を加えた四層構造として捉え、 この周囲の子どもたちこそが、いじめを助長あるいは抑止
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きせる重要な要素であるとしている。そして、多数派の傍観者の心理を､「自分さえ人に迷

惑をかけていなければそれでよい」とか「自分も干渉されることは嫌だから人のことには

首を突っ込まない」という私化傾向から説明している。また安香(1998）は、性の自由化・

商品化の問題を考える際にはこの私化傾向の心性を考えなけらぱならない、 と述べている。

私化傾向のマイナス面とは、 自分を大切にするあまり他者や社会をかえりみずに自身の

欲求を過剰に表出するようになること、 自分に関心が向くことにより、他者や社会への関

心が薄まること、 といえるだろう。

著者は、以前警察において少年相談を担当し、いわゆる非行少年たちとかかわってきた。

彼らの中には「人には迷惑をかけていない」とか「自分の自由だ」として、 自己の行為を

正当化したり、罪意識が希薄な者が多くいた。特に薬物非行と性非行を犯す少年たちにそ

の傾向が顕著であったように感じる。

薬物非行の中でも覚せい剤事犯については、近年、中・高校生への浸透が拡大している

ことから問題視され、中・高等学校において薬物乱用防止教育が盛り込まれるようになっ

てきている。かつては覚せい剤事犯といえば暴力団がかかわることが多く、非行が進んだ

者が主となっていたが、現在では安く手軽に購入できるというその入手の容易さや、注射

から吸引へと使用法が変化し手軽になったこと、スピードやエスといったカタカナの流行

り言葉風に呼称が蕊わっていることなどから、いわゆる普通の少年もが行うようになって

きている。この傾向は性非行においても同様である。売春から援助交際という呼称の変化

や、性が商品化きれる社会風潮の中で、彼らの行為に対する歯止めは一層ゆるくなってい

く。そこに“個人の自由” という旗印が加わると、社会や集団の一員であるという自覚や

責任感が薄くなり行為の歯止めが利かなくなっていく。

また、犯罪行為の当事者とはならないものの、 より犯罪性が明らかであるはずの非行に

おいてもいじめと同様に、傍観者が存在することが調査により示されている。 1997年5月

に文部省が全国78,251人の児童生徒に対して実施した「児童生徒の覚せい剤等の薬物に関

する意識等調杳」において、覚せい剤等の薬物使用に対して、 「他人に迷惑をかけていない

ので使うかどうかは個人の自由である」と回答した比率は学年が上がるについて高くなり、

中学生3年生男子で11.0％、女子で6.8％、高校3年生男子で15.7％、女子で8.6％となっ

ていた。

個性化を自分本意なものとしないために

大学の講義において、各自のもつ価値観を述べ合ったり、 イメージを表現した作品を発

表しあったりといったグループ別の討議を何度か行っている。同じテーマに関する話し合

いであっても30分過ぎても討論を活発に続けているグループもあれば、 メンバーが順番に

一言ずつ述べて一回りしておしまいとなり、 10分も経つと皆黙って下を向いてしまうグル

ープもある。後者のグループからは「みんな同じ考えのようだった」などと全体をひとま

とまりとして扱って、個別性には触れなかったり、 「私は○○だ」と自分のことに終始し他

の人の考えには関心を払わなかったりといった感想が多くだきれ、前者のグループからは、

「いろいろな考えの人がいるのを知り、考えさせられた」など、他者と自分との違いを肯

定的に受け止めている感想がだきれた。

個性＝「その人らしき」とは、個別でいることからは育たない。ざまざまな他者との関
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わりを通じて、 自他の視点が区別ざれ個が育っていく。そして、 自分以外の他者の異質性

や多様性を受け入れ、集団の中の個として生きることでよりいっそう個は豊かになってい

く。

自分が共同生活の場にいること、そしてその一員であることを意識することは私化傾向

が強まっている現代社会においては、 より重要な意味をもっている。学校・学級はまきに

その共同生活の場であり、その一員として他者と共に生きる重要な場である。

児童生徒一人一人との関係を大切にしつつも、学校や学級という社会の中での子どもた

ちの対人関係を促進し、彼らが共同生活における自分を意識し責任を果たしていけるよう

になるかどうか。個性を生かす教育は、他者との関係をどうつなげていくかという社会化

の教育をも必然的に伴っている。

（鎌倉女子大学講師）
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新しい学校の創造

県教文研顧問露木喜一郎

戦後50年を経た今日、よく耳にする言葉に、 「荒廃した我が国が、現在のように経済的に

豊かになり、生活水準が向上してきたのも、 とりもなおさず、それは教育の力が基礎にな

っていたと考えられる」という説であり、これが一般化している。しかし、いじめ・不登

校・学級崩壊・学力低下をはじめとし、社会的には、犯罪の増加等が枚挙に限りない状況

について、道徳教育の重要性が叫ばれたり、国際的にも、サミッ1､会議で教育改革が重要

議題として取上げられようとしているなど、教育論議に事欠かない状況だといえる。

教育は、経済成長をうながし、その新しい開発推進．そして生活の豊かさをより発展さ

せるための力となるものであることには異存はない。しかしそれが社会的な悪を培う基礎

ともなっていることには触れないで、別の分野としてとられていることが現実の姿である

と思われる。先日の国会において、総理の施政方針に対する各政党の代表質問が行なわれ

た。その中で、与党第一党の自民党の幹事長は、教育基本法検討の問題に触れながら、今

日国民の中に道徳の乱れが露呈してきている原因は、教職員組合が道徳教育に反対してき

たからであるという意味の発言をしたと新聞は報道していた。これは事実に反する指摘で

ある。教職員組合は、道徳教育に反対したわけではなく、道徳という内容が、他の教科と

同列に並び、 1教科として特設されることに反対をしていた。この特設道徳という考え方

は、自民党の一貫した考えであることが、この発言から再確認された。と同時にこの考え

が半世紀に及ぶ文部省行政の基本であったといえる。教育委員の公選制度から任命制へを

皮切りに、さまざまな政策が生まれ、その都度大きな議論が展開されたが、その基盤とも

いえる発想の源は、 日本教職員組合対策であったことは何人も疑いを持たない事実であっ

たと思う。先に指摘した代表質問は見事に、そして今改めて自民党の本音を表明したもの

である。

更に大切なことは、教育を新しい道へと変える必要が生まれ、それを訴える場合に現状

はこのような憂うべき状態が生まれてきているので、この状況をこのまま放置することは

出来ない。だから教育改革が必要であると力説する考えの未熟さに気付くことである。ど

うしてそのような状況が発生してきたのかを振り返り分析する視点を大切にしなければな

らない。この点を故意に避けているのではないかと疑いをもつような問題提起がなされて

きているのが今日の状況である。いやそれは明らかではあるが、 しかしそれに対する策は

明らかでないが故に表面切って議論の対象から外しているのかも知れない。文教政策の基

本となっているのは、文明社会の担い手となる優秀な人材の育成を基本にすえて、そのた
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めには、競争、選抜、エリートへの道、そしてひたむきな努力が生きる道だと強調され整

えられてきた。しかしこれは教育だけの問題ではなく社会全体におおいかぶさったもので

あった。私が子供の頃、すなわち20世紀前半の時代を思い出して見ると、当時百姓といわ

れた農民の間でさえ、「末は大臣か大将か」とささやかれる言葉があり流行した。良い学校

に入学し、大きな企業会社に就職し、エリート管理職となって高収入と豊かな生活水準を

享受することが20世紀後半の人々の願いであった。池田内閣の、安保闘争の中から生みだ

された所得倍増計画や、田中総理の列島改造計画は、まさに当時の国民の願いを受けた積

極的な政策として支持されてきた経緯があった。教育という社会的な活動もまさにその流

れの中に押し流されていった自然の動きだったともいえる。この流れをどう今受けとめる

かが、 21世紀に向け教育のみならず総ての分野での視点ではないだろうか。

おもしろくて、楽しい学校

現在問われている教育改革の課題は、何といっても地方分権の時代を迎えて、地域に生

きる開かれた学校作りをいかにして創造していくかである。教育行政の地方分権化や学校

の自主性・自律性の確立と、そのための学校運営への住民参加が中心課題として注目を集

めてきた。そしてその具体的な方策として、学級編成基準と教職員定数の弾力化が示され

てはいるが、むしろ重要な点は、校長への民間人の起用と、各学校毎に設置される学校評

議員制度にあるといえる。なるほどこの2つの方策は開かれた学校をめざす新しい切り込

み方のようにも思えるのだが、しかし本心は別の所にあるように思えるのである。それは

校長の権限を明確化し一層管理体制を強化して、それを更に補強するための評議員制度の

導入であり、民間人の起用でもあると判断される。とするとこれは従来の文教政策の延長

線上にあり、それを補強し完備させる施策であるといえる。すなわち今日までとってきた

教育行政について何らの分析も反省もなしに、ひたすら従来の方針を継続強化する道すじ

であるし、ほぼこれをもってその支配体制は完成するといっても過言ではない。その最も

重要な証拠は教育委員の任命制に何ら言及しておらないことをもってしても明らかであり、

県教委が校長の任命権を掌握している点とを合わせれば自ずから明白である。

かって東京都中野区の青山区長が、教育委員の任命制発足に対し、公選制を守りそれを

生かす立場から、準公選制というべき対策を提起し、教育委員にふさわしい人物を区民の

選挙で選び、その中から議会の同意を得

て任命する施策を実施したが、結局これ

は文部省は勿論のこと政治権力が認める

ということにはならず、消滅してしまっ

た。これと同じようなケースが起こり得

る可能性が秘められているように思われ

てならない。即ち、地域住民の意見を代

表する形で、評議員が文部省や教委の方

針に反する意見をまとめて校長に具申し

たとする。すると校長はどの道を選ぶか

先ず迷うに違いない。自らが適任者とし

て推薦した評議員なのでその意見に従う
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のは当然であるが、この道を選んだとすると教委や文部省は黙ってはいないだろう。結局

のところそのことは表面的な理由とはしないまでも、次回の定期異動で異動発令を実施す

るに違いない。このような情勢は事前に推測きれることから、評議員はその点を配慮して、

文部省にざからわない意見を具申することになるだろう。

それでは、一体教育改革はどのように行なわれなければならないのか。従来の方針を全

面的に変えることは不可能である。それは文明社会の推進者である人間の育成を考えるな

らば明らかでもある。しかし変えなければならない、文明社会のもつ裏側の弱点を出来る

だけ消滅きせ、作りださない道、すなわち競争と共生の両立する道をきぐらなければなら

ないし、又その両立への道を一歩づつ進みながら、その中で文明社会を更に発展させた新

しい社会を創造するエネルギーを育て上げなければならない。このような社会を担う人間

の育成がこれからの教育の道であると思う。それは受験を中心課題とした記憶中心の学習

からは生まれない。

課題をもち、研究し自ら知識を発見し学びとる学習、そして数多くの仲間と協同して成

功した喜びを味わう。面白くて楽しい勉強の場である学校を創出することである。
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わかりたくて話を聞く

静岡大学教授大平典明

小学校4年生のA君は、その日は30分も遅刻しました。大切な朝の話し合いがあり、先生

はつい頭ごなしに叱ってしまいました。A君は、ちょっとびっくりしたような顔をしまし

たが、何でもないというように自分の席に向かいました。先生は、やや怒りがこみあげて

きましたが、言葉を飲み込み、話し合いに入りました。

お昼休みに、先生がA君の話を聞きますと、学校近くで1年生が怪我をして泣いていた

ので、保健室へ連れていった、 ということでした。そのことを帰りの会で皆に紹介し、わ

けを聞かずに叱ってしまったことを謝りました。その時に、皆がA君を待っていたことに

も触れたのがよかったのか、A君の遅刻が少し減りました。

これは小学校の先生をしている卒業生から聞いた話です。その先生は､A君について、家

庭の様子、学校での姿を通して、ある程度理解していたつもりでした。指導案を考える場

合、こういう質問を投げかければ、A君ならこう答えるだろう、と予想できるくらいでし

た。でも、A君の毎回の遅刻の理由やそれについての考え､登下校の様子について殆ど知ら

ないし、下級生に見せた優しさと行動力については思いもよらないことでした。子どもた

ちについて理解が足りないと感じさせられ、この時から、できるだけ子どもたちの様子を

観察し、彼らの話に耳を傾けるようになりました。子どもたちの行動パターン、得て不得

手、好き嫌いなど、わかったと思えることもあるのですが、思いや気持ちは、聞いてみる

までわからないことが多いのです。何をどうわかれば、その子をわかったと言えるんでし

ょうね、 という疑問がこの先生の話の落ちでした。

その疑問は心理学の目標とも言える大問題で、とても答えられません。しかし、なぜわ

かりたいのか、がはっきりすれば求めている答に近づけるかも知れません。日常生活では、

採用するため、入学を認めるため、治療をすすめるため、あるいは交際を始めるためなど、

目的に即して理解しようとします。先生の場合、教育目標を達成するため、という目的が

あります。この目標を、教科内容に限定すれば、理解すべき内容もかなり限定できそうで

す。しかし、それはともすれば子どもたちをうまくコントロールする技術に結びつき、そ

れが上手な先生は理解できていると誤解されがちです。かといって、自己実現に向かう資

質を育てる、 といった遠大な目標では、理解すべき内容が具体的になりにくいでしょう。

でも、どんな人になって欲しいか、大まかな期待は、それぞれの先生がもっていることが

大切ではないかと思います。いずれにせよ子どもたちの健康な発達を願ってのことでしょ

うから、気になる行動に気づいたら、そのわけを知るとともに、必要なら援助の手だてを

工夫する、 という姿勢が無理のないところではないでしょうか。

それでも、人を理解するのはやはり容易ではありません。まずは、相手が経験している

事がらと類似の経験をできるだけ多く持っていることが必要であり、また経験を語り合う
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ための共通用語がいるという点です。時々刻々、周囲に起きる様々な出来事と向き合って、

先生も子どもたちも、その時その時を、真剣に生きています。そこで得た経験の中で、そ

の人にとって意味があることが蓄えられ、心が育っていきます。ただ、人は同じ出来事を

経験しても、何を見、何を感じ、どう意味づけるか、は同じではないようです。例えば赤

いバラの花を見ても、見る位置が違えば目に映る形が違い、距離が違えば明度が違います。

赤いバラ、 と言葉上での了解はできるでしょうが、色見本でその赤を指摘してもらうと、

人によってかなりばらつきを生じます。こうして見ると、人が同じ経験をすることのほう

が至難の業と言えます。しかし人は互いに支え合って生きていくには、経験を共有し、相

互理解を要することが多いですから、少々の経験のズレを円く収める上で、言葉による表

現が大きな役割を果たします。通常のお付き合いでは、赤いバラという実在する事物を、

お互いに見ましたと了解できれば、それぞれの経験内容にズレがあっても、類似の経験を

していることにしておいても殆ど支障がないでしょう。 もっとも、例えば｢夢｣や｢不安」

などのように、 きわめて個人的な経験を表現する言葉は、具体的な経験内容を照合するこ

とが困難です。それでまず言葉の意味を了解し合い、それに個人の内的経験を合わせるこ

とになります。そうすることで同じ経験を共有できる仲間として、互いに理解し合えるよ

うに思えます。

個人の内的経験を言葉で表現できるようになると、その人の過去の経験を話してもらえ

るようになり、それが理解を深めるのに役立ちます。ただ、話してもらえる過去の経験と

は、記憶され想起できる事がらです。記憶の問題の一つとして、最近、裁判における子ど

もの証言の正確さを問う研究が行なわれています。子どもの記憶は暗示や誘導質問に影響

きれやすいと考えられ、証言を危ぶむ声も多いのです。大人でも、あやふやな記憶は、誘

導次第で、経験していないことでも実際に経験したかのように、思い出させることが可能

である、 という研究もあります。いずれも、過去の経験を想起する場合、それを思い出さ

せようとする聞き手の影響を受けることを示しています。普段のおしゃべりでも、聞き手

のうなづきや表情に応じて話の内容を選ぶことがあるでしょう。個人の経験でも、あやふ

やな記憶ほど、聞き手の期待や思い込みに合わせるように想起する可能性が大きいのです。

更に、精神分析の創始者であるS.フロイトは、過去を振り返る際に、 自分に都合の悪い

経験は思い出さないようにする無意識的な心の働きがあることを指摘しています。非常に

不快な経験は、他人に話すのも嫌でしょうが、いつしかそんなことはなかったかのように、

思い出さなくなるのです。児童虐待のようなあまりにつらい経験は、 自分の経験から切り

離し、別人が経験していることにして自分を守ることもあります。これは乖離と呼ばれる

心の働きですが、 これがうまくいくと、別人が共存する多重人格になると言われています。

これは極端な例で、普通の子どもたちにはあり得ないことのようですが、 自分を守るため

の心の働きとして備えているものの一つです。子どもたちにとって、親や先生は勿論です

が、友達からも嫌われたり無視きれたりするほどつらいことはないでしょう。評価が下が

ると予想するだけで不安になる子もいます。子どもたちは、それぞれ、その子なりのつら

い経験、不快な経験があり、 自分に合った防衛規制を身につけると思われます。それがう

まくいくと、不安や心配に押しつぶきれずに、明るく振る舞えるのです。

子どもと話をしながら、その子を理解しようとする場合に、気になることを思い浮かぶ

ままに挙げてみました。小学生低学年までなら、大人ほど用心しないで、個人的な経験を

－24－



話してくれますが、補足資料がないと飲み込めないことが多いでしょう。小学校高学年以

降は、かなり聞き手にも分かるように話をしてくれますが、個人的な秘密の世界はなかな

か明かしてくれません。思春期に入った生徒たちは、密かな自分の世界が広がって大人に

は口数が少なくなりますし、感情の波打つ心の内は、 自分自身でも言葉にできない場合が

多いようです。それで、生徒の行動の理由を知りたくて先生が話を聞くときは、知らず知

らずのうちに、先生自身が納得できる物語へ誘導してしまいがちです。大人は、どうして

も因果的に行動が説明できないとすっきりしないので、原因捜しを焦りがちです。動機探

しなどはよく耳にしますが、動機は元来自覚しにくいものです。例えば、乳児が泣いてい

るのを見て、お乳を欲しがっていると了解するのは親であり、乳児自身がそれを空腹と自

覚するのは、おそらく 1年以上経ってからでしょう。つまり行動が先で、動機は、学習き

れる説明概念に過ぎないのです。

早く原因を突き止めて対策を講ずる必要のある場合は別として、子どもをもっと理解し

たいというつもりなら、たとえ気になる行動に的を絞って話を聞くにしても、因果的な結

論を急がないで、素直に耳を傾ける方がよいのではないかと思います。聞き手が知りたい

ことを質問し過ぎると、話の主導権は聞き手に移り、子どもが話したいこと、浮かんでき

たことを話せなくなります。指導なら先生のペースで進めるのもやむを得ないのですが、

その子について知りたければ、その子のペースに合わせることが大切です。話の中で表現

きれるその子の気持ちや考え方にも注意を払い、それをありのままわかってあげるつもり

であれば､話す方も気持ちが楽になります。そのような聞き上手に徹すれば､子どもは除々

に心を開いてくれると思いますが、その話から何をくみ取り、どういう理解をするかは、

結局、聞き手の人間観、人生観にかかっているのではないでしょうか。
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子ど6の真実を謝澄けとめるか,’,馴事斧をとおして

弁護士石井小夜子

少年の手紙

「僕のことをしんじてくれて､弁護人までつけてくれてありがとう。このまま誰も僕のこ

とをしんじてくれなかったら僕はおかしくなっていたと思います。みんなに僕のいってい

ることをしんじてもらいたかった。お母さんお父さんにしんじてもらえるだけでうれしか

った｡」

草加事件、ご存知の方も多いだろう。13歳から15歳の6人の少年が殺害犯人とされ、今

年2月、最高裁判所が、「有罪」とした東京高等裁判所判決を破棄した事件である。実にも

う15年前の事件で、 この家族宛の手紙を書いた少年はまもなく30歳になる。この間、少年

審判では浦和家庭裁判所・東京高等裁判所そして最高裁判所とも「有罪｣｡再審の申立てを

していたが、年齢の関係で却下されてきた。しかし、被害者の遺族から民事賠償裁判が提

起され、一審の浦和地方裁判所は「無罪」の判断をして一挙に方向が変わる。だが、民事

控訴審である東京高等裁判所は逆に「有罪」としたため、少年らが最高裁判所に上告して

いたのだ。今回の最高裁判所判決は、この民事賠償裁判の判決である。

草加事件の問題点

わたしは、少年審判の途中から加わった。

難しい事件といわれるが、この事件は本来、実に単純だった。にもかかわらず、ここま

でくるのに、こんなにも時間がかかってしまった。

遺留物は、犯人はAB型の人間であることを示していた。少年らはB型とO型である。だ

から逮捕されても、少年らが犯人であると判断することはできなかったはずだ。しかし、

警察は自白を強要し、そのまま虚偽自白を得て暴走する。検察官も同じだ。さらに、ひど

いことには、少年らの無実を示すAB型の3つの物証を、少年法に違反して家庭裁判所に送

付しなかったのである。

この間、弁護士はついていない。弁護士がついたのは、家庭裁判所の二回目の審判から

だった。

弁護士がついて証拠を検討していたら、わずかに「電話報告書」という文書があり、そ

の中に遺体に付着していた唾液がAB型であったとの記載があった。ここから、この事件の

えん罪性が表に出始めたのである。その後2つの遺留物(衣類に付着の精液・毛髪)がAB

型とわかってくる。しかし、検察官は、AB型唾液については「被害者の汗と加害者の唾液

が混じった結果」であるとし、他の二つについては「他の機会に付着した」という、まっ

たく根拠のない報告書を、追加して出してきた。

こうしためちゃくちゃなやり方に、通常なら、おかしいと判断するだろう。「AとBが混
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じってAB型になるなんて.ﾉ」と思うだろう。まして、 3つものAB型遺留物があったのだ。

しかし、 ここまで少年らを「有罪」とした（少年審判も民事東京高等裁判所も含めて）

裁判所は、 「混じった」「他の機会についた可能性がある｣、だから自白と矛盾しない、 とし

たのである。証拠に基づかない抽象的論理的可能性をもって、警察・検察の不当な捜査を

追認し、糊塗する役割を果たしたのだ。

先頃出された最高裁判所判決は､真犯人はAB型ではないかとの疑念を抱かせると判断し、

単に論理的に可能性があるだけで自白に矛盾しないとする判断はおかしいし、 自白と客観

的証拠との整合性を慎重にせず、安易な判断をした判断の誤りを痛烈に批判している。こ

れは直接には民事東京高等裁判所判決に対してだが、過去に「有罪」とした裁判所は全て

同じ論法を使った判断であるから、 これらに対する批判でもある。

市民感覚が欠如する専門家

普通の市民感覚でこの事件の証拠関係をみれば、誰でも、 「真犯人はAB型の人、少年ら

は犯人ではない」と判断するはずだ。一人の少年が言ったのだが、 「刑事はプロなのだから

自分たちがやってないことはわかってくれるはず」と思ったという。でも「どんどん深み

にはまっていった」と。

実は、 日本の裁判所関係者は、 自白に囚われている。時に弁護士でさえもだ。草加事件

の最高裁判所判決があって、誤判は少年法の制度が原因したのだから早く国会に上程され

ている少年法「改正」を実現させよ、 という声が一部出た。

しかし、草加事件の誤判の原因は（無実を裏付ける証拠を送ってこなかったというとん

でもない捜査機関の姿勢に直接原因はあるが)、科学的捜沓ではなく旧態依然とした自白

に頼る(｢刑事の感」というもの）捜査と、 自白を偏重する裁判官の姿勢に起因している．

これは成人の刑事えん罪と共通しており、決して少年法の制度自体からくるものではない。

こうした専門家が、 「私の目に狂いはない」という専門家の狭い目で物事を見てしまうと、

他が見えなくなり、 こういう事態になってしまうのである。

警察・検察そして裁判所は、市民的な目が届きにくい。しかも官僚的な世界である。こ

れでは、市民的な見方ができなくなるだろう。裁判所についていえば、本当は憲法上でも

裁判官の独立が保障きれているから、官僚的世界にはならないのでは、 と思うかもしれな

い。が、近頃はすっかり官僚的世界になってしまった。裁判官の目が、当事者に対してで

はなく、 「役所の上の人」にいっている。中で、家庭裁判所は、調停委員という民間人が入

ったり、少年事件という社会との接点を持たざるを得ない仕事を担当するため、比較的、

社会にひらかれている。 また、調査官という法律職でない専門職がいる。そのため、家庭

裁判所では、官僚化が他より多少ではあるが遅れている。少年法「改正」法案では、検察

官が関与したり、 3人の裁判官が合議でする制度が新設されるが、 これは確実に家庭裁判

所の官僚化に拍車をかける。今は、一人の判断でするから他の裁判官も検察官も気にせず、

少年の納得度だけを気にすればよいのだが、検察官の目を気にするばかりか、合議体の長

である裁判長の目も気にしないとできなくなるからだ。少年法「改正」法案では、草加事

件の再発は防止できないし、かえって第二第三の草加事件を生む可能性が高いなど、他に

も問題が多くあるが、この点も見逃せない。

わたしがここで述べた、専門職の陥りがちな問題や官僚化の問題、 きらに社会にひらか
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れず、市民の目が届きにくい問題等は、学校にも共通する問題ではないだろうか。

素の子どもと対する

「素行不良」ならやりかねないという程度の、 しかも偏見で、そして、 「非行少年」は嘘

をつくという思い込みや自己経験で、少年らに自白を強要したのが、草加事件の始まりで

ある。

子どもは、そういう大人、 しかも、専門職の大人にそういう対処をされれば、 自己を、

真実を、表現するのはあきらめる。それもいとも簡単にだ。それまでの生育で、いくら主

張してもだめ、 とされた体験を持ち続けている。相手が求めることに合わせるしかない、

そうすれば、 これ以上傷つかないですむ。そういう術を身につけさせられてきたからだ。

その恐ろしさに、わたしたちは畏怖すべきだ。学校で同じようなことをしていないだろう

か。そういう子どもに育てあげる「教育」をしていないだろうか。

あらためて、最初に記した、 とつとつとはしながら、精一杯表現している少年の声を聞

き取りたい。子どもは、相手が自分のことを受け入れてくれる人と思えれば、真実を話す。

草加事件で、 自白を撤回できたのは、 「優しい鑑別所の先生がいた」からである。子どもを

素のままで受け入れ、対応する専門職がここにいた。
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わたしが偶会った奴ら>考

専任カウンセラー内山
壱
岸

それは突然襲ってきた恐怖であった。右手に挟んで持っている鉛筆の尖った先が、急に

自分に向って、それも心臓に向って、＜突き刺さってくるのではないか＞いやく自分で突

き刺してしまう＞という、怖れ°心臓の鼓動は早鐘を打ち、全身の血が引いてゆき、冷や

汗が吹き出す。＜これはいかん／ だめだ、だめだ／＞･手の平で鉛筆の先を隠し、夢中

で鉛筆を向うの方へ投げ捨てる。しかし、鉛筆の奴は投げ捨てた先からまだ向ってくる。

手で目を覆ってうずくまる。でもくだめ、だめ｡奴は、あそこからやってくるに違いない／＞・

トイレに駆け込み、戸を閉める。でもくだめ、だめ／＞じっとうずくまるだけ。

今から50年も前、 3年余苦しまされた体験である。

1929年（昭和4年)、世界大恐慌の始まった年、 日本では小林多喜二の「蟹工船」が発禁

となり、「赤狩り」が吹き荒れている時に生まれ、小学校尋常科2年の時に支那事変、国民

学校初等科6年の暮大東亜戦争(太平洋戦争、第二次大戦)と、＜戦争は聖戦＞＜敵を殺す

のは正義＞＜國のため、天皇のために死ぬのは最大の喜び＞の中で育った。そして、憧れ

の海軍兵学校に入校して5ヶ月、隣の陸軍基地から特攻機が飛びたって行くのを見送った

数日後の敗戦｡貨車に載せられて復員｡食糧はじめすべての物資不足の耐乏生活。＜武士道

とは死ぬことと見つけたり(｢葉隠れ｣)＞に心酔し、＜軍人勅諭＞＜戦陣訓＞に洗脳され、

まだそこから抜け出せず、前途暗黒のさなかの16才にさらに襲いかかったのが、そんな自

分の目の前で、のどをかき切って血を吹き出しながら果てていった祖父の姿だった。

前記の症状がはっきり現れたのは、それから3年程過ぎ、旧制専門学校（現横浜国大工

学部）卒業を控えてく就職＞というく再びの人生の選択＞を迫られてきた時であった。

その時は、何がどう影響し、何がきっかけでそうなったかなど思い及ぶすべもなく、た

だ苦しく、逃げようとすれば逃げようとする程追いかけてくる恐怖の前にひれ伏している

毎日。やがてそれはく「白」が迫ってくる恐怖＞やく狂気への恐怖＞＜自殺への恐怖＞と

果て知れぬ恐怖に連動していくのだった。しかし、こんな苦しさに苛まれていることを誰

にも言えない。こんな状態だということを口にすることが、即く破滅＞につながるような

気がして怖いのだった。

このように暗い所に入り込んだり、息を荒らげているような姿を見せる異常な状況があ

りながら、不思議とその時の家の者たちは無関心に近かった。戦後のく食べるため、生き

るための忙しさ＞がそうさせてもいたが、＜敗戦の挫折・混乱＞とく身内の異常死＞にぶ

つかつたく青年期の「ﾈII1経衰弱｣(その頃まで思春期などの神経症めいた症状はすべてその

様に言われる「ぷらぶら病」だった｡)＞で、時期がくればやがて治ってしまうものと（こ

れは、ずっと後になって聞いた母の感想）思われていたからだった。

こんなわたしの状況は、就職した2， 3の工場勤めが全部1ケ月と続かず、約2年後中
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学校教師としての生活を始めるまで続いたのだが、それまでの日々、 自分が自分をどのよ

うに処して過ごしたのか、未だにはっきりしないことも多い。

ただ、いま振り返って言ってみれば、 まず次のような状況だった気がする。

①｢そんなバカな/ そんなことになる訳ないじゃないか／」「じっとしていれば、その

うちここから逃げられる｡」「おれにはもっと明るい生活があるはず｡」など、心の中で

自分で自分に言い聞かせようと （どうしてもそうするしかなかった） していた。だが、

いくらそう考えようとしても、その恐怖からは逃れられず、むしろさらにのたうちま

わることが続いた。

②誰かに声をかけられ、 どうしても何かしなければならなくなった時、 （例えば、何か

物をとってくる、掃除をする、薪を割る、 どこかに何かを届けるなど）何でもいい、

「いやだ」とことわる程のことでなかったり、ことわる勇気がないようなことにぶつ

かったり、自分からどうしても動いてしまわざるを得ないことが起こったりした時、

その時だけ恐怖からやっと解放されていた。

③「どうしてこうなるんだ？」「自分と同じ思いをしている人はいないのか？」「誰か助

けてくれ/」との思いから、いろいろな書物を脈絡なく読みあさった．小説・哲学書

・宗教書何でも手当りしだい。難しくてすぐ放り出したり、怖れがさらに輪をかけら

れてのたうったりc特にく自死＞した人の書いたものは次々に手にとったが､(藤村操、

原口統三、芥川龍之介、北村透谷、果ては有島武郎、乃木希典等まで）のめり込む様

に読んだものでも､すぐにく癒し＞を感じさせてくれることはなかった。 （もっともこ

の時の読書が、のちのちのわたしの脳裏の何処かに住み着いてしまっているものを残

したことは確かだ｡）

中学校教師生活は、はじめから猛烈に楽しかった。教職関係の学習を何一つせず、専門

の応用化学すらもろくに勉強せず、全く使い道のない状態で、藁をもつかむ様に飛び込ん

だ文字どおりのくデモシカ教師＞だが、千差万別の、 日々変化してやまない子どもたちと

の毎日は、今までのく恐怖の生活＞をたちまち払拭させて余りあるものだった。＜民主主

義＞の教育も新鮮で魅力的だった。教員に必要だと言われる教職の専門知識も、子どもと

の付き合い方も何もわからなかったから、やることは時間が足りない程いくらでもあった。

部活・宿直・校外活動何でも引き受け、子どもたちと一緒にいることが楽しかった。

人は、その生涯の中で、その人のく生き方＞を決定付けたいくつかのく出会い＞を経験

しているものだと思う。わたしの、苦しみの局限だった空白の2年間に濫読した沢山の諸

先達のく生きざま＞の中にも、いくつものく出会い＞があったに違いないのだが、わたし

のく神経症＞のく癒し＞に直接つながるく出会い＞は、 どうしてもはっきりしない。ずっ

と後の読書で知ったのだが、代表作「出家とその弟子」を生み出す前、激しいく神経症＞

に苦しんでいた倉田百三がく森田療法＞とく親驚・真如＞そしてく歎異抄＞と出会ったと

いうことは、わたしにとって感慨ひとしおのものがあったし、高見順が、わたしと全く同

時期の1952年（昭和27年、高見順：46才）にわたしと全く同じく尖端恐怖＞とく白壁恐

怖＞に苦しみ、それを脱した翌年「狂気への誘い」という作品を書いていたことも、わた

しに安らぎをもたらしてくれたことは確かである。
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しかし、戦後のわたしのく生きざま＞を決定づけたものは、＜神経症＞という奴との

く出会い＞であり、＜人や思想＞等とのく出会い＞は、やはりはっきりしない。

ところで、 自立後わたしが出会った奴としては、＜カウンセリング＞とのく出会い＞を

挙げない訳にはいかない。

＜カウンセリング＞との最初の関わりは、 1959年（昭和34年）勤務校が「中学校へのカ

ウンセリングの導入」の研究指定を受けたことからで、その時は、わたしのく神経症＞は

全く関係ないものでしかなかった。 1年間の横浜国大への内地留学や、神奈川カウンセリ

ング研究会（官製でない全くの自主的研究団体だった）などへののめり込みから、改めて

く心理治療＞＜神経症＞＜森田擦法＞などということが自分の体験と結びつき、外来のく

カウンセリング＞が、わたしのく生きざま＞に根付き始めたのであった。わたしにとって

のくカウンセリング＞は、入り口はく相談技法＞であれ、＜心理治療の一技法＞であれ、

そんなことはどうでもよいことになっていった。真新しいく技法＞とかく理論＞とか興味

は尽きなかったが、わたしには、むしろく宗教＞＜哲学＞に近いところでの向い方がしっ

くりしていった。＜カウンセリング＞の中でいうくありのままの受容＞という営み。それ

が自分のく生きざま＞にフィットしていった。それは、青年期のく激動の体験＞がそうさ

せたに違いないと今思う。

最近わたしは、＜いいかげん＞とかく適当＞とかいうことが好きになってきている。

＜いいかげん＞は、文字どおりく程良い加減＞であり、＜適当＞はくその場に適して程良

く当てはまる＞こと。あまりこだわり過ぎないことだ。それは、いつの間にか歳をかきね、

ベストセラー「老人力」(赤瀬川原平著）に触発されたことも否めないが、わたしの原点は、

やはり、あのく神経症＞やくカウンセリング＞との出会いにある。世の、いや、みずから

の、内にあるく醜悪＞＜不快＞＜不安＞＜恐怖＞たちと、あるがままに対時する。それは、

＜達観＞＜諦観＞＜枯淡の境地＞などを求めるなどということではなく、むしろ、 もっと

ドロドロして、あたふたして、逃げ回っている姿に愛情を感じている…ということになる

のだろうか。

思えば、 “忠君愛国” “滅私奉公,， "勤勉・モーレツ社員”ともてはやされ、やがて“ダメ親

父” “窓際族”とののしられ、果ては“粗大ゴミ”“濡れ落ち葉”と蔑まれる世代だが、その

基底には、時代がもたらしたく精神的外傷＞に耐えるため、常にく不信＞と同居しながら

く傍観者＞としてく叫ばず、暴れず、 目立たない＞生き方しかできない性が住み着いてい

る。それがわたしのいろいろなく出会い＞と関係があるのかも知れない。

でもわたしは、今は、 これからのくいいかげん＞でく適当＞なく生＞の中で、 まだ別の

奴にく出会える＞かもしれない。それもまた楽しみである。
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『青少年の科学技術離れﾉ(?）に思う

側日本宇宙フォーラム普及啓発部次長渡辺勝巳

近年の科学技術の進展による日常生活の中での新製品の革新は目ざましいものがあり、

気持ちはまだまだ若いものの、歳を重ね過ぎた私にとって、それら新製品を前に、ただた

だおろおろする日々が多くなりました。それに引き替え、それら魔法のごとき新製品を駆

使する若者の順応性の高さには驚かされる毎日でもあります。

一方、昨今青少年の理科離れ・科学離れが進行し、科学技術創造立国を目指す我が国に

とって大きな危倶を投げかけているとも言われています。

ほんとに青少年の、理科離れ・科学離れは進んでいるのでしょうか。

｢科学」と「技術」

青少年の科学離れといわれる現象を考える上で、 4文字熟語のように使用されている

「科学技術」という言葉を、 「科学」と「技術」に分けて考える必要があるように思えてな

りません。とはいっても、科学と技術は両輪の関係であり、一概に分けられるものではあ

りませんが、ここでは敢えてそれぞれの考え方を基にした比較をしたいと思います。

まず「科学」ですが、一般的に『自然現象を理論的に解説してその普遍原理を求め、 自

然への理解を深める。そしてその秘密に対する設問に答えようとするもの。人間に何がで

きるかを示唆するが、科学知識それ自身は必ずしも実際に役立つものではない｡』という考

え方があります｡そしてさらに『科学は知識体系であるとともに､考え方そのものである｡j

とも言われています。

一方｢技術」については、 『社会の要請に応じて、科学原理と知識を応用して何かを作り

上げる｡」ものとされています。そしてさらに『技術は片方の手で科学と結びつき、 もう一

方の手で経済と固く結ばれている｡jと言われています。

このように考えると、科学と技術の考え方の違いがはっきりしてくるように思われます。

氷はどのように凍っていくか

さて、そこで青少年に一つの問題を出してみましょう。これは実際に私が青少年を対象

とした講演などで出題したものです。

まず、 「水が凍るとき、どのように（上から？下から？或いは検から？）凍るか？」を問

いかけます。子供たちは、 0度Cには水が凍ることを学校で習い、かつ、道端の水溜まり

池の水など日常の経験から瞬時に「上（空気に面しているところ)」と答えます。そこで、

更に､「『対流』という現象で、冷たい水が下に下がることになるが、その場合0度Cになっ

た水がたまるのは底の方であり、底から（下から）凍ることにならないか？」を問いかけ

ます。この時点で子供たちは、経験的なものも含め「対流」現象を思い出し、実際に水が
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どのように凍っていくのかが一瞬分からなくなっていきます。

この問題は、 もう一つ重要な要素である、 『水の性質として、 4度Cの時に密度が一番大

きい」ということを考えに入れなければなりません。この事はまた、既に学校でも習って

いることです。密度が大きいということは同じ体積を比較した場合、 より重いということ

ですので、氷点にまで温度の低下した水よりも4度Cの水が下にたまって行くことになり、

めでたく水は上から凍ることになります。 （実際はもっと複雑な水の動きがあるのですが、

ここでは簡略化しています｡)ここまで説明すると、子供たちは学校で習った理論と実際に

体験したことの共通性、整合性を見出し、理解し納得してくれます。

私がここで言いたいのは、学校教育において、 「0度Cに水は凍る｣、 「対流という現象が

ある｣、 「水は4度Cのときに密度が大きい」ということを、それぞればらばらに教えられ、

理科という教科が単なる暗記としての学問になっているのではないかと危倶していること

です。

科学する心の育成

例えば学校教育において、水の性質についての授業のときに、 「水にそのような性質があ

ってよかったね」と子供たちに語りかけたらどうでしょうか。私達地球の生命は、水の中

で発生したと言われています。 もし水にそのような性質が無く、底の方から凍っていたと

したら、 もしかして度重なる氷河期等を生き延びることができず、地球には私達はいなか

ったかもしれないのですから。

科学（特に理科）は、前述したとおり 「自然現象の普遍原理を求め自然への理解を深め

る」ものですが、私達生命がこの大自然の一部である以上、 日常生活を送るうえで、科学

（理科）に対する考え方は極めて重要であり密接に関係しているものです。

科学（理科）は子供たちに感動を呼び起こさせる要素を十分に持っており、 また子供た

ちは鋭い感性で定性的には十分に理解できるものであると考えます。まきに「科学は知識

体系であると同時に考え方そのもの｣なのです。そして子供たちから発せられる｢なぜ？」

は、 まきに科学そのものに入っているということが言えます。

逆に、 「水を0度Cに冷やして氷を作る」技術については難しく、相当の知識が無いと説

明も設計も製作もできないものです。これらを考えると、一般に言われている「科学嫌い、

科学離れ」は、実は「技術嫌い、技術離れ」であり、本来子供たちは「科学好き」なので

はないかと思われます。

更に、私達は常に文科系と理科系に分けて物事を考えています。文科系なので科学は駄

目だと考えています。しかしながら科学する心には文科系の感性も必要なのです。玉川大

学の佐治春夫先生の著書の一節に「科学する心には、詩人のような心の目が必要です。だ

からといってただ詩人のような、想像力、感性がありきえすれば科学ができるというわけ

ではありません。理性に基づく論理的思考と感性に基づくみずみずしい直感力、想像力が

バランスよく存在するところに科学の芽が育ちます｡」とあります。

青少年に対する科学教育について、 「科学｣の考え方の原点に立ち戻り、今一度考え直す

ことが必要であろうと考えています。
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｢宇宙」を通じた科学(理科）する心の育成と夢

宇宙開発事業団広報室には、一般の方、青少年・学生の方から電話、手紙、FAX，Eメー

ルなどによって毎日ざまざまな質問が入ってきます。頂いた質問の内容の多くは「宇宙の

科学」に関するものであり、宇宙開発の「技術」に関するものは少数となっています。こ

れら質問に対する回答なども含めたいわゆる「普及啓発活動」については、財日本宇宙フ

ォーラムが全面的にお手伝い・支援しています。宇宙開発事業団は本来、技術者集団の組

織であり開発機関です。しかしながら特に青少年の「科学する心」を育むことの重要性に

基づき、宇宙開発事業団が直接行っていない科学に関する質問であっても、可能な限り調

査し回答を出すよう常に心がけております。

また、宇宙開発事業団では数年前から青少年の理科教育の一環として、 「コズミックカ

レッジ」を毎年春・夏の2回開催し、 カリキュラムに沿った体系的な宇宙及び宇宙開発教

育を行っております。

これら宇宙開発事業団における普及啓発．教育活動は、単に一般の方や青少年の宇宙開

発に対する理解を求める広報活動的な活動のみでなく、科学の多くの分野を包括する「宇

宙」を通じて、科学する心を育む一助としたいという大きなテーマに基づいています。

そしてこれらの活動を展開するにあたり、 21世紀の主役となる青少年には、以下の願い

を込めています。

【私達人類を育み育ててくれた「地球」のため、人類永遠の発展のために、地球を守り、

宇宙の無限の可能性に挑戦する…｡】気の遠くなるほど大きなテーマですが､私達の想い

と願い、私達の世代が蓄積して来た経験を、是非とも受け継いで欲しい。そして将来どの

ような道に進もうとも、いつも「夢」を持ち続けていて欲しい。

「持ち続けた夢は必ず実現する』ことを信じて”.。
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県教文研の新たなる出発と役割

所長稲垣卯太郎

1900年代の最終年である99年は、まさに世紀末の激動の年となった。

教育界では、 1月に開催された日教組全国教研集会で、学級崩壊が論議され、新たな問

題行動としてクローズアップされた。

9月に、文部省の委嘱をうけた「学級経営研究会」が小学校の「学級崩壊」に関する初

の中間報告を発表したが、 102件の事例中､教師の指導力不足が主因のケースが7割と指摘

して論議を呼んだ。県下では、 11月に県教委が県内公立小学校872校のうち586校で学級崩

壊があったと発表した。また日教組は4月に小学校学級担任調査を発表、 3人に1人が｢辞

めたいと思ったことがある」と回答している。

文部省が、 8月に発表した「99年度問題行動白書」の速報では、いじめの件数が減った

ものの、不登校の小~中学生は、国・公・私立をあわせて約127,500人に達し、公立小・中

・高校生の暴力的行為は、約35,200件で、ともに前年度より大巾に増加して過去最多とな

った。さらに県下の養護施設での体罰行為が明らかになるなど、子ども虐待事件が社会問

題化した。

また、 4月から公立中高一貫校即ち、中等教育学校制度がスタートしたが、実際に発足

したのは、宮崎県立五力瀬中高等学校（中等教育学校)､岡山県立後楽館中学高等学校（併

設型)､三重県立飯南高等学校（連携型）の僅か3校であった。しかし、 3タイプの高校が

発足したので今後の動向に注目し、本県の論議に資するようにしたい。

さらに、県教委は、 8月に県立高校再編の前期5カ年計画を発表したが、対象校は単独

改変を含めて34校で14校を削減する内容である。この計画案は11月に正式決定となったが、

小田原城内高校について2004年度に小田原高校に統合されるまで、「外国語｣コースに限り

募集を続けると変更しただけである。

すでに県教文研は、高校の再編について県教委に提言を行ったが、県の再編計画は少子

化、県財政の危機から、小規模のデメリットを強調し、教育の効率化に重点が置かれてい

る。子どもたちにより豊かな中等教育を保障する立場で、さらに高校改革について論議を

深めたい。

県教文研は、 99年度から、顧問会議、第63回研究評議会を受けて、研究評議員、教育相

談員の70才定年制を実施した。長年にわたってご尽力をいただき退任された各委員に心か

ら感謝する。

4月から新たな体制で活動を展開したが、 2000年度から、「総合的学習の時間」を含めて

新学習指導要領の移行措置に入ることから、第1研究部では、府川研究評議員を中心に、

「総合的学習の時間」をいかにﾈIII奈川の「総合学習」として把えなおし、位置づけるかに

ついて討議を深めてきた。そして、学校現場の参考資料とするために、各地区教組教文部
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長の努力で県教研の成果を集約し、 「総合学習のヒント集｣を発行した。また第2研究部は、

富山、黒沢研究評議員を中心に、県教委のカリキュラムセンターの在り方について検討を

進め、県教文研が、 この問題にどうかかわっていくのか、学校現場の要望にどう応えてい

くのかについて論議を重ねた｡さらに宮島研究評議員を中心に｢外国籍生徒の学習と進路」

について調査を行ってきた。調査アンケートにご協力いただいた皆さんに感謝する。

事業部では「総合学習」への検討の一環として、 12月4日に第13回教育シンポジウム

「かながわの総合学習をどう考え、どう創るか」を中地区教文研のご協力を得て、平塚市

美術館講堂で開催した。現場の関心の深い課題であり、 きわめて好評であった。

また、教文研の90年代の活動を集約するため、 20年史編集委員会で取り組んできた。

ざらに「教文研だより」が第94号からA版発行となったため、B5版の集録版第4集（第

72号～第93号)を発行したので活用願いたい。そして、教文研だより第100号を記念特大号

として発行した。

教育相談部も浅見研究評議員を中心に、新たな体制で教育相談を行ってきたが、それぞ

れの委員会報告を参照願いたい。

さて、 2000年を迎えて、 4月から地方分権一括法の成立に基づいた教育改革が実施とな

る。 とくに学校の自主性、 自律性の確立による学校運営システムの改革で主任制の問題、

学校運営への住民参加で学校評議員制度などについては教文研でも論議し提言したい。

さらに与党3党合意による「教育改革国民会議」の論議や、第17期中教審と教課審の審

議についても関心を深め、教育における多様化、規制緩和は、いかにあるべきかについて

も論議を深めたい。

3月31日付で、 3年間事務局長として活躍してきた滝沢博ざんが現場へ復帰し、後任と

して川崎から金子進一郎ざんが、新事務局長として着任した。滝沢ざんのご苦労に心から

感謝し、新たな進路での活躍を祈念するとともに新事務局長のもとで教文研がさらなる前

進を期待したい。
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神奈川県
育文化研究所の活動

神

文 究教
可 「

第一研究部

教育課程・方法研究委員会
研究評議員府川源一郎

1．教育課程・方法研究委員会のめあて

小・中・高等学校の「学習指導要領」が公にされ、その「解説」も公刊されて、文部省

のねらいが具体的にはっきりしてきた。それを受けて、各地区、各学校では、2000年4月

から新しい教育課程の移行措置に入る。それぞれの学校で、それぞれの地域に根ざした教

育活動を進めることは、従来私たちが主張し、また実際行ってきたことでもあるが、これ

を契機にして、さらに一層そうした方向を目指した教育課程を策定し、教育方法の工夫を

積み重ねていく必要がある。

そこで本委員会では、現場の教職員の方々の協力を得つつ、現場に直接参考になる資料

の提供ができないかを論議してきた。教育課程全般について新たな立論をし、理論構築す

ることは、時間的にもかなり難しい。また、実際に役に立つものになるかどうかという危

倶もある。次々と打ち出される文部省の「教育改革」の検討作業の継続は大事であるが、

それと同時に、これまで私たちが残してきた教育実践をあらためて位置づけてみる必要も

ある。というのも、足もとからの教育改革とは、今自分たちのしていることを、相対化し、

客観的に見つめ直すことでもあるからだ。

以上のような観点から、本委員会では、昨年から、今回の「学習指導要領」の目玉であ

る「総合的学習の時間」に関して、教研活動を初めとして着々と積み上げてきた私たちの

実践に光を当てる作業を行ってきた。 「総合学習」あるいは「総合的学習の時間」をてこに

して、神奈川のカリキュラムづくりを足もとから具体的に構想しようとしてきたのである。

ようやくそれがまとまりつつある、というのが現段階における本委員会の報告である。

2. 1999年度の活動報告

(1)4月17日出今年度の討論・研究の方向性を探る／木谷要治

日教組から脹尾彰夫編カリキュラム改革としての総合学習①～⑤』がまとめて出

された。総合学習を、カリキュラム改革のポイントとして捉えようという趣旨のシリー

ズである。この本の内容を、木谷氏のレポートに基づいて検討した。また、上越市立大

手前小学校の実践についての報告もあり、総合学習の進展を知ることができた。

(2)5月29日出具体的な冊子の形態の提案・討論①／府川源一郎

「総合」に関する冊子の内容を、ページ数、発行部数などの点から検討した。また、

その内容構成と、スケジュールについても話し合いをした。当初の提案では、 2000年

3月に原稿締切で、同年6月発行の予定だったが、 もう少し早められないかという声
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があり、再検討することにした。

(3)6月19日出具体的な冊子の形態の提案・討論②／府川源一郎

前回の提案を受けて、修正提案があった。A4版で、 150ページくらいの冊子にする

こと。 ヒント集という形式で、各実践を見開きで、 コンパクトにまとめることにする

ことが決まった。執筆計画を立て、それを各教文部長に依頼することも決定。

(4)7月17日出各地区の分担・執筆計画の立案

各地区で10例の総合学習の事例を持ち寄り、それを分類検討した。様々な分野にわ

たることで、豊かな内容になりそうなことははっきりしたが、 まとめ方の問題や、情

報提供者と執筆者との関係など、考慮しておかなければならない問題点も見えてきた。

(5) 9月11日出原稿集約状況の報告・到着原稿の検討①

原稿執筆状況・回収状況、 また追加事例の有無などを確認した。様々な事情により、

執筆回収が大幅に遅れていることがわかった。すでに到着した原稿については、下読

みをして、内容を検討し、必要なものには修正依頼をした。

(6)10月23日出原稿集約状況の報告・到着原稿の検討②

前回に引き続き、原稿の検討。および全体構成の見直し。

(7) 12月11日出原稿集約状況の報告・到着原稿の検討③

第13回の教文研シンポジウムで総合学習を話題にしたので、その討論の内容につい

て話し合った。 またそのシンポジウムの記録を、現在作成中の冊子のなかに併載する

ことも決定した。研究会のなかでの原稿検討はこれで終了した。

(8) 1月29日出「神奈川のカリキュラムセンター」の構築に向けて

第2研究部との合同研究会。相模原市大野北中学校の清水俊明氏（湘北支部）から

「｢生きる力』を育む総合学習の展開」という報告があった。大野北中では、教科学習

と 「総合学習」をクロスカリキュラム的に取り扱っていることと、地域の多くの方々

に授業に参加していただいていることが特色である。 また、生徒と真剣に取り組んで

いる教師たちの生き生きした学校の様子も伝わってきた。

(9) 2月12日㈹「神奈川のカリキュラムセンター」の構築に向けて

第2研究部との合同研究会。黒沢惟昭氏から「ナショナルカリキュラムセンターと

ローカルカリキュラムセンターの在り方」という問題提起があり、それをめく’って神

奈川のネットワーク作りと県・地区教文研の役割について、議論があった。あわせて、

4月からの研究体制についても話し合った。

3．今後の課題と展望

今年度は、総合学習をめぐる冊子を作ることに終始した。この冊子が、各学校における

新しいカリキュラムづくりに活用されるような資料になればいいというのが、部会のメン

バーの共通した思いである。

さらに教文研では、神奈川のカリキュラムセンターをどのように構想するか、 を具体的

に論議しつつある。神奈川のカリキュラムセンターは、教文研単独で作れるものではない。

多くの機関と連携することが必要だし、そのネットワークのなかに、独自の貢献のできる

態勢を作り上げる必要がある。私たちが今まで積み重ねてきた教育実践の成果をどのよう

にそこに反映できるかを、引き続き考えていきたい。

（ふかわ・げんいちろう／横浜国立大学教育人間科学部教授）
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第二研究部

教訂嫉と学校づく〃研瘤潰会
吉
田 山和夫研究評議員

第二研究部は、 4月22日に本年度の活動のありかたを討議するための会議を開いた。こ

の日は、黒沢さんと宮島さんから、二つの提案があった。黒沢さんの提案は、「ﾈIII奈川のカ

リキュラムセンターの構築に向けて」というものであった。黒沢さんは、 21世紀カリキュ

ラム委員会が提案している『地球市民を育てる－学校がつくる子どもがつくるわたしのカ

リキュラムー』等を受けて、その神奈川版の実現を図ってはどうかというものであった。

氏は、今なぜ、カリキュラムセンターが必要か？と問いかけ、学校週五日制と教育内容の

変容、神奈川の特質等から、神奈川こそが21世紀カリキュラム委員会の提案を実現できる

可能性の最も高い地域であることを強調された。

討論では、都道府県カリキュラムセンターの役割と機能、学校におけるカリキュラム開

発室のイメージ、行政との関係、等々がとりあげられた。その結果、これから数年間のこ

の研究部が重点をおいて取り組む課題としてカリキュラムセンター構想を据えることで意

見が一致した。

宮島喬さんは、「外国籍児童生徒の学習と進路の調査に向けて」と題して、実態調査につ

いての具体的な提案をされた。教文研では、外国人児童生徒に関する大がかりな調査の経

験があり、その後の経過をふえまて、高校進学に重点をおいた調査をしたいというもので

あった。この件に関しても調査を進めることで意見が一致した。ただし、月例の研究会と

は性質の異なる運営が必要なことから、特別研究部として活動することとなった。従って、

この調査については、特別研究部の報告としてその後の詳細は別途報告される。

5月22日には、黒沢さんから「ﾈIII奈川県立教育センターのカリキュラムセンター構想の

様子について」という報告をしていただいた。カリキュラムセンター構想の歴史、カリキ

ュラム支援における課題は何か、地方分権下でのナショナルカリキュラムセンターとは、

行政担当者の権限、学校におけるカリキュラム開発室、等の諸点を押さえた報告であった。

つづいて、伊藤博彦さんが、県の具体的な動きをより詳細に説明し、補足して下さる場面

があった。

この日は、各市町村におけるカリキュラムセンター榊想案も紹介していただいた。各教

文部長からは、例えば横須賀市教育研究所や葉山町教育研究所の計画等の紹介など地域の

取り組みの状況が報告されたが、まだ手さぐりの状況が多いのが現状のようであった。

横浜市だけは、 『ゆめはま教育プラン』(99年3月作成）の中で、カリキュラムセンター

（教育センターの研究研修課長が担当）の設置を明言している。 『ゆめはま教育プラン」で

は、 「それぞれの学校が基礎・基本を徹底しながら、特色のあるカリキュラム（教育課程）

を展開していくためには、各学校の教育課程の改善、特色ある学校づくり、学習の総合化

など充実した学習を支援していくことが、ますます重要となってきます。そのため、各学
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校の教育課程の編成や開発を支援するカリキュラムセンターを設置します｣(同33ページ）

となっている。その具体化は、今後の課題となっている。

今後の部会の運営としては、当面は教育現場でどのような取り組みが行われているかを

掘り起こすことが大切であるということになり、 きしあたっては総合的な学習の実践例等

を現場で取り組んでいる先生方から報告してもらって討論することを何回か積み重ねよう

ということになった。

6月26日には、横浜市での人権教育の取組みについて報告していただいた。これは、横

浜市立汲沢小学校での「望ましい戦業観の育成を目指して」の試みを紹介したもので、同

小学校の3名の先生（古川さん、富塚さん、長名さん）から色々な職場で働く人達の様子

を子どもたちに見学きせて、職業差別の問題に取り組むという試みの紹介で、実に迫力の

ある内容であった。討論の中では、 こうした試みには、学校や行政の理解も大切なこと、

資料の不足で困ったこと、等について活発なやりとりがあった。

9月18日には、中島章夫さん（現桜美林大学国際学研究科客員教授、同氏は、元文部省

審議官であり、 また21世紀カリキュラム委員会の事務局長をきれた方でもある｡）から、

「21世紀の教育の有り様をもとめて一国にも地域にもカリキュラムセンターを創ろう－」

とのテーマで報告をお願いした。中島さんは、 20世紀の教育システム、文部省が果たして

きた役割、 日本経済と教育行政、地方分権化における文部科学省の位置づけ、教育課程の

創造とカリキュラムセンター、教育の新たなる課題と方向性、等について幅広い話をきれ、

県のセンターについて、市町村よりも先ず都道府県のセンターから始めるべきであり、地

域でどのような役割と機能を担うべきかを明らかにすることの重要性を強調きれた。

この日は、黒沢ざんからも関連の提案があり、人権教育に関わる具体的カリキュラム支

援、 カリキュラム開発室への人的配置と行政側の支援、 カリキュラムセンター設立までの

課題、県・地区教文研の役割、等についての問題点の整理をきれていた。

10月30日には、 「カリキュラム支援体制を具体化する」試みの2回目として、先ず逗子市

立小坪小学校の藤原先生から、 「総合学習の実践より」と題して「小坪のいそのいきものず

かん」の話をうかがった。子どもの現実的な課題にせまる総合学習の一環として、課題の

設定、準備、地域住民の協力体制、等々についても活発な議論があった。

この日は、川崎市立宮前小学校の山田先生から「情報機器／情報資料を活用しての総合

学習」についての報告もお願いした。主題は、 「総合学習を通して一人一人が主体的に学ぶ

力を育む」ということで、 5年生の取り組みを、 インターネットで調べるということも含

め、詳細に報告された。ここでは、教職員の共通の理解がないとうまくいかないこと、他

の小学校の卒業生に比べて、同じ中学に進学して生徒の行動に差が出てくること、等が話

題となった。

この日はまた、文書での提案として、津久井町立鳥屋小学校の「情報を取り入れての環

境教育」ということで、図書館を利用し、環境問題について取り組む総合的な学習の例が

紹介された。今回は、環境問題をテーマにしたが、図書館利用の観点から授業を組んだの

で情報教育の観点からの考察も可能になったとのことであった。

11月に予定した会は、 日程とメンバーの都合が合わず、 1月に延期きれた。 1月と2月

は、第一研究部との合同の会議となったので、その経過は、第一研究部の報告に含まれて

いるので、 ここでは、重複を避け割愛することにした。

（とみやま・かずお／関東学院大学経済学部教授）
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1.調査の課題と経過

教育を受ける権利、これはいうまでもなく基本的人権の一つである。そして、国境を越

えて移動するような子どもたちにもこの基本的人権、すなわちそれぞれの国で適切な教育

を受けられることの保障が必要になっている。たとえば母国の学校で10歳まで教育を受け、

その後親と一緒に別の国に移動し、そこで小学校に編入するといった子どもに適切な教育

を授けること、それは容易ではない。が、移民、難民、出稼ぎ移動、海外転勤など国際的

な人の移動が常態化している今日、当の子どもや親にとって、そうした教育の保障は切実

な願いとなっている。日本人の場合だってそうであり、海外勤務を命じられた親が、子ど

もの教育をどこでどのように受けさせたらよいか真剣に悩むことからも、そのことはうな

ずけよう。教育はその人間の一生を左右するからだ。国際条約の一つで、 日本も批准して

いる「国際人椎規約」も、すべての者に「文化的な生活に参加する権利」を認め、初等教

育を国籍をとわずすべての者に保障すべきである、 とうたっている。この「すべての者」

は、移民や外国人を含むのである。

今、日本には、在日韓国・朝鮮人を除いて、約100万人のいわゆるニューカマー外国人が

生活している。そして神奈川県は、そのうちの約8万人が滞在する外国人多住県の一つで

ある。公立小・中学校に就学するかれらの子どもも3800人ほどに達し（1999年5月現在)、

その数は中国人、ブラジル人、ペルー人の順に多くなっている。

そして最近の傾向としては、中学校の外国籍就学者が増え、割合的には小学校のそれと

変わらなくなっていることが目につくのである。韓国・朝鮮籍を除いて約1200人というそ

の数は､教文研が前回調査を行った当時の1993年の数字に比べ1.6倍に上る。なお､外国籍

でこそないが、 日本語力が十分ではなく、その点で特別な教育の必要な生徒（中国からの

帰国者など）も数十名を数える。これらの生徒たちにどのような教育を保障すべきか、保

障できるか。

しばしば「国際学級」と呼ばれる適応クラスがかれらのために用意される。しかし中学

生ともなれば、自力に任される部分も大きい。かれら外国籍中学生にとって大きな問題は、

将来の人生を考えはじめる時にあたり、自分の学力と、帰国か定住かといった家族の将来

プランに照らして進路を決めなければならないことにある。学習については、個人によっ

て差があるが、抽象的な日本語を介する国語、社会、理科などの教科の学習には困難を感

じている者が多い。かれらは悩みながら手さぐりし、国際教室担当やクラス担任の教員は、

高校進学など、なんとかかれらに進路を拓いてやれないものかと模索している。これが現

状であろう。
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2．研究と調査

そこで、 「外国籍生徒の学習と進路｣調査委員会が昨年6月に設けられたのであった。こ

れは、かつて1992～95年に本研究所の行った「在日外国人児童・生徒教育状況調査」を受

け継ぎながら、対象を中学生にしぼり、次のような問題意識のもとに組織きれたものであ

る。すなわち、①外国籍中学生の学習の状況とその進路について実態を知ること、②進学

においてかれらの出会っている問題を明らかにすること、③それらに基づいてカリキュラ

ムや高校入試のあり方、学校と地域のサポート体制について検討を加えること、 を調査研

究の課題としたのである。調査研究委員会には、組合員の中学校教諭4名にも加わっても

らい、現場の見方や経験もじゅうぶんに反映きせながら作業を進めることとした。

今日までのところ、次の二つの調査を行いつつ研究を進めている。中間報告的に紹介し

ておきたい。

(1 ) 「外国籍生徒の指導に携わっている方々へのアンケート」

第一に計画、実施したのは、外国籍生徒の指導に携わっている教員、および若干名の

指導主事にたいする生徒の学習と指導の問題に関するアンケートである。国際教室担当

教員の加配されている県下の38中学校の同担当教員およびそれ以外の教員の全員を対象

に、 10月～12月の期間に行い、 681名から回答を得ることができた｡この回答数は､この

種のテーマの調査としては、私の知るかぎり画期的といえよう。回答に協力してくださ

った先生方に感謝する次第である。集計はまだ中間段階であるが、 この調査から次のよ

うなことが明らかとなった。国際教室については、その実際はともかく、期待としては

「教科の指導」を重点とすべきだという声がかなりに上る。次に、外国籍の生徒も努力

しだいで希望の全日制の高校に進学できると考える教員は半数近くに達するが、国際教

室担当教員の見方はもう少し厳しい。 また、かれら外国籍生徒が困難を感じている教科

について、教員の判断では、社会科がトップ、次いで国語、やや低くなって理科となっ

ている。おそらくそれゆえであろう。調杏結果では、外国籍生徒の増加のなかでカリキ

ュラム改革や高校入試方法見直しの必要をもっとも強く感じているのも、社会科と国語

の担当教員であった。

今後、 クロス集計も積み重ねながら、入試、進学も含めて外国籍生徒の学校教育にか

かわる課題を明らかにしていきたい。

(2) 「外国籍中学生へのインタビュー」

これは、 2000年2月から3月にかけて実施したもので、前述の加配校に学んでいるニ

ューカマーの外国籍の生徒のうちの約20名に、学習と進路についての意見を直接に尋ね

たものである。教育委員会、当該学校長、国際教室担当教員そして本人と保護者などの

了解と協力の下に行った。前回の教文研調査では行わなかった今回初めての試みである

が、調査結果の整理、読み込みはまだ行われていない。

今後さらに、県下の高等学校に進学した外国籍生徒への面接、および地域の学習支援

ネットワークで活動するボランティアへの聞き取りなどを行い、それらにもとづき、

2000年度中に研究をまとめる予定である。 と同時に、 カリキュラムの改革や入試方法の

改革についての提言も行いたいと考えている。

（みやじま・たかし／立教大学社会学部教授）
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事業部

研究評議員金原左門

この春からスターl､をみた教育改革国民会議に教育のルネッサンスを期待する人は、そ

う多くはないはずである。教育再生の鍵は、教育現場を重視し、そこにどのような問題が

あり、教師、児童・生徒、そして父母がなにを望み願っているかをより適確にとらえてい

くことにある。とすれば、教文研は、 ますます現場に密着しながら、公教育の歪みや荒廃

の実態を直視し、改善の手だてを具体的にこうじて教育の諸問題をフォローしていかなけ

ればなない。

研究部会再編成の方向

一昨年以来、中央教育審議会の答申、小中学校の学習指導要領の発表、そしてこの指導

要領にもとづいて小・中・高等学校の教科書の作成と、新しい教育課程の再編成が確実に

進行している。21世紀に向けてのこの新教科体制づくりの具体的目標は、学校の完全五日

制下の教育においていた。1995年（平成7）のはじめ、文部省初等中等教育局に教育課程

企画室が設置されたころ、文部省は、「戦後50年｣のカリキュラムの洗い直しを高らかにう

たっていた。一種の清算主義である。現に各教科の内容は、おしなべて30パーセント減の

「厳選主義」をとり体験学習を強調している。しかも、総合学習が焦点の一つにすえられ

てきた。

こうしたなかで、教文研としても国の教育施策をにらみながら、時代の要請に的確にか

つ積極的に応えていかなけばならなくなった。そのためか、第一研究部は総合学習に焦点

をすえ、学習指導要領を検討しながら、教文研が積み重ねてきた「平和」「人権」の成果を

どう総合学習に生かしていくか、下からのカリキュラムの積み上げを重視してきた。ここ

から県教研活動などで蓄積した実践例を土台に、 12月4日の平塚市美術館でおこなった

｢かながわの「総合学習」をどう考え、どう創る？」も収録し、「かながわの総合学習ヒン

ト集』をつくるところまできた。

また第二研究部でも、カリキュラム・センター構想をテーマの一つに掲げ、この課題に

教文研としてどう対処するか、神奈川のカリキュラム・センター構想に向けて、県教育セ

ンターの動向をにらみながら検討を進めている。

このようにみてくると、二つの研究会の交点がよりふかまり、密接度を増してきたこと

はあきらかで、教育の現場に根ざして研究の集中力を高めるためには、常置の研究部会を

一本化する必要に迫られた。「カリキュラム総合改革委員会｣がその名称で、 2000年度から

スタートを切ることになった。
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県教文研20年史を推進して

昨年度末から取り組みはじめた教文研の20年史は、今年度で編集の地固めをして、具体

的に動きはじめた。前年の「所報」で編集委員会の構成、 10年史に上乗せする形で編さん

を進めていくプランの方向づけを提示した。そのうえで、 20年史を序文と5つの章で構成

したのである。

序文は、理事長・研究評議会議長・顧問・歴代所長の代表挨拶で、 Iは｢'90年代を振り

返って、 21世紀の教育を考える」という4つのエッセーとなっている。 Ⅱが「県教育文化

研究所の足跡」で、その中身は、 (1)80年代の活動の成果と機構改革、 (2)県教文研と地区教

文研の連攪強化、 (3)シンポジウムの果たしてきた役割とブックレット、 (4)県内の国際化と

外国人児童生徒の調査、 (5)「教文研だより」 「所報」とモニター制度、 (6)「県教文研の第一

次・第二次・第三次改革、 となっている。

Ⅲは「七地区教育文化研究所の活動」とうことで、地区教文研の活動を重視し、 とくに

一章を設けた。この点は、 10年史と異なる点であり、横浜、川崎、三浦半島、湘南、湘北、

中、西湘の7地区ごとに、社会の変化と子ども達への文化1云承を中心に、 90年代の地区ご

とのユニークな活動を描くことにしている。

Ⅳは、 「子どもと教師をとりまく教育環境」と題して第一研究部の「教育課程・方法研究

委員会」と第二研究部の「教育改革と学校づくり研究委員会」の活動の軌跡をたどりなお

そうとしている。

第一研究部については、 (1)完全学校週五日制の動き、 (2)教課審・学習指導要領の改訂、

(3)学校の特色作りとカリキュラムの創造、 (4)総合学習の狙いと組変えの眼、 という視点か

ら活動の経過を跡づけ、第二研究部にかんしては、 (1)学校風景の変化と国際化、 (2)外国籍

児童生徒の学習と進路、 (3)高校革命への視点、 (4)地域からのカリキュラム改革（カリキュ

ラムセンター） という楢成をとることにした。

Vは、 「教育相談と社会・世相」と題して、いまや教文研の重要な機能をはたしている教

育相談部の90年代の活動の特色を浮きぼりにしようとしている。その内容は、 (1)委員会で

の議論を振り返って、 (2)親・子・教師の姿（.90年代） 、(3)「障害｣への対応、 (4)相談内容，

相談体制の変化と今後の相談機関の在り方、 (5)課題解決に向けて、 という組み立てである。

今後への指針の意味もこめている。

なお、以上の5つの本文にくわえ、付属資料として、教文研の活動を中心に、国・県の

教育動向・諸政策をからめて詳細な年表を付し、 「教文研だより」の一覧などの資料を収録

した。付属資料は「十年史」 と同じような手法をとっているが、年表は、国・県の教育動

向にもふれ、微にいり細にわたっているので、 90年代における教育の激動ぶりをつぶきに

知ることができると思う。

刊行の予定は、 2000年9月に原稿を締め切って編集にはいり、 2001年としている｡｢十年

史』とあわせて目を通せば、 この20年間における教文研のはたしてきた役割とその重みを

あらためて確認できるのではないかと思っている。

100号に達した「教文研だより」とこれからの課題

県教文研の発足時から、かなりの期間、試行錯誤をくりかえし、 90年代にはいりようや

く企画性をそなえはじめた「教文研だより」も、 この3月で100号を数えるにいたった。そ
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こで、 この号を記念して、特集を組んでみた。

特集の共通テーマは､｢新たな学びの意味をもとめて－公教育の役割とその再生一｣であ

る。このテーマを設定するにあたっては、県教文研の顧問会議にもはかって、ご意見をお

聞きした。この特集は､｢'90年代の教育を振り返って、教文研の役割を考える一公教育の再

生は成り得るのか－」 という90年代に県教文研の事務局長を歴任した谷口隆・榎本重次・

滝沢博の三人の発言は、逆風の吹き荒れる公教育の場での体験と眼差しをつうじて、主体

的に教育の可能性を論じている点で有意義であった。 また、黒沢惟昭（研究評議員)｢現代

の教育の病理と改革構想一｢学校選択論」を超えて－｣、尾木直樹(教育評論家)｢子どもと

の“共生時代”を築く-90年代の教育を振り返って、未来に提言する」は、子どもの主役、

子どもの個性化を重視する具体的な提言とまっていて興味ぶかい。 さらに、いまリアルな

争点になっている県立高校の再編計画を柱の一つに立て、個々にその見解を聞きだした。

広瀬隆雄(研究評議員）「高校の制度改革から教育実践の支援体制へ｣、笹倉一良(横須賀市

立商業高校)「総合学科の果たす役割｣山梨彰(神奈川県高等学校教育会館教育研究所)「高

校は変わるのか？～県立高校「再編計画」のいくつかの問題点」、高橋貞二（鎌倉市立岩瀬

中学校教諭)｢チャンスにできるのか」は、いずれも教育改革がらみで議論を呼びおこす論

稿となっていよう。

教文研の20周年、 「教文研だより」 100号の発行をメドとして、事業部がはたきなければ

ならない課題がいくつかある。当面は､『在日外国人児童・生徒教育状況調査報告外国人

の子どもたちとともに」 （1996年）に次ぐ、｢外国籍生徒の学習と進路」の刊行と、 『教育相談

ハンドブック」をまとめることである。そして現在の厳しい財政事情のもとで、前述のカ

リキュラム・センター構想とインターネット接続を具体化することも直面する課題となっ

ている。

なお、ひろく公教育の場で今後大きな課題として設定する必要があるのは“かながわの

「総合学習｣"についてである。この問題は、ぜひとも議論の灯をともし続けなければなら

ない。その意味でも、前述した「かながわの総合学習ヒント集」は活用していただきた

い。 と同時に、 このIヒント集」に載せてある第13回教文研教育シンポジウムも、これか

らの論議の手がかりになるであろう。府川源一郎（研究評議員・横浜国大） をコーディネ

ーターに、小泉修(三浦市立上宮田小学校) 、堀義秋(研究評議員・海老名市立大谷中学校)、

高木俊樹（横浜国大教育人間科学部付属鎌倉小学校）のシンポジストたちの問題提起は、

教科横断的な総合学習の内容の教え方や学習活動の展開から時間枠にいたるまで、多くの

話題を投げかけていた。

おそらく、総合学習は、神奈川の地でどう花を咲かせるかということを考慮すれば、 こ

のテーマは、事業部を越えて、教文研全体の課題にすえるべき性質のものかも知れない。

（きんばらざもん／中央大学法学部教授）
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。 し教育相談部育

浅見 聡研究評議員
~

このところマスコミに子供をめぐる事件が取りざたされない日はない。「お受験殺人」

「9年間少女誘拐･監禁｣｢小学生殺害犯自殺」｢衝撃的無差別殺人｣等、いずれも事件の当

事者は小学生であったり中等教育を終えたばかりの青年であったり、また若い母親だった

りする。いずれの場合も、加害者のもつ人間関係のとり結び方の未熟さ・幼稚さ・耐性の

無さ・衝動性とともに、地域と家庭との関係の希薄さ・孤独な個人・集団的な同調幻想へ

の無策など、現代日本社会の抱える深刻な問題がそこには顕在化している。

相談対応の基本は「(相談者に)寄り添うこと」であると、私たちは先輩方に教わってきた

し今でもそうだと信じている。しかしながらこのところの子供をめく、る事件の質や数の変

化と、そういった事件と決して無縁とはいえない深刻な相談事例に出会う度に､｢寄り添う

こと」だけでいいのだろうかと、自問することが多い。この思いは近年増すばかりである。

例えば幼いときに親子関係や友人関係でつまづき心に傷をもっている子、あるいは軽度

の学習障害が認められる子、内向性が特に強い子などが小・中学校を卒業した後、家庭以

外に自らの成長を促してくれるような所がはたしてどのくらいあるのだろうか。相談を受

けた私たちも、紹介する限界を感じる。それはそうしたケースが数として多くなってきた

というばかりでなく、私たちの社会が、一人一人の子供たちにどこまで正面からむきあっ

てあげられるかという点で大きな転換期にあることを意|床している。

私たちは一社会人として、そして子供たちの「育ち」の現場に多少なりとも立ち会った

一相談機関として、おこがましいことは百も承知の上で、 「寄り添い」から「支援｣へと一

歩踏み出すときではないか、そんな気がする。

さしあたって何をすべきかという模索のなか、私たち教育相談部では､①昨年度で勇退

された今辻和典相談員の後継として、宮田洋子相談員を迎え､②相談委員会と相談室会議

との機能・活動の整理･分化をおこない､③教師のための「教育相談セミナー」を夏休み中

に開催した。また昨年度に引き続き、委員会では研究報告などもなされた。

新規相談員の加入

宮田相談員は、中学校で英語の教員をつとめた後、塾講師をなさっており、傍ら生徒や

その保護者たちの相談業務にも熱心に取り組んでいる方である。今後の活躍に期待したい。

相談委員会と相談室会議

さて教育相談部の活動形態について、今年度は大きく手を加えてみた。すなわち今まで

小中学校の学期中にほぼ毎月開かれていた相談委員会を隔月開催とし、通常相談業務にあ

たっている相談員のみの相談室会議を新設したのである。
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数年前から相談員の間では､｢毎月の相談委員会では、顔を直接あわせることの少ない相

談員同士が、通常業務についての細かな打ち合わせをおこなう時間がない」といった問題

点が指摘きれていた。「打ち合わせ｣の内容は、例えば相談記録の書き方や、申し送り事項

の残し方、 日程の調整のような些末な事から、複数の相談員が関わっているケースの対応

の検討・調整といった手間のかかる作業までと幅広い。

そこで通常相談業務に直接関わる細かな事柄を、 まず相談員だけで話し合い、翌月の相

談委員会で、その中から出てきた課題について議論する、 といったスタイルにしてみた。

こうした形のほうが、相談委員ならびに相談員にとってより効率的ではないだろうか。

教師のための「教育相談セミナー」

今年度7月29日30日の2日間、第3回教師のための「教育相談セミナー」を開催した。

本セミナーは、 日頃業務に追われ、悩みや問題を抱えていてもなかなか人に相談する機会

のない教師のために、講演や討論をつうじて解決の道を探るものである。

「学級崩壊」をはじめ、教師を取り巻く環境は昨今とりわけ厳しいものがある。急激な

社会の変化にともなって、子供や保護者のものの見方・考え方も一昔前とは大きくかわっ

てきている。そんな中で多様な期待に少しでも応えようとしている誠実な教師ほど、人間

関係や制度の壁に苦しみ、悩みを一人で抱え込みがちだ。過去2回のセミナーもそうだっ

たが、私たち相談部では、こうした苦しい状態にある教師たちを支援すべ<、今こそ本音

で語り合う場所を提供しなければと考えたのである。

講演には、県立栄養短期大学助教授の小林正稔氏と、山梨大学名誉教授の古屋健治氏を

お迎えした。教師が陥りやすい過ち、 またどうしたら現場でもっと楽になれるかなど、臨

床心理の立場から多くのヒントをいただいた。また神奈川の学校カウンセリングの歩みを

ひもときながら、教育現場でのカウンセリングの重要性について再認識きせられた。

グループ討論では、期待以上に参加者が本音での話を開陳してくれ、内容が深まった。

企画運営に携わった我々スタッフも含め、 自らを見直し、例えば「教師としての自分の前

に、一人の人間として今の自分は満足のいく自分だろうか」といった基本的なレベルまで

降り立つことができた。概ね満足のいくセミナーではなかったかと思う。参加していただ

いた方々、講演を引き受けて<だきった先生方、多少の無理をおして協力して<だきった

所長はじめ関係者諸氏にここであらためて謝意を表したい。なお、本セミナーの詳細は、

「教文研だより」第98号に特集として掲載しているので、ご覧いただきたい。

この他に今年産相談委員会では、 5月に菅委員から「現代青年の思考と行動様式一戦後

の高校教育と共に歩んだ日々」と題した報告をいただいた。また7月には浅見委員から｢教

育の現場に立つ教師の悩み」が報告きれ、 12月には内山委員から「子供たちに癒きれて－

第6回教育相談全国交流会に参加して」という報告をしていただいた。

最後に、今年度で長年本相談部で相談活動の中心となってご尽力いただいた、内山淳相

談員が退かれることをご報告申し上げる。内山相談員は、現役の教員そして専任カウンセ

ラーとして活躍なさっていたころより、本相談部に参加され、 10年以上、 まきに本相談部

の骨格を作られた一人といってよい。かけがいのない存在であり、今までのご尽力に感謝

すると共に、厚かましいが、今後ともご指導を賜りたいと切に願っている。

（あさみ・ざとし／東海大学講師）
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はじめに

横浜市教文研では、事業部、研究部、教育相談部に分かれて、活動を展開しています。

事業部は、教職員、保護者、市民の教育問題を考える契機にと、教育誌の発行や講演会

映画会等を、研究部では、環境問題や女性問題の研究などを、教育相談部では、教育相談

活動の他、子どもの問題の多角的研究を進めています。以下、各部ごとの活動を報告致し

ます。

●
ｰ1．事業部の活動

(1)出版活動

①「Jan｣17号、 18号の発行

「Jan」は、当教文研が、教育に関する時の話題を

中心とした内容を取り上げ、発行している教育情報

誌です。その内容が少しでもよく理解されるように、

分かりやすく読みやすく、そしてビジュアルにとい

うように工夫し、現場教職員をはじめ広く教育関係

者や保護者市民に情報を提供しています。

ア． 17号(Happyボランティア｣(99年夏号）

阪神淡路大震災後、改めて注目されるようにな

った「ボランティア」が、新学習指導要領にも登
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場してきた。

ボランティアとは何か、 日本にも昔からあった考

え方もふまえ、諸外国の考え方や取り組みについ

ても紹介しながら、現場で役立つ実践的な情報を

提供した。また、巻末には本所研究部環境教育紀

要5を付した。

イ． 18号「横浜文化創世記」2000年春号

横浜は幕末の開港以来、海外からの文化が流入

しはじめ、国際都市として発展を遂げてきた。そ

こに生まれた横浜の文化とは何か。今後どう育て

ていったらいいかを各界の識者、実践者に披瀝し

ていただいた。

(2)講演会活動

②市民に贈る文化講演会（第8回）
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市P連との共催で、生っ粋の浜っ子女優である、五大路子ざんによる講演会を、 11月

9日に横浜市教育会館で開催した。 「今を美しく」と題し、五大さんの生い立ちから一貫

して演劇の途を志し、主婦として、母として子育てをしっかり果たしながら、今、横浜

発の演劇に情熱を傾け、横浜夢座公演「横浜行進曲｣(12月盛会裡に終了）に体当たりに

取り組んでおられる様子が熱っぽく語られた。

(3)親子ふれあい映画会（市P連共催）

映画「稚内発学び座」を、 8月27日から2000年1月30日の間、金沢公会堂他、全市

17会場で25回上映し、延約8000名が鑑賞しました。 また、今年度は教職員からのカンパ

方式にも取り組み、 300校以上から協力をうることができました。

(4)地域事業

各地区では実行委員会が独自の企画で、次のような事業を展開しています。

①講演会・学習会等（参加者）

5月25日 「学校の現状と将来」心理カウンセラー三沢直子

（教職員800名）戸塚小学校

2月19日 「新しい児童生徒指導」国立教育研究所滝充

（教職員保護者150名）保土ケ谷公会堂

②映画会

5月25日映画「私がスキ｣(教職員550名） 横浜市教育会館

5月28日映画「稚内発学び座｣(教職員350名） 都筑公会堂

7月28日映画「チロヌップのきつね) (児童生徒1000名）港南公会堂

3月4日映画「アイラブユー)(教職員保護者150名） 飯田北小学校

2．研究部の活動

|研究活動｜

研究活動は、 「環境教育」に関するものを二つ、 「女子教育」を一つの委員会で行っています。

(1)環境教育A委員会

主として、 自然環境面から環境教育を考える研究活動を進めています。特に、都市に

おける自然環境の悪化は、子どもたちが、 自然とふれ合う環境を著しく狭めています。

そのような環境にあってどのように自然とふれ合いを高めていけばよいのか。

発足以来、当委員会では学校に自然を呼び戻す方策や地域を含めて生物とのかかわり

等を研究し、その成果を当教育文化研究所が発行している教育誌「JAN」等を通じて提

案してきました。

昨年度は、 「学校エコ・ ミュージアムをつくろう」という提案を行い、標準的な学校の

見取り図をもとに出来る限り具体的な提案をしましたが、今年度は環境資料の情報化に

力点をおいての研究を行っています。

(2)環境教育B委員会

A委員会が自然環境面から環境教育を考えていくのに対し、主として社会環境から環

境教育を考える研究活動を行ってきました。

ここ数年間は、 「ゴミ問題｣に焦点をしぼり、大量生産、大量消費、大量廃棄がもたら

す結果として引き起こきれた、 「ゴミ問題」をどう学校で学習したらよいのかについて、
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その授業実践事例等をまとめて、報告書を作成する作業を進めています。

それにかかわって委員自身の研修活動も行っており、今年度は夏季休業中に、「ゴミゼ

ロ」を目指しているリコー沼津工場と古紙を再生する王子製紙富士工場の見学を実施し

たり、専門家を招いての研修会を開催しました。特に、今年度取り上げた「スエーデン

の環境教育」については、引き続き研修を継続していく予定です。

その他、他団体との提携ということで市の環境保全局（環境科学研究所）や環境事業

局、さらに資源リサイクル事業組合等との交流も行っています。

後援事業として､主としてA委員会の委員の指導によって開催されている｢横浜の川と

緑を考える子ども会議｣(98年度で14回目）等があります。

(3)女性問題研究委員会の活動

1999年6月に「男女共同参画社会基本法」が成立しました。男女が性別による差別を

受けず、人間としての尊厳が重んぜられることが法的にそして社会的に明言されたわけ

です。従って、これを生かすため私たち自身も問題意識を高め、自覚的に活動すること

が求められます。

本委員会では、昨年に引き続いて「ジェンダーとメディア」を中心テーマとし、それ

を「ジェンダーと教育・風俗・社会制度」等へと広げ、ひとつの冊子にまとめました。

これが、性別役割分業観に基づいた日常生活のさまざま現象に気づき、考え、その現

状を変えていくことのきっかけになること、ジェンダー・フリーの教育に役立っていく

ことを願っています。

冊子にも反映されていますが、研究委員会の場で強く関心を持った点を列記しておき

ます。

ア．ジェンダー（性別役割分業）の問題への取り組み

は、最も教育界が進んでいるのではないか。

いちばん遅れているのは労働・雇用の世界である。

社会参画の重要な柱である女性の労働権が、十分

に守られているとはとてもいえない現状がある。

イ．国会等政治の場における女性蔑視もかなりひどい

ようだ｡議場での女性議員への野次や､前防衛庁

次官の「強姦発言｣、前大阪府知事の「セクハラ騒

動｣等の存在に象徴されている。

政治の中枢で､男子中心社会､女性蔑視の意識が、

まだまかり通っているのは恐ろしい。しかし､見方

によっては､そういうことが隠蔽されず､表面化さ

れる時代になったのは、 まだよいことといえる。

ウ．今の日本では、まだジェンダーの意識・慣習・制度

き方が再生産され続けている。その悪循環を断ち回

ﾜ意識・慣習・制度

港ﾉfﾀ潮j貞息を"戒吸溌会
ノ露"耗率､罐,…－

溺蕊駕翻簿

が定着していて､それに基づく生

その悪循環を断ち切るものは何か。

|研修活動｜
(1)学級づくり研修講座

毎年、小学校の教師を対象に行っている「学級づくり研修講座」も第7回を迎えまし
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た。今年度は「子どもが自分の気持ちを見つめ、その気持ちをコントロールできるよう

な教師のふれ合いはどうあったらよいか」をテーマに、 10月から月1回計5回の日程で

開催しました。

講師の大出先生（当教文研教育相談員・関東学院大学講師）の指導で、参加者の質疑

や演習を交えながら研修を行いました。

3．教育相談部の活動

(1)教育相談委員会

①研究課題 「教師と精神衛生」

昨今、いじめ・不登校に加え、 「学級崩壊」等が取りざたされてきました。そこには、

必ず、教師のかかわりが問題として浮上します。本年度は、そういう学校現場で不安定

になりがちな、教師の精神衛生を、子ども・同僚・保護者等との関わりの中で、どう健

康に保っていったらよいかを考えてみました。

②研究内容と報告分担

ア． 「今、なぜ「教師と精神衛生』なのか」 大出光郷委員

イ． 「教師と精ﾈIII衛生1－精神病理学の立場から」 山田芳輝委員

ウ． 「学級崩壊を考える」 畑健一委員

エ． 「学校現場からの提言I 中学校の場合」 伊藤かず江委員宮生和郎委員

オ． 「学校現場からの提言Ⅱ小学校の場合」 福田琴絵委員尾谷研委員

力． 「教師と精神衛生Ⅱ一心理学の立場から」 永井徹委員

(2)教育相談活動

①相談件数②内容別相談件数③対象者別相談件数

176件（1999年1月～12月）

女性
3

20

15

22

8

11

男性
6

39

38

44

29

15

相談対象者別件数口男性■女性 幼児
小学校低学年

１

幅

㈹

弱

釦

溺

加

幅

旧

５

０

件
く

小学校高学年
中学生
高校生
大学生~成人

~ ~~

一

1 1 ド

-L

n
ll「■」 ’ Ｐ

■

声

■

■

一

幼

児

小
学
校
低

学

年

小
学
校
高

学

年

中
学
校

高
校
生

大
学
生

成
人
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内容別相談者数 その他

10％

性格と行動
不登校
非行
健康発達障害
学校生活
家庭生活
いじめ

その他

朋
朋
７
４
馴
駝
１
Ⅲ

家庭
21％

不登校
34％

2％

(3)相談に関する研修活動

①ミニ講座 「母親のためのカウンセリング入門」

子どもの成長に重要な役割を果たす母親の成長を助けるため、恒例のミニ講座を、

16回開き、延べ167名の参加がありました。

そこで､｢最初はなかなか難しくても、子どもの気持ちが開けるようになると、親子

がもっと理解しあえるということが分かり、それには、母親のストレスの軽減、気持

ちの安定」との関係が重要であることがみえました。

②養護教諭カウンセリング技術セミナー・研究会

養護教諭対象に、浜教組養護教員部との共催で、 2グループ24名が参加し、土曜日

午後、年間14回程実施しました。養誰教諭の役割が重視される現在、この研修が学校

現場での子どもへの対応に際し、少しでも役立つことを期待しています。

おわりに

このように、今年度、活動を行ってきましたが、今後はより一層内容を工夫し、子ども、

保護者、市民、そして現場教職員の期待に応えられるよう、現在の教育問題に鋭く迫るよ

う研究や活動を展開していきたいと考えています。
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I
1．活動の基本方針

川崎教育文化研究所は発足以来地域に根ざした教育のあり方を追求するとともに、広く

教育・文化活動の推進と充実をはかってきました。教育文化研究所が進めてきたきまざま

なとりくみは、子ども・保護者のみならず市民の中に広がりを見せています。

1999年度の活動の概要を報告します。

2．事業内容

(1 )出版事業のとりくみ

①教育総合誌「形成」の発行

本誌発行の意図するところは、教育研究や実践を通して自由で創造的な教育文化の

育成をねらっていますが、それにとらわれず当面する教育問題の研究から評論、創作

など幅広い分野の内容で編集されています。

現在、第16号の編集作業に入っています。第16号は、川崎市において2000年3月を

目途に策定作業がすすめられている「川崎市子ども権利条例(案)」と学校教育とのか

かわりについて追求することを編集方針においてすすめています。

また、学校における総合的な学習の実践をはじめ、特色ある教育実践についてもと

りあげていきます。

②教文研双耆（単行本）の発行

毎年公募により、出版審査会（学識経験者など9人で構成）の審査を通った個人や

グループなどの研究実践、創作などに補助金を交付し、教文研双書として発行してい

ます。 98年度までに46冊刊行しています。

98年度分で刊行が99年度内になったもの（昨年度未報告)､及び、 99年度審査を通過

し、現在印刷中の2冊について報告します。

No.47 「地球とわたしたちの明日へ」 川崎市立苅宿小学校教諭 市古博一

No.48 「子どもの価値意識を育む」 川崎市立河原町小学校教諭田沼茂紀

以上は、 98年度の審査に合格し、 99年度に刊行きれたものです。No.47については

環境・人権・平和・国際理解をテーマにした授業づくりをとりあげています。

No.48については、副題に｢小規模校で学んだ実証的道徳授業論」とあるように川崎

市内でもっとも小規模（学年単学級）な小学校がとりくんだ人権尊重教育の実践とも

いえます。

99年度は、 「川崎市における教育委員会の設置とその変遷｣｢(仮称）川崎市教育情報

ネットワーク情報発信の勧め」の2点が審査を経て現在刊行にむけて編集作業中です。

(2)夏休み親子映画会

健やかで、心豊かな子どもに育てるための文化活動の一環として、平和・共生・人権

尊重教育を基調とした「親子映画会」を夏休みに開催しています。

この事業は、 1980年川崎教育文化研究所開設以来の継続事業のひとつとして定着して
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います。今年度は7月21日から8月4日まで、

市内8か所で開催しました。上映された｢チロ

ヌップのきつね｣は、太平洋戦争が激しくなっ

てきた昭和19年に原作者である高橋宏幸さん

が実際に体験した事をもとに制作されたアニ

メーションです。

作者はこの映画を観る子どもたちに、 「ほろ

びゆく自然、ほろびゆく動物たちに対して、さ

らに深い愛情と保護の気持ちを持って欲し

い」と訴えています。例年、学童ホールや保育

園の子どもたちが楽しみにしており、今年も、

多数参加がありました。観客総数は8会場合計

で約10,000人でした。

(3)市民教育文化講演会

市民の教育文化向上をはかるため､その時々
I IJj大wﾉ叙肩斗'旧阿｣｣二とI訊刀｡'｡7こめ､七vﾉ1野々
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の教育課題等について､保護者・市民・教職員

ａ

面

白

＆

■

ｚ

唾

守

Ｅ

リクか

翠電

を対象に、学者・文化人・教育関係者による「市民教育文化講演会」を開催しました。

細川崎地方自治研究センターの後援をうけています。今年度は3会場で140人の参加を

得ました。

主題・講師については以下の通りです。

11月24日付く） 「夕焼け小焼け」 －義父中村雨紅を語る－

講師／日本地名学会理事白井禄郎さん

11月25日附「飽食時代の飢えた子どもたち」

－少子化・情報化時代の確かな家族の絆とは－

講師／玉川大学学術研究所客員教授小川信夫さん

11月29日（金） 「市内の野生動物と共存の可能性」

－野生動物救済活動の取り組みを通して－

講師／野生動物ボランティアセンター所長馬場国敏さん

第1回目は、神奈川・川崎にゆかりの

ある教育者で詩人である雨紅氏の娘婿で

ある白井さんに、大正時代の文学におけ

る新しい文学の動きの中に生きた雨紅氏

について、実際の詩歌・童謡が創作され

た背景を、エピソードを交えながら語っ

ていただきました。

第2回目は、川教組運動を理解し、協

力をいただいている小川さんに、現代の

子どもをめぐる環境や課題について、盛

写
必
Ｉ
ｆ
ｌ
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り場に集まる青少年や実際に指導している

学生を通じての豊富な取材を踏まえた講演

をしていただきました。

第3回目は、川崎市内在住で湾岸戦争を

はじめ国内外を通じて、水鳥をはじめとす

る野生動物の救済活動を行っている馬場さ

んに、子どもへの環境教育への示唆はもと

より、わたしたちが全く知らなかった川崎

市の野生動物の成育状況などが語られまし

た。

~~

－

市民教育文化藷羅
繩食時代‘'）
飢えた子ど‘た

一少識上･糾叔化鶴仇'、
ち

報4畷痕擴・糠と岨

講師,】､)'I信夫
一一

■●

(4)川崎こどもニュース

小学校5 ． 6年生、中学1年生（一

部2年生）を対象に、長期休業に入る

前に全員に配布しています。その時々

の川崎市における子どもの活動を紹介

するとともに、休業中に子どもが参加

できるイベントの紹介などを中心に、

児童・生徒の自主的な活動を促すよう

編集しています。年4回の発行で、定

期刊行物として、市内の小・中学生~

保護者に定着しています。2000年3月

号で34号となります。

99年度は、「川崎子ども・夢・共和

国」「川崎市子ども権利条例案」の策定

にかかわる「子ども集会」のとりくみ

などをとりあげてきました。

(5)FMかわさきこどもニュース

かわさき市民放送の開局以来、毎週かわさき市民放送の開局以来、毎週

I

一

日曜日の午前11時から川崎市提供のカジュアルサ

ンデーの中でかわさきこどもニュースが組まれています。川l11l奇教育文化研究所では、こ

の番組にニュースを提供しています。夏休み親子映画会、親子で来て見て考える平和推

進事業、川崎子ども集会、ふれあいサマー

キャンプ、少年の祭典ボレロなど教文研が

関わる諸行事はもとより、子ども祭りなど

学校での行事などを実際に取材して放送し

ています。

(6)ふれあいサマーキャンプ

89年9月東北地方を襲った台風によるり

んごへの被害救済が縁となり交流が始まっ

た岩手県東和町、さらに北海道中標津町、

長野県富士見町、宮崎県日向市ほか2町3
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か村とのふれあいサマーキャンプの事業は、市内

在住、在学、在勤の小・中学生・保護者に定着し

ています。

ふれあいサマーキャンプの運営は、青少年地域

間交流事業実行委員会で行っていますが教文研で

は、かわさきこどもニュースの特集号で募集要項

を全市の小・中学生に配布するほか、関係機関へ

の送付なども行っています。また、引率教職員ス

タッフの派遣・財政面での支援も行っています。

(7)少年の祭典「ボレロを楽しむ会」の後援

小・中学生が手作りの木琴などの楽器や、

リコーダー、ピアニカなどを演奏、それに

合わせて大人が合唱するという恒例になっ

た「ボレロを楽しむ会」が99年12月19日（日）

川崎市教育文化会館で開催されました。

1000人の市民による大合唱・奏には、中

学校の合奏部や市内の企業や市民の音楽愛

好家の参加のほか、スペイン舞踊なども披

露されました。

援したほか、かわさきこどもニュースなどで

"9g少年の祭典

火始

教文研では、川崎市教育委員会ほかと後援したほか、

市民に広く紹介もしています。

(8)｢子どもの人権を考える専門委員会」の設置

教文研では、 「子どもの権利条例」制定にむけ、意

見反映するため、学識経験者4名と川崎教育文化研究

所の役員で構成する｢子どもの人権を考える専門委員

会」を98年7月より設置し、調査･研究をすすめてい

ます。99年5月には､川教組定期大会において中間報

告を行い、組合員には、 9月に｢『川崎市子どもの権利

条例』策定にむけて積極的にかかわろう（中間報告)」

を配布しました。

今年度3月まで、 16回の専門委員会を開催し、 2000

年5月の川教組定期大会で本報告を行います。この間、

「川崎市子ども権利条例調査委員会｣の委員として話

し合いのテーブルをもち､意見交流を行ってきました。

(9)その他の事業

㈱川崎教職員会館に助成し､川崎市教育人材センタ

ーの事業を補助しています。教職員の退職後の社会貢；－の事業を補助しています。教職員の退職後の社会貢献

19”叩9例

川崎敏静文化研究l茄

子どもの人椛を毒えるW''11蕊闘会

、生きがいづくりのため、また、

豊かな子どもの時代を創造し、地域の教育力の向上をめざしています。最近の傾向とし

て、総合的な学習の関連から、幅広く人材を有する人材センターへの期待も高まってい

ます。
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’ 1

Ⅱ ’

－地域からの教育改革を－

(1)基本方針

本研究所は、地域・保護者・教職員の要望する教育・文化の課題にとりくみ、その成果

を地域の保護者や市民に還元します。

同時に主任制度反対の運動を広く保護者・市民に訴えます。

(2)事業内容

①教育懇談会

ア．小（中）学校区単位教育懇談会

《小(中)学校区に在住する組合員が分会の協力を得つつ開催する懇談会》

②教育研究活動

ア．教育相談

イ．所報「風知草」の発行

③教育文化事業

ア．平和と文化の発展を願い

一親と子のためのコンサーI､－

イ．市民教養講座

ウ．平和作品展

エ．国際教育交流

オ．奨学金事業

(3)事業実施内容

①教育懇談会活動

「上からの教育改革」に対し、 「地域

からの教育改革」をすすめるために、

地域居住者組織による小・中学校区

単位の教育懇談会活動を発展させ、

今年で15年目を迎えました。

*今年度はのべ13回開催され、子どもをとりまく状況や教育課程改革、地域課題等につ

いて､保護者･市民･教職員がひざをまじえて話し合ったほか、自然観察会等､参加・

体験型の行事も多く行なわれました。

今年度は地域居住者組織の活動をある程度活性化させることができましたが、いまだ

組織が確立していないところもあり、今後のとりくみが望まれます。
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1999年度教育懇談会開催一覧表

｜ 地区 ｜開催月日 ’開催月日地区 |参加人員’参加人員’
今
毒 テーマ（内容）場

鷹取・追浜中

･船越小
貝山緑地公園 貝山地下壌へ行きましょう 20人1 7． 3

山崎小 9．25 走水海岸 海辺の生き物探検隊（ビーチコーミング） 25人2

仲良くできる人がらを育てる明浜小･神明中 12．3 久里浜行政センター 15人3

山崎小 12． 18 山崎小 星の観察会 40人4

葉山地区 1 ．29 葉山小 葛藤のできない子どもたち 60人5

山崎小 2 ． 5 三春町自治活動センター 学校はどう変わっていくの？ 9人6

南下浦中 2 ．18 南下浦市民センター 学校はどう変わる？学校をどう変える？ 37人7

田浦中 2 ．19 船越小 学校はどう変わっていくの？ 14人8

衣笠中 2 ．19 はまゆう会館 学校の風景を変えよう ！ 15人9

津久井小 2．19 北下浦ブラザ これからの学校はどう変わっていくの？ 12人10

野比･野比東小 2．19 野比東小 これからの学校はどう変わっていくの？ 18人11

陽光･鶴久保小 3． 1 不入斗町内会館 学較はどう変ｵ)っていくの?学較をどう変えるの？ 19人12

北下浦小 3 ． 4 北下浦小 北下浦めぐり （総合学習の時間にかかわって） 40人13

②教育研究活動

《教育相談〉

「グチのお相手いたします｣の気軽

な呼びかけで、専任所員の板垣福雄

氏、嘱託職員の中村勝彦氏による教

育相談が、水曜日・金曜日に行なわ

れてきました。

《所報「風知草」の発行》

「子どもから学んだこと」をテーマ

にした現場からの寄稿を中心に、毎

号、専任所員による教育現場への提

言を行なってきました。月1回の発

行を目途に、 99年度は11号を発行、

通算265号を数えました。教育関係胃；

③教育文化事業

《親と子のためのコンサート〉

教育関係諸
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機関を含め、 広く配布をしています。

平和と文化の発展を願い、毎年春休みに地域に縁のある音楽家によるコンサートを開

催してきました。 99年度は、横須賀ジヤズクラブによる子供向けジャズ演奏会を、 3月

28日、逗子市内1カ所､横須賀市内1カ所で開催し、計270名を越える参加者がありまし

た。事前の問い合わせも多く、地域にすっかり定着したコンサートとなっています。参

加者からは、今後の継続を求める感想が数多く寄せられました。
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<平和作品展》

8月14日～17日、横須賀市はまゆう会館展示ギャラリーにおいて第12回平和作品展を

開催しました｡子ども、保護者､市民より2，700点にもおよぶ作品が寄せられました｡今

回は中国藩陽市の寧山路小学校を訪問した際いただいた子どもたちの作品も展示、あわ

せて写真による日中教育交流団の報告コーナーも設けました。

入場者も99年度は4日間で550名にのぼりました｡寄せられた作品はすべて展示すると

いうユニークな作品展として、広く市民に親しまれ、定着しています。
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《日中教育交流》

日中教育交流は4年目を迎えました。今年度は広く組合員・市民に呼びかけて20名の

教育交流団を結成、神奈川県と横須賀市の後援を受けて、 7月26日より1週間中国を訪

問しました。主な訪問先は大連・藩陽・ハルビン・北京で、藩陽では寧山路小学校を訪

問、先生方や子どもたちにも再会し、交流を深めました。代表は遼寧省の教育委員会へ

の表敬訪問も行ないました。また、 日本軍が大勢の住民を虐殺した平頂山の同胞殉難遺

骨館や731部隊の跡地・罪証陳列館等､侵略の傷跡もめぐり、体験者の証言からも学ぶこ

とができました。子どもの参加がなかったことは残念でしたが、今後も寧山路小学校を

拠点に教育交流を深めていきます。

《定時制高校生に対する奨学金制度》

定時制分会からの提起を受け、昨年度より定時制高校に学ぶ生徒に対して奨学金の支

給を行なっています。好評のため、今年度は奨学生の枠をふやし、市立高校生4名（2

校2名ずつ）の枠で実施しています。

″
″
″
０

勺
鋤
″
〃

陵笠小・城北小学区教育懸赦劃
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I
1．活動の基本方針

湘南教育文化研究所は発足以来、地域に根ざした教育文化を保護者・地域住民とともに

創造することを目的に、映画会・教育実践講座・講演会の開催、出版活動、 フイルムライ

ブラリーの整備・拡充などの活動を続けてきました。

1990年4月、運営規定が定められ、所長に山田宗睦氏（関東学院大学教授）をむかえま

した。現在、学校と地域とを名実ともにつなぐ場として機構整備を行い、 さまざまな教育

文化活動を推進しています。

2．事業の内容

(1)親子映画会

①夏の親子映画会（99年7月～8月）

戦争の悲惨さ、平和と命の大切さを親子で、あるいは友だちどうしで考える場として、

毎年「7月の平和教育月間」にあわせて‘‘平和”をテーマとした親子映画会を開催して

います。

99年度は、大戦中の中国での体験をもとに元小学校教諭・黒蔽次男氏が書いた児童文

学をベースに日中平和友好条約締結20周年を記念して企画きれた日中合作の劇映画「チ

ンパオ」を上映しました。物語は1945年中国の桂林を舞台に、旧日本兵と中国人の少年

・少女との交流と心のかっとうを描き、 「反戦、謝罪、友好」をテーマに加害者側として

の日本の立場や人の心を変えてしまう戦争の恐ろしざも訴えています。99年度の最新作

を全国一斉公開にききがけてのこの夏の親子映画会で上映することができましたが、例

年アニメーション映画を扱ってきたため小きな子には難しいのではという声もありまし

た。 しかし、参加した子どもたちだけで騒ぐ若い親たちから、戦争について知らなかっ

た面（中国での日本軍の行動）を知ることができ、 とてもいい映画だったと言う感想を

得ることができました。

この夏の親子映画会は、各学校において子どもたちへの情宣活動をし、鑑賞希望者に

予約券を配布するという形式をここ数年とっています。 7会場、上映18回、約2000名の

入場者を得、好評のうち終了しました。

②春の親子映画会（2000年2月～3月）

“心のゆたかさ、親子・人とのふれあい',を願って、恒例となっている春の親子映画会

を今年度も開催しました。今回は心やきしい少年が空飛ぶリュウの子を助けだす愛と勇

気の物語「エルマーの冒険」を5会場で上映しました。世界的ベストセラーになった物

語のアニメーション化ということもあり、子どもたちにも大変なじみ深かったためか、

例年になく多くの入場者を得、盛況かつ好評のうちに終了しました。

(2)教育懇談会

子どもを中心として、保護者とともに教育改革をすすめるために、小学校区・中学校

区の教育懇談会を年間を通して開催してきました。99年度は、 「子ども達をとりまく環
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境｣「地域と学校との連携｣「中学生の生活の様子」「家庭を築く家族の役割」｢子どもの食

生活」など各学校や地域の実態にあったテーマが設定され、各地区で開催されました。

(3)地域振興事業一教育講演会一

地域住民と広く連携し、地域の教育・文化の振興に寄与することを目的として行われ

ているこの事業では、 98年度に引き続き、湘南退職教職員の会の後援を得て、下記のと

おり教育講演会を開催しました。

「介護保険の現状」99年11月29日藤沢市役所新館第3会議室

講師／渡辺博明氏（藤沢市福祉健康部介護保険課）

藤沢市を中心に鎌倉市、茅ケ崎市、寒川町における2000年4月スタートの介護保険に

ついて、OHPを使用するなどして、具体的に話がされました。参加者からも、制度、サ

ービス、手続き、保険料などについての話がとても分かり易かったと好評でした。

(4)教育実践講座

「楽しい学校．楽しい授業」をめざし、明日の教育現場の実践につながる教育実践講座

も第11期をむかえ、事業として定着してきています。今年度は総合学習を中心に諦座を

開催しました。いずれの講座も講師を囲んでの教育論議が熱心におこなわれ､新しい教育

課程にむけて大変参考になると、参加者から好評でした。講座内容は以下のとおりです。

①生活科「低学年にもジェンダーフリーの授業を」

＜公開授業2年生＞ 6月24R

講師野村正幸氏（鎌倉市立植木小学校教諭）

．､女性がする仕事'. “男性がする仕事”という無意識に刷り込まれている性別役割に

「なぜ？」と子どもたちに問いかけることで授業は始まりました。それについて、子

ども同士での意見交換をさせながらその矛盾に気付いていく様が、絵や写真などを磯
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り込んだ中で無理なく楽しく進められた授業に参加者も引き込まれていきました。

②総合学習「フレネ教育から学ぶ総合学習」 6月30日

識師／村田栄一氏（国学院大学講師・教育工房主宰）

総合学習の基本とは何か、スタイルの問題ではない。子どもの関心や興味、疑問を

掘り起こし、それを組織する学習はどのように展開していくのだろうか。講師が実際

にフランスにいって取材したフレネ教育をビデオで紹介しながらも話が進められまし

た。総合学習にとりくもうとしている教職員にとってはとても興味深い内容であり、

会場いつぱいに集まった参加者からも活発な質問、意見交換がされました。

③総合学習「ついつい踊りたくなる『ソーラン節｣」

一総合学習としての可能性を考える－11月25日

講師／井上幸子氏（国立音楽大学附属小学校教諭）

ソーラン節の今と昔は。識師が昨年の夏、北海道で取材したことをビデオ．写真で

紹介しながら話が進められました。また、参加者も実際にソーラン節を踊ったり、北

海道の鰊漁の漁師さんたちが歌ったソーラン節のルーツともいわれる「沖上げ音頭」

をテープで聞くこともでき、総合学習の幅の広さをあらためて認識した講座でした。

＆

④総合学習「集まって住もう」 1月28日

講師／濱崎タマエ氏（中野区立上鷺宮小学校教諭）

どんな家に住んでみたいか､子どもたちに“夢の家”を作らせ、それを一つの町とし

て集めてみることにより見えてくるさまざまな住環境問題。 「私」の欲望と「公」とし

ての公共性をどうすり合わせて生きるか、子供たちがそれぞれ課題を持つことによっ

て地域の人たちにかかわることに発展していった授業の報告がされました。「住｣を切

り口に「公とは？」を追及していく授業の試みとして大変参考になりました。

(6)教文研ライブラリー

平和教育・人権教育を中心とした「視聴覚ライブラリー｣､書籍や写真集の「平和・人

権教育ライブラリー」の充実をはかりました。また、「視聴覚ライブラリー、平和・人権
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教育ライブラリー目録1999年度版」を各学校に配布

し、多くの利用をよびかけました。視聴覚ライブラ

リーの方は、平和教育、環境教育、人権教育、原発

・核問題、労働・社会問題、性教育、男女の自立と

共生等に分類し、活用しやすくなっています。 「7 ．

5全県平和教育の日」を中心とした7月平和教育月

間には、多くのフイルムやビデオが貸し出されてい

ます。ここ数年、平和・人権．性．環境教育関係の

ビデオが年間を通じて広く貸し出きれ、 ライブラリ

ーが定着してきたことを物語っています。今年度は、

総合学習を進めるにあたって参考になる書籍も新た

に購入されました。今後も、各学校での要望に答え

られるよう、尚いっそうの充実を図っていきたいと

考えています。

,撤蓉凄潭愛悲鍛鍛”

繩鐵ラグノブヲクー

〃'/催籔箒ラグブヲクー

潔畷潔溌

1999年度版

分会保存用

ﾛR市鳩1406"H雌齢

廿0466－82－881 1

3．今後に向けて

2002年の完全学校5日制にむけ、新しい教育課程の編成、地域・家庭との連携など多く

の課題がわたくしたちを取り巻いています。教文研活動は、学校現場がこれらの課題に取

り組んでいくなかで地域・家庭と共に歩み、育ち合っていく 「開かれた学校づくり」を推

進していくサポート役でありたいと思っています。

－視聴覚ライブラリー、平和,人権教育ライブラリー－

－99年度新規購入作品- (2000.2月）

おどろきはつけん生活べんきょう

………･……………………“ 1 ． 2年

はじめての総合学習・……“ 3 ． 4年

自分づくりの総合学習・…・ ・ 5 ． 6年

和光小学校の総合学習

一はつけん・たんけん・やってみる一

一いのち・平和・障害を考える－

－たべる．生きる．性を学ぶ－

鰊一失われた群来の記録－

だれのための「日の丸・君が代」 ？

シリーズいまつたえたい

1．日本は朝鮮になにをしたの

2.日本は中国になにをしたの

｢日の丸・君が代」にかかわる事実を

●視聴覚ライブラリー(VTR)

教えられなかった戦争フィリピン編

沖縄編

高校生のための「日の丸・君が代」

人権ってなあに－入門編一

一女性編一

敦埠

パパママバイバイ

●平和・人権教育ライブラリー（啓籍）

美しき少年の理由なき反抗

新生する学校一教育改革実践集一

子どもが追及する綜合学習
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1．はじめに

湘北教組は、 1980年12月の第114回中央委員会において、 「教育文化運動の推進」につい

ての討議をもとに、「湘北教育文化研究所｣の設立を決定しました。それ以後、 19年間にわ

たって、 (1)主任制反対闘争の一環として教文研活動があることを確認し、職場・地域に根

ざした教育改革をめざし、民主教育とゆたかな文化の確立にむけた研究活動を行う。また、

教育現場･子ども・保護者･地域にその成果を還元する。 (2)教文研活動と教組運動の一体

化をはかる。(3)今日的な課題に対応していく。を基本方針として、湘北教文研の事業を行

ってきました。

2. 1999年度事業計画

1）教育文化講座の開催

2）地域教材の作成

3） 『教育文化j『湘北教文研だより』の発行

4）分局設置と、保護者・教職員のための教育資料の充実

5）国際交流教育事業

・日韓親善ユースバスケットボール大会後援

･タイ国サモエン郡教育振興への援助

6）教育課程研究推進委員会の設置

7）教育研究活動推進分会への助成

3. 1999年度事業内容

「教育文化研究所」の運動を充実・発展させ、地域に開かれた教育文化を創造するため、

次のとりくみを推進しました。

(1)教育文化講座の開催

本年度は第12回、第13但|の教育文化講座を、以下のように開催しました。

●第12回教育文化講座

・期日……99年11月25日

・場所……相模原教育会館

・内容・ ･…・ 「私の経験した日本」

・講師…･･･洪啓杓さん

（元弘益大学校師範大

学附属中学校）

日韓親善ユースバスケットボール大会

が始まって以来、大変にご尽力いただい

てきた洪さんをお招きしました。日本統

治時代の朝鮮半島の実状や人々の生活を

うかがい、また今後の日韓親善にむけて

一手
一

一
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の課題などについても、貴重なご提起をいただきました。

●第13回教育文化講座

・期日…･･ ~ 99年11月28日(日）

・場所・…･ ･ 10:00～大和市生涯学習センター

15：00～城山町立公民館

・内容……「若者の薬物汚染防止のために」

・講師……水谷修さん（横浜市立戸塚高等学校）

戦後第5期の薬物汚染期である

現在の状況を、若者たちとの深い

関わりに基づいた講師の実践的な

話から、知ることができました。

とりわけ「このままでは、若者た

ちへの薬物汚染は拡がることはあ

っても収まることはない。何より

も、早期の予防教育が必要」とい

う言葉が印象的でした。

また、事前に案内をタウン紙に

掲載してもらうことで、市民から

の参加も得ることができました。

(2)地域教材の作成

厚木基地問題についての指導資料をまとめ、小・中社会科および特設授業の授業案を

「教育文化」として提起することを計画しています。そのために現場の教職員を含む7

名による編集委員会を構成し、これまでに8回の編集会議を行いました。60年前の日本

政府による基地用地の提供を強いられた方、墜落事故をきっかけに宅地移転を余儀なく

された方など、直接関係された人々のお話をうかがうなど、新たな視点から地域教材と

しての深まりを追求する一方で、厚木基地から離れた所での教育活動にも有効なものと

なることを課題としています。

2000年度、 1学期の完成をめざしています。

(3)『教育文化｣「湘北教文研だよりjの発行

読者のニーズにあった情報提供はもとより、読みやすく内容の充実した紙面の『教育

文化』(年3回予定)、「湘北教文研だより』(随時）の発行をめざしています。

今年度は、 「教育文化」16号として「環境ホルモンと私たち」を、 17号として「湘北教

育文化研究所の国際交流教育活動」を発行し、湘北地区内全教職員をはじめ、関係諸機

関等に配布しました。また、 18号として、上記(2)で記載した、厚木基地問題の特集を発

行する予定です。

(4)分局設置と、保護者・教職員のための教育資料の充実

教育文化研究所の運動を、保護者・地域住民・教職員の連携の下、さらに充実・発展

させるため、地区内に分局を設置してきました。

99年度は、相模原（相模原教育会館） ・相模湖分局（相模湖町桂北公民館図書室） ・津

久井分局（津久井町教育研究所） ~座間分局（座間市教育研究所） ・大和分局（大和市教

－66－
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育研究所） ・綾瀬分局（綾瀬市教育研究所）に加え、 4月30日に海老名分局（海老名市教

育研究所)、8月23日に厚木分局（厚木市教育研究所）を開設しました。

また、地域に開かれた教育文化を創造するため、 99年度も湘北教文研ライブラリーの

教育資料として、各分局に配置しているVTR･16ミリフイルム、図書等の拡充を行いま

した。

(5)国際交流教育事業

①日韓親善ユースバスケットボール大

会後援

8月3日～6日に開催された日韓親善

ユースバスケットボール（ソウル大

会)を後援し、参加する愛川中学校へ

の援助を行いました。

②タイ国サモエン郡教育振興への援助

タイ国チェンマイ初等教育長スウイ

ット・ナワマワット氏をはじめとす

る教育視察団への援助を行い､湘北地

区内の幼稚園､公立小・中学校への視

察訪問に随行しました。また、タイ国

の教育振興として､学校給食等の充実

にむけて継続援助を行っています。

(6)教育課程研究推進委員会の設置

教育文化研究所規定第8条に基づき、

10名による教育課程研究推進委員会を

織成し､学校五日制にむけた課題につい

ての研究活動をすすめています｡今年度

はこれまでに5回の委員会を開催しまし
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た。49次にわたる教育研究活動や自主編成運動の成果・蓄積に基づきながら、総合学習

をどのように位置づけて展開していくのかを中心的な課題として、とりくんでいます。

この研究成果についても、 「教育文化」として、まとめていく予定です。

(7)教育研究活動推進分会への助成

今年度より、学校五日制にむけた教育課程の自主編成運動の推進のために、教育研究

活動推進分会を募集し、助成を行う事業を開始しました。99年度は、愛川中分会（愛川

町)､牧野小分会（藤野町）に研究活動を委嘱しています。両分会の研究内容については、

湘北教育研究集会、神奈川県教育研究集会において中間発表され、他分会にも還流され

ました。
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’
I はじめに

中地区教育文化研究所は、教職員が保護者・地域住民と連携して、 ともに知恵を出しあ

いながら、創造的な教育文化活動をすすめるという目的で1987年6月設立きれ、今年度で

13年目を迎えました。

今年境も事業方針のもと、教育講演会や教育実践学習会では、教育の今日的課題等につ

いて学習を深め、国際理解教室では、 ざまざまな国の現状や文化について学びました。 ま

た、保護者・地域住民へのはたらきかけは、教育懇談会等と連携きせながら、すすめてき

ました。

研究委員会として、 「地域文化研究委員会」「教育課程研究委員会」｢授業・行事づくり研

究委員会」「障害児教育研究委員会」を構成し、研究活動を行ってきました。

Ⅱ事業方針

(1)子どものよりよい成長と生きる力を培う文化活動の充実をはかります。

(2)教職員の見識を高める文化活動の充実をはかります。

(3)保護者・地域住民と教職員の連帯を深め、人権・平和教育の基盤をつくります。

(4)講演会・学習会等を開催し、問題の共通理解と深化をはかりながら、保護者・地域との

協力体制づくりをめざします。

(5)方針の具現化のために、各種研究委員会を設置します。

Ⅲ事業の概要

(1)教育講演会

2月28日平和学習会として映画「チンパオ」上映

(2)教育実践学習会

第1回 6月30日「ものづくりを通して創造性を養う」

第2回 12月9日「三保小の実践を聞こう」

第3回 2月2日「韓国・朝鮮文化を知ろう .楽しもう～であい・マンナム～」

(3)国際理解教室

「ポルトガル教室」「スペイン教室」 （年間それぞれ20回）

1月16日交流会「おめでとうブラジル500歳のフェスティバル」

(4)教育懇談会

中地区の32中学校ブロックで開催

(5)「7 ． 5全県平和教育の日」のとりくみ（独自の資料作成）

(6)親と子による写生会（7月21 ． 22．23．26日）中郡、秦野、伊勢原、平塚の各会場

(7)親と子でみる映画会（7月28･29･30･ 8月2日）中郡、伊勢原、平塚、秦野の各

会場

(8)機関誌「ひらく」の発行
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【授業・行事づくり研究委員会】

授業・行事研究委員会では、子どもをみる、子どもが変わる授業・行事というテーマを

追ううち、総合的な時間の存在が引っ掛かってきました。 もともと、『子どもは生きている

のか」をもとに『生きていることとは、子ども自身が発信受信し自分を探す活動になって

いるかと÷うか、そのような活動ができているかどうか』を考えてきたからです。そこで、

子どもにとっての授業・行事.そして総合的な学習の時間とは何か、各委員の実践・事例

報告等をもとに話し合ってきました。

北小のとりくみを考える／秦野市立北小学校

北小の研究委員から行事（運動会・北小博覧会）や授業の様々なとりくみが紹介され

ました。そこには、子どもの意欲・自主性、そして子どもが問題を解決する姿がみられ、

さらに、教師側の子どもをみとるという視点も忘れていません。学校全体が総合的な時

間へどうとりくみを始めたらよいのか一石となりました。

移行にむけてのとりくみ

本校ではこれまで、子と・もの環境にふれあう体験や地域素材を活用した主体的な学習

のとりくみにより、 「豊かな感性．考え・行動力」を備えた、「環境と共生できる子ども」

が育つだろうという仮説のもとで研究をすすめてきました。そこで、 これまでの体験を

重視した活動を総合的な時間に生かすとともにより広い領域を見据えた活動を子どもた

ちと創っていこうという方面ですすめられました。

1． ECOタイムでのとりくみ/6年生

地球の環境（自然・文化・伝承・産業・歴史・人）とのふれあい体験を多くすること

により感性を豊かにしたり、環境保全の活動のために年間10時間設定し、自然・生活体

験を中心にできるだけ野外での活動時間としました。

ECOタイムの取り組み
ECOパトロール隊結成北地区を散策してみよう

－

春

●大いちようを調べよう ．…

●くずは川の生態を調べよう

●水神・歴史を調べよう…・

●植物・生き物を鋼くよう．

直径の長さは／樹齢は？／落葉時の始末は？／地域の人は
どう思っているのか？

生息する魚は？／川原の自然度は？／どんな野鳥が来るの
か？,/水質や石は
水神について？／水神があるのは？//水神のある辺りの環
境は？／生息する動植物は？／北の歴史を調べよう
土手の植物は？／通学路の植物は？//植物と共生する昆虫
は？／薬草、食用植物は？／遊び道具を作ろう。
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ECOパトロール隊四季レポート作成 ①
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北小博への取り組み

特別活動の一環として、児童の自主性、計画性、協力性などを育成することを目的としている。

’ 代襄委員会（提案） クラスでの取り組み（実践）

’ 巾
1 ， 2年生 ・展示的なもの作成

・見学時の約束の話し合い
第5回代表委員会（9月）

①みんなが楽しく参加できる
②いろいろな人とふれあえる

③自分たちの力で活動できる

④環境にやさしいような集会活動
をしよう

3～6年生 クラスごとの催し物

’
学級での話し合い活勵
催し物の内容・場所の決定

計画

学級全体や実行委員の話し

合い活動I
第6回代表委員会（10月）
各クラスの出し物の場所‘内容の

決定(重なりのある場合は話し合い）

準備

計画に沿って自主的協力的

に活動

宣伝ポスターの作成 ’
当日の運営

集団活動の楽しさを味わう

↓
’
反省

次の機会に生かせるように第7回代表委員会（11月）
・具体的内容の確認
（プログラム､マップの使い方など）

・見学時の約束 rと凸と凸と凸－－－凸宮凸亘と凸守守■守守■守七■■守七■T■守■■■■■■■守■,■■■■守■勺■岳守TTTTTT,■T,■,■,■,■,■,■,■■■■■Ⅱ■TTTTTT■守

’ ’↓ 地域社会への働きかけ・交流

･PTAの方々によるもちつき大会・全児菫へのもちの

配布

。日頃のお世話になっている地域の方への招待状の発送
･保護者、幼稚園、学校周辺施設への招待状の発送

･養護学校との作品交流

第8回代表委員会（12月）

北小博の反省
。楽しくできた

・ 1 ， 2年生も催し物がしたい

2．集会活動での実践／北小博覧会

児童会が主体となって、各クラスや代表委員会の話し合いや、子どもたちの願いを実

現するためにクラスが一丸となり創意をもってとりくんだ北小博覧会を紹介します。

9月に提案きれ、願いを実現するため、熱心に準備にとりくみました。仲間と目的を

共有しながら、話し合いや仕事をすすめるエネルギーは、やり遂げたいという子どもた

ちの強い願いがありました。

【人権・平和第1部会】

人権．平和第1部会では、 これまで「権利条約の学習」から「権利条約の実践」へと活

動を展開し、実践紹介や実践学習会等により 「子どもの権利条約」の精神が多くの子ども

たちや教職員にも広がるよう努めてきました。実践を継続することにより、今日的課題の

解決にむかいすすんでいくことになると考えます。

1． 「7．5平和教育の日」

7月5日～9日を「平和教育週間」と位置づけ、中地区全体で平和の大切さを子ども

に伝える期間としている。今年度は、部会が作成した平和教育資料「ボスニア．ヘルツ

ェゴビナの内戦より」と神教組教育情報（平和教育特集） を配布し、 「神奈川県非核兵

器宣言｣の意義と課題を子どもたちに伝え、平和の尊きについて考える機会としました。
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学習会「子どもの権利条約」について

「学校でとりくむ子どもの権利条約｣(エイデル研究所）をテキストに「国連子どもの

権利勧告」について学習しました。

教研集会への参加

ユニセフが提唱している子どもの権利条約をふまえた「開発のための教育」について

を中心に提案の後、研修会での体験を参加者と共に実践しました。

子どもの権利条約カードを使い、 日本の実態を条文との比較の中で話し合いながら、

条約の理解をはかるゲームに参加者全員が熱心にとりくみました。

｢神奈川ふれあい子どもサミット」に参加

「神奈川ふれあい子どもサミット」は、子どもたちが本音で意見を話し合える場を持

ちたい、そして、 1つ1つの問題に向き合い、それらを解決していくために仲間がいる

と大きな力になることを知るために実施されています。

終わりに

研究テーマを「子どもの権利条約の学習」から「子どもの権利条約の実践」に発展さ

せながら学習を深めてきました。夏の研修会として、日本ユニセフ協会のワークショッ

プに参加し、他地域の教職員との交流をしながら学習してきました。今後も資料の収集

と共に､子どもの権利条約の理念を子どもたちと共に実践を積み重ねていきたいと考え

ています。また、子どもたちが権利の行使の経験を積み、正しく使えるように成長する

ことを望んでいます。大人が人権について学ぶ中で大人が意識改革をし、正しく｢子ど

もの権利」を理解することが求められます。

今後も、これらの課題を解決するために、子どもの権利条約に関する学習を具体的に

していこうと考えています。

2．

3．

4．

5.
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I はじめに

西湘地区教育文化研究所は、西湘地区における教育・文化活動の発展を目的に設置され、

次の3点を柱に事業を展開しています。

・民主教育を確立するための理論的・実践的研究活動に関すること。

・教育文化活動の推進に関すること。

・市民・保護者・労働者との連携に関すること。

99年度は、恒例となっている講演会や実技講座、映、会などの事業のほか､｢第2回沖縄

ワークショップ・子ども代表団｣を実施しました。研究の部では｢平和教育推進委員会｣｢男

女の自立と共生をめざす教育推進委員会｣｢障害児教育委員会」の3委員会が定期的に会合

を開き、活動しています。教育相談については、専任の相談員が対応しています。

99年度事業の概要

事業の部

(1)沖縄ワークショップ・子ども代表団

平和教育推進委員会の協力により、実行委員会をつくって実施しました。

・日程……1999年8月25日～28日

・参加者・…・・教職員4名、子ども代表団5名計9名

・募集…~…教職員については、各学校へチラシを配布して募集しました。

また、「子ども代表団｣については、中学生以上を対象に、各学校へチ

ラシを配布して教職員の家族の参加をよびかけたほか、地元のミニコ

ミ紙2地域版に募集記事を掲載し、地域へもよびかけました。

・主な内容 1日目／真栄城玄徳さん（反戦地主、現在「くすぬち」平和文化館館長)、

知花昌一さん（読谷村議会議員）の話を聞くフィールドワーク

2日目／宮城喜久子さん(ひめゆり平和祈念資料館運営委員)の話を聞く

フィールドワーク及びひめゆり平和祈念資料館等の見学

3日目／互いのふれあいを深めるプログラム

Ⅱ

1．

参加した子どもたちからは、

｢参加してよかった」「平和につ

いてもっと学びたい」「友達に

紹介したい」などの感想が寄せ

られ、好評を博しました。

また、 11月6日には､子ども代

表団の感想などを発表する報告

会を行いました｡今後は､地域住

民とともに学習を深める旅の企

画を検討していきます。
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(2)講演会

①第1回／9月27日

会場：小田原市保健センター

講師：長尾彰夫氏（大阪教育大学教授）

テーマ： 「カリキュラムを創る学校を変える｣(総合学習について）

総合学習の意義とあり方、今後の課題などについて学びました。楽しい語

りに、 120名の参加者は引きつけられ､講演後も質問がいくつか寄せられま

した。

②第2回 11月19日

会場：小田原市保健センター

講師：星順子氏（アドラー心理学公認カウンセラー）

テーマ：「今どきの子どもとどうかかわりますか」

「勇気づけの大切さ」「ほめることの善し悪し」「今の子どもや親との関わり

方」等について、簡単な体験プログラムを交えて学びました。参加者は約

70名でした。

③第3回 2月16日

会場：小田原市民会館

講師：佐藤和夫氏（千葉大学教育学部）

テーマ： 「ジェンダーフリーの教育がめざす社会」

性別役割分業の問題や人間のあり方、ジェンダーにとらわれない生き方な

どについて学びました。参加者は約100名でした。

(3)実技講座

①第1回

テーマ

~

6月20日

「楽しくつくろう／

色づくり」

松本一郎氏

西湘地区教育会館

午前は4色の絵の具を中心

にした色づくり、午後はも

遇

講

会

師

場 蕊§

やしをモデルにした絵の描き方を学びました。参加した6名からは、 「絵が

描けるようになって自信がついた」「楽しく、自在な発想で描けた」｢続きを

ぜひ開催してほしい」「次回の案内がほしい」などの感想が寄せられました。

8月（半日×3回コース）

陶芸教室「コーヒーカップづくり」

中里浩子さん

15名／60名を越える応募の中から抽選により午前・午後各10名に絞って実

施しました｡参加者からは、 「講師の親切な指導により思い通りの作品がで

きて良かった」「どんどんこのような企画を実施してほしい」などの感想が

寄せられました。

②第2回

内容

講師

受講者
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③第3回／3月26日

内容：形づくり ・色づくり

講師：松本一郎さん

うさぎをモデルに、ふれあいの中で楽しく形をつくることを目的に、 1日

日程で約20名の参加者は、講師との会話を楽しみながら、作品の制作にと

りくみました。講師の丁寧な技法の指導に、 「楽しくできた」「よくわかっ

た」という感想が寄せられました。

(4)ふれあい講座「木工教室」

期日： 8月5日（1日日程）

会場：神奈川県労働者住宅福祉協会（労住協）木材加工センター「神工舎」

（南足柄市内山）

参加：22名（教職員・教育を守る会会員とその家族対象）

午前中は本立ての制作、午後からは参加者がそれぞれ思い思いの作品をつく

るという日程で進められ、親・子・大工さんのふれあいを深めることができ

ました。作り終わった後は、みんな満足した様子で、大きな荷物を抱えて帰

っていきました。

(5)親と子のよい映画を見る会

小田原市民会館を会場に、年2回、入場無料で開催しています。

実施にあたっては、西湘地区2市8町の教育委員会から後援を受けるとともに、地

元ミニコミ紙2地域版への記事掲載、学校へのチラシ配布などの方法で宣伝を行って

います。また、子どもたちが楽しく過ごせ

るようにとの願いから、地域内の児童福祉 q吾どもたちに贈る愛と希望と菫気〃】
施設（強羅暁の星園、ゆりかご園、城山学 ⑲。の、

鱈鶏園）には招待状を送り、観賞していただい エルマーの冒険

蝋鴬撚誉" ；
:~

畷霧) 《‘":ﾎ鵜．「難しかったが、戦争の恐ろ 騨駕緬港ガ
なって、蝿1

しさがよくわかった」「歴史 ｜

賑籠総購|ﾇ蕊鱸灘の事実を正しく伝えていか
場臨職鱸織潔罵鰈漉腿なければならない」などの感 驚鰯＃鶴辮化"所 無き溌鐡蕊煙織罐秘■共催／西湘地区牧職貝樋合

想が寄せられました。 国儀錘/蛎矧糊淵卿糊:料:愚雛雛謡澱認;ご蕊…“
山韮町･松田町の各紋冑聾例会 、罵諭,雷緋.下漣の輿蕊異銅､曇fjに“

・2月27日 「エルマーの冒険」 小国願・瞳欄蝋猿灘合 ’零‘‘“
一一一 ■■ ・・・ 争VPリャン 。 －

入場者…約1,300名 蜜密室麺竺竺i竺垂超……鯉…鑑s“蓄

遼場整理券－－ ”￥ ョ：有名な作品だけに地域の

謡灘罐鱸燃脳｡驍鴛鶚纂…”人々の関心も高く、近年にな
’声■副長の追合に陣入喝瞥的蕨りTもごとが〃ﾉ室寸. ので,毎f肢ですが.邑起A⑨上.愛側“#両し下都､．

E”…~一切~.,…五・幽買 マ ュ庵"Ⅷ唖呈躍穆劃國誠嘩…“篭ジョ
い盛況ぶりでした。

ごあいさつ

蘭離1狸励方文化観究麟
伐例鳴喉り塵し倉｢函期岨箇柳と子のよも戯画
＆見る会」もあかげ囚孝で32配旨更儀値すらこ
どI蔀り尿心“今”＆隆と粘越と挽別j＆ヂ
ーャにした．鱒鮎I皇もなじみ厭い「エル砂一の冒
険1f上飼LまT，智かrよい峻遜をXる釧哩

曾溌雛露鯉難篭識心
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(6)教育相談の部

退職教職員を「教育相談貝」 として委嘱し、相談に応じています。

①個別相談

不登校、いじめ、学校教育に関するものを中心に6人、のべ14件でした。

②研究会等への参加

教育研究集会、母と女性教職員の会、地区の教育懇談会、学校主催の研究会などへ

参加し、生活指導のあり方や少年問題などについての提言を行いました。

2．研究の部

(1)平和教育推進委員会

「平和学習ファイル資料」の発行とまとめについて話し合いました。

(2)男女の自立と共生をめざす教育推進委員会

「ジェンダーフリー」をテーマに、広報紙「木もれ陽」を発行しました。

(3)障害児教育委員会

障害児学級在籍の子どもたちの現状を調査し、その成果を教研集会へ提案しました。

3．広報の部

「教文研だより」を3回発行し、年間の活動予定、各専門委員会の活動などを紹介して

きました。号外では、講演会や実技講座の案内等を広報しました。

市民向けにはミニコミ紙へ記事を掲載し、事業を幅広く紹介するよう努めています。

4．資料の部

ビデオ・平和教育写真パネル・図書などのソフトライブラリーと、液晶プロジェクタ

ーなどの視聴覚機器をそろえています。 99年度のビデオソフト利用は、 3月現在約700件

です。人権、平和、環境、保健の4分野については、特別のコーナーを設けて便宜を図

っています。図書は、人権と総合学習を中心にそろえました。平和教育写真パネルは、

戦時下の地域の様子が中心ですが、最近では学校以外の各種団体も利用を申し出るよう

になりました。

5．西湘地区教職員組合主催「西湘地域子ども会議」の後援

この会議は、公募により選ばれた小・中・高校の生徒が実行委員として、学校につい

て話し合い、 よりよい学校づくりをめざそうとするもので、参加者は80名でした。

Ⅲ今後に向けて

研究委員会の活動を教育研究集会などで現場の教職員に示し、実践に役立てる流れは定

着しつつありますが、教育をめく'る諸問題や学校のあり方などについて、学習を深めるこ

とが課題となっています。また、収集した資料の整理をすすめることも必要になってきて

います。より地域に密着した事業の展開のため、広報活動のいっそうの充実につとめ、地

域における「教文研」の知名度の向上をはかっていきたいと考えています。
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第86回研究評議会次第

2000年3月18日 14時より （於：県教育会館）

(全体司会：稲垣所長）

1．開会のことば……………．．”…“……･… 稲垣卯太郎

2．研究評議会議長挨拶 ･ ・ 金原左門

3．理事長挨拶 小中儀隆

議事（議長：金原左門）

(1) 県教文研事業報告(1999年度1月～3月) ･….…………….．……”

(2) 各部会（委員会）からの報告

①第一研究部「教育課程・方法研究委員会」 ．……….…………．

②第二研究部「教育政策と学校づくり研究委員会」 ．…………”

③特別研究部「外国籍生徒の学習と進路調査研究部会」 ………

④教育相談部……………･……“……….………．．……………. ..…

⑤事業部 ・………． ．…“………“. .……….………………. .…………

(3) 各地区教文研事業報告及び専任所員の交替

①横浜②川崎③三浦半島④湘南⑤湘北⑥中⑦西湘………

(4) 2000年度教文研予算及び重点活動 ．….……………….………………

4

滝沢 博

府川源一郎

富山和夫

宮島 喬

浅見 聡

金原左門

滝沢

滝沢

博

博

5． 問題提起「JCOのウラン燃料臨界事故の真相に迫る」

提案：當山和夫（関東学院大学経済学部教授）

討議／意見

6． 閉会のことば 県教文研副所長伊藤博彦

弓再

一／イー



、

1 ． 舌動日誌
寺

〃

(1) 各種会錨の開催（1999.4.1～2000.3.20)

開 催 日

1 5/19

3 7／17, 12/18， 3/18

会議名

理事会

研究評議会

第一研究部（教育課程） 4／17， 5／29， 6／19， 7／17， 9/11， 10/23,

12/11， 1/29(合同)､2/26(合同）

9

4／24,5,/22,6／26，9／18, 10/30， 1/29(合同)、

2／19(合同)、6/12，7/.17，9/25， 1/29，2/26

第二研究部（教育政策）

特別研究部（外国籍）

ワ

Ｉ

頁

』

教育相談委員会 4／2， 5／8， 6／5， 7／3， 7／26， 10/9， 11/6,

12／4， 1/8， 2/5， 3/4

11

事業部 5／29， 7/10， 9/11, 10/23, 12/18， 2/5,

3／4

7

専任所員連絡会議

顧問会議

教文研20年史編集委員会

7／14, 12／14， 3／14

11／2

4／17， 6／5， 7／26， 9／18, 10/30， 1/15， 3/4

、

。

丁

上

房

Ｉ

(2) 地区教文研との連撹

第22回専任所員連絡会議（県教育会館）

第23回専任所員連絡会議（県教育会館）

第24回専任所員連絡会議（県教育会館）

7月14日㈱

12月14日㈹

3月14日㈹

(3) 研究討議テーマ

①第64回研究評謡会

「電子的コミュニケーションと若者たち」

提案：広瀬隆雄氏 7月17日鰯

②第65回研究評識会

「いかに生きるか」一生涯発達心理学の立場から一

提案：林洋一氏12月18日出

③第66回研究評識会

「JCOのウラン燃焼臨界事故の真相に迫る」

提案：富山和夫氏 3月18日出

(4) 1999年度の活動報告

第一研究部／教育課程・方法研究委員会
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①「総合的な学習の時間」を巡る問題点

カリキュラム改革としての総合学習を読んで

提案：木谷要治 4月17日出

②「総合学習」の編集計画について

提案：府川源一郎 5月29日出

③「総合学習」ヒント事例の提示について

各地区よりの参考例から

提案：府川源一郎 6月19日(士）

④「総合学習」ヒント事例の検討及び執筆計画について

提案：府川源一郎 7月17日出

⑤「総合学習」ヒント事例の執筆状況について

他事例の提案

提案：各地区教文部長 9月11日出

⑥「総合学習」の指定事例の内容と集約状況

提案：各地区教文部長 10月23日出

⑦第13回教文研教育シンポジウムについて

かながわの「総合学習」をどう考え、どう創る？

「総合学習」指定事例の集約状況について

提案：各地区教文部長 12月11日出

⑧神奈川のカリキュラムセンターの構想に向けて

「生きる力」を育む総合的学習の展開

提案：清水俊明（相模原市立大野北中学校） 1月29日㈹

⑨カリキュラムセンターに期待すること

◆カリキュラムセンターの事業内容について

◆神奈川県立教育センターにおけるカリキュラムセンター

構想研究懇話会の状況について

提案：黒沢惟昭 2月19日出

第二研究部教育政策と学校づくり研究委員会

①神奈川のカリキュラムセンターの構築に向けて

提案：黒沢惟昭

外国籍生徒の学習と進路の調査に向けて

提案：宮島喬 4月24日出

②「神奈川県立教育センターのカリキュラムセン4｢神奈川県立教育センターのカリキュラムセンタ

I

ー構想について」

提案：黒沢惟昭

「各市町村におけるカリキュラムセンター構想案の有無について」

提案：各地区教文部長 5月22日出

｢神奈川のカリキュラムセンターの構築に向けてⅡ」

カリキュラム支援を具現化する

提案：古河・富塚・長名

③
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（横浜市立汲沢小学校） 6月26日出

④「21世紀の教育の有り様をもとめて」

－国にも地方にもカリキュラムセンターを創ろう－

提案：中島章夫 9月18日出

⑤「神奈川のカリキュラムセンターの構築に向けてⅢ」

－カリキュラム支援体制を具現化する一

提案：藤原仁

（逗子市立小坪小学校）

提案：山田和秀 10月30日(士）

（川崎市立宮前小学校）

⑥⑦第一研究部との合同会議

1月29日出

2月26日出

特別研究部外国籍生徒の学習と進路調査研究部

①「外国籍生徒の学習と進路」の調査に向けて

提案：宮島喬 4月24日(士）

②「学習と進路」調査の方向性について

各研究員の外国籍児童・生徒の地区状況について

提案：現場研究員 6月12日仕）

③「学習と進路」調査アンケート項目の検討

提案：坪谷美欧子 7月17日出

④「調査アンケート」の内容について

提案：坪谷美欧子

「調査対象者について」

提案：宮島喬

「調査依頼について」

提案：滝沢博 9月25日出

⑤「外国籍生徒の指導に携わっている方々へのアンケー

集計作業 12月11日(士）

⑥「外国籍生徒への面談調査の実施案について」

提案：滝沢博

面接質問内容の検討

提案：坪谷美欧子 1月29日出

⑦面接調査を実施しての様子と課題報告

提案：広瀬隆雄・堀義秋

面接調査実施上の留意点について

提案：宮島喬

外国籍高校生・教師への面談について

提案：滝沢博 2月26日出

卜」
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教育相議部

親と教師の教育相談室

開設日 4月5日(月)～7月19日榊 合計70日

9月1日鯛～12月24日(金） 合計76日

1月11日(月)～3月24日㈱ 合計52日

総合計198日

相談状況件数 379件昨年度（453件）

内訳電話369件 （432件） 平均1．8件

面談 9件 （17件) 0.9件・人

手紙 1件 （4件）

内容等◆不登校に続く引きこもりの青年の相談

◆保護者と学校・教師とのトラブル

◆情緒級の設置に向けて、入級拒否の親への校長の対応問題

教育相談委員会

①「現代青年の思考と行動様式｣(戦後の高校教育と共に歩んだ日々）

話題提供：菅龍一 5月8日出

②「教室現場の教師の悩みにどう応えるか」

教育相談セミナーの開催に向けて

話題提供：浅見聡 7月4日出

③「教師の悩み、学級は／学校は,ﾉ」

教育相談セミナーを終えて

話題提供：浅見聡 10月9日出

④「子どもたちに癒されて」

一教育相談全国交流集会に参加して一

話題提供：内山淳 12月11日出

事業部

①各研究部・相談委員会活動内容の検討

②教文研だよりの発行について

○第97号4月

「学校はどう変わる？ どう変える〃」

一新学習指導要領を現場で読んで一

○第98号10月

「教師の悩み、学級は.ﾉ学校は./」

－教育相談セミナーを開催して一

○第99号12月

「障害児教育は今〃そして、 これから...」

○第100号 3月

「新たな学びの意味をもとめて」

－公教育の役割とその再生一

-81-



③所報2000論考「外国の個人と日本の個人」

一個性化教育の目指すもの_

④第13回教文研教育シンポジウム記録集

かながわの総合学習一ヒント集一に合本

⑤教文研20年史の編纂に向けて

編集委員：金原・稲垣．伊藤．浅見

谷口・榎本・滝沢

依頼状の発送 3月18日(士）

2．各種刊行物等一覧(1999年4月1日～2000年3月20日）

(1)教文研だより 31,700部

(2) かながわの総合学習一ヒント集- 2,000部(5月1日発行予定）

(3) 刊行物・チラシの発行

9月教育相談チラシ・ポスター……各165,000枚・ 1,400枚

3． フイルムライブラリー利用状況（2月末現在）

’ ’ ’ ’ I

4．各地区教文研のとりくみ（1999年度）

横浜市教育文化研究所

・市民に贈る文化講演会 11月9日㈹横浜市教育会館

「今を美しく」ハマっ子女優五大路子

・教育相談チラシ配布 9月以降の配布

開設時間,/9：00～16:00 176件(12月末）

性格・生活（一位）不登校（二位）

▼無職の男性に関わる問題

▼息子の不登校に悩んだ父親が、インターインターネットで情報を募り、
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小学校

中学校

高社他

計

利用回数

6

6

3

15

利用本数

8

8

D
qJ

19

視聴者数

2,705

2， 136

46

4,887



レポートにまとめて相談に来るケース

･「Jan｣ 17号、 18号の発行

・ジェンダーから見た日本の社会（女性問題研究委員会刊）～セクハラ問題と間違えら

れ活動がやりづらい

川崎教育文化研究所

・夏休み親子映画の開催 「チロヌップのきつね」

1万人市内8か所にて今年度で20回目

。ふれあいサマーキャンプ「岩手・東和町」「北海道・中標津町/~岩見沢町」

「長野・富士見町」「宮崎・日向市」等8か町村

・川崎こどもニュースの発行（12月,／3月）

・市民教育文化講演会11月24日㈱「夕焼け小焼け」 白井禄郎

11月25日嗣「飽食時代の飢えた子どもたち」 小川信夫

11月29日(月)～「市内の野生動物と共存の可能性」 馬場国敏

･FM子どもニュース／日曜11 :00AMは、 FM79.1MHzで

・教文研双書編集・発行（3月）

三浦半島地区教育文化研究所

・教育交流（中国） 7月26日～1週間大連．藩陽．ハルビン．北京

20名（大人） 寧山路小学校／教育委員会（遼寧省）

・第12回「平和作品展」 8月14日～17日絵画／立体／作文2,700点

観賞者550人

。「学校が変わる、学校をどう変える？」津久井小学校区教育懇談会 2月19日出

。第29回平和と文化の発展を願い「親と子のためのコンサート」 3月28日㈹

湘南教育文化研究所

・夏の親子映画会 7月22日～8月5日 6ケ所

「チンパオ」 （日中合作映画） アニメでないことで入場者は減る

・教育実践講座 11月25日 2月16日湘南教育会館

「生活科I ･ Ⅱ」「総合学習I . Ⅱ」

・学習会12月2日

「日の丸・君が代」をどう教えるか

・春の親子映画会

「エルマーの冒険」 2月11日～3月12日／5会場･3,000人

湘北教育文化研究所

・教育文化講座

「私の経験した日本」洪啓杓

11月25日嗣14:00～相模原教育会館

「若者の薬物汚染防止のために」水谷修（戸塚高校）

11月28日（日) 10;00～大和市生涯学習センター

15:00～城山町立公民館
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･地域教材の作成 「厚木基地」編集会議

・分局の設置VTR/フイルムライブラリー

4月30日 （海老名市教育研究所）

8月23日 （厚木市教育研究所）

今後（愛川町へ）

･国際交流事業 (1)8月3日～6日 （ソウル大会）

日韓バスケットボール大会参加「愛川中学校」

(2)タイ国サモエン群教育振興への援助

視察団の受け入れ（谷口小・中）／給食等の充実に向けての継続

援助

･教育課程研究推進委員会の設置10名「総合学習」

･教育研究活動推進分会への補助事業愛川中（愛川町） ・牧野小（藤野町）

･教育相談室の開設についての検討

中地区教育文化研究所

・教育課程研究委員会 ・8月20日人権平和第一部会13名

・日本ユニセフ協会「第9回「開発のために教育」ワークショ

ップ」に参加

・ 8月21日～24日人権平和第二部会 3名

「第20回全国在日朝鮮人（外国人）教育研究集会」 （京都市）に

参加

・ 2月5日～6日総合学習研究部会

伊那小学校（長野県）の視察

・地域文化研究委員会 ・ 7月21日～26日「第23回親と子による写生会」

中郡・伊勢原・平塚・秦野、合わせて533名の参加

・ 7月28日～8月2日「第26回親と子で見る映画会」

「白旗の少女・琉子」 合計：2,149名の参加

・ 1月12日～16日

「第23回親と了による写生会作品展」

・映画会 ・10月2日「稚内発学び座ソーランの歌が聞こえる」

市P連と共催、 1,400名の参加

・教育実践学習会 ・12月9日「個が生きる学習活動～子どもが自ら学び、個性的

に追求していく学習～｣(総合学習研究部）

・県教育文化研究所主催の教育シンポジウムへの参加

・12月4日

西湘地区教育文化研究所

・夏休み親子映画会 ｢チンパオ」7月28日参加者少なかった。内容的に低学年に

は難しかった

｢エルマーの冒険」 2月27日･春の親子映画会
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･親子木工教室（南足柄）

･沖縄ワークショップ

･教文研の学習講座

･教育相談

･教文研講演会

･実技講座

20名募集

3泊4日 （参加した子どもは、皆女の子）

長尾彰夫（総合学習）／星順子（アドラー心理学）

相談は少ない。

｢ジェンダーと教育」佐藤和夫（千葉大）

｢楽しく学ぼう／形づくり」

－キミ子方式でうさぎをつくろう一

2月16日

5. 2000年度教文研重点活動

重 点

カリキュラムセンター構想に対応するため

インターネットの接続とホームページの開設準備

｢外国籍生徒の学習と進路」調査研究のまとめ（冊子作り）

教育相談ハンドブックの作成

20年史の執筆と編集等

(1)

(2)

(3)

(4)
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6.教育相談状況
神奈川県教育文化研究所教育相談室対象別・相談者別集計

1998年度1年分（4月5日～3月24日） |手紙対応数 ｜ ｜ 総対応数 ’ 379手紙対応数 総対応数 3791電話対応数 面談対応数369 9
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7．神奈川県教育文化研究所所蔵フィルム一覧

◎貸出期間利用日含め7日間 ◎費用無料 ◎予約受付045(241)3497

[､16mmフイルム･ 8mmフイルム・スライド〕

平和

戦略曝盤調査団による記録フイルムと今なお苦しむ被爆者の現状
を交錯させ、核廃絶を訴える。

1601.予言
（カラー41分）

広島のある高校の女学生たちが勤労動員の作業中に被爆。原爆の
恐ろしさを描いた戦後初の劇映画。

1602.ひろしま

（モノクロ100分）

1603.にんげんをかえせ
（カラー20分）

10フィート運動で人手したフィルムと今なお苦しむ被爆者の訴え

をおりまぜ、核問題の本質を問う。

1604.ひろげよう平和憲法
（カラー27分）

日本国窓法の成立とその背景を明らかにしながら、平和憲法の大

切さについて考える。

1605.もしこの地球を愛するならば
（カラー26分）

もし、核保有国がそれを使用したら、私たちの地球は一体どうな
るのか。今何をすべきかを訴える。

1606.歴史（核狂乱の時代）
（カラー116分）

第二次大戦から今日の核兵器配怖の実態をえぐり、被爆者の苦し
み、怒り、そして行動を描く。

1954年、太平洋のビキニ環礁でアメリカが水爆実験をした。海の
底の魚たちはどうだったのでしょう。

1607. トビウオのぼうやは病気です
（カラー19分アニメ）

大阪天王寺動物園の現代の平和な様子を見ながら、 40年ほど昔の
戦争で多数の動物が殺された史実をふり返る。

1608.ふるさとのどうぶつえん
（カラー24分）

被爆した少女が8月6日に初めて自分の生い立ちを聞かされる。

でも少女は力強く生きていく。

1609.ヒロシマのうた

（カラー皿分アニメ）

大空襲の日、体の弱い母は、 この子たちだけは生きのびて欲しい

と、炎の中に消えていく。

1610.おかあちゃんごめんね

（カラー25分人形アニメ）

戦争や核の恐怖のない平和なくらしをアニメと実写フイルムを折
まぜながら、世界に訴える。

1611. 100ばんめのサル

（カラー20分アニメ）

核問題の本質を科学的に、論理的に、 しかも子どもたちに分かり

やすく説明し、平和の尊ざを考える。
1612.核戦争
（カラー15分アニメ）

東京の小中学生､父母､教師、 140鵜が被爆地ヒロシマの地へ．．…．。

そして、人間の心と命を見つめる。
1613.東京・ヒロシマ子ども派遣団1986
（カラー31分）

7人の息子達が次々に職場へ。お母ざんはその度に息子の名前を
つけたキリの木を植え、－人帰りを待つが｡“．．,。

1614.おかあさんの木

（カラー22分アニメ）

1615.なっちゃんの赤い手ぷくろ
（カラー18分アニメ）

戦争の悲惨さ、平和の尊さを心の奥深<に訴える。

1616.おこりじぞう

（カラー27分人形アニメ）
核兵器の恐ろしさと平和の騨さを訴えた人形アニメーション。

戦争中、 「動物園の猛蹴を殺せ」と箙騨から命令がくだった。象を
何とか助けようとする三吉少年。

1617.象のハナ子
（カラー60分人形アニメ）

戦争で離ればなれになった母と子が盤犬の活躍で感動的な再会を

する。

1618.樺太犬ゴン太・母をさがせ
（カラー25分アニメ）

日の丸・君が代の強制化が進む中でその問題点を再び明らかにす
る。

1619.日の丸と君が代

（カラー32分）

･太平洋戦争下の上野動物園での実話をもとにつくられたアニメ映
画。

1620.象のいない動物園
（カラー81分アニメ）
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被爆したエノキを守り続ける子どもたち。平和と命の尊ざを描く
感動のアニメーション。

1621.ひろしまのエノキ

（カラー20分アニメ）

国語の教科害（小学校四年生用）のロングセラー教材の映像化作
品。戦時中のつらい運命に耐えてひっそりと、力強く生きていく
人間の姿を共感をこめて描く。

1622.-つの花
（カラー23分アニメ）

1623.侵略・マレー半島
教えられなかった戦争
（カラー42分）

日本軍は至るところで大虐殺を行い、残虐行為を繰り返した。そ
れは、 どうしても拭い去ることのできない歴史的事実である。

人権

1624.アパルトヘイトの子どもたち
（カラー30分）

南アのアパルトヘイト政策を人権の立場から世界に訴える。

傭緒障害児の少年の心の優しき、 クラスの子どもたちの友梢の美

しさを描いた児童劇映画。
1625.はばたけ明日への瞳
（カラー51分）

部落差別と障害者に対する差別の問題を子どもたちと一緒に学習
していく、人権啓発ドラマ。

1626.太郎のかがみ
（カラー56分）

同和地区出身でたくましく生きる義姉をもつ女子中学二年生が、
友だちを大切にし差別を許さない真すぐな心をもった子に育って
いくまでを描く。

1627.友子よ、晴れない霧はない
（カラー42分）

平和

日中職争時に日本車が中国で何をしたかを描いたドキュメンタリ
ー。一人ひとりに戦争責妊を問う。

1628.侵略巻1 ．巻Ⅱ
【8mmフィルム】(モノクロ60分）

小田原空襲の惨状を写真、絵、当時の体験者の話等で再現し、平

和の尊ざを訴える。 （西湘地区教組製作）
0001.小田原にも空襲があった
【スライド1(カラー53枚13分）

0002.太陽がおちた広島､長崎､第5福龍丸

【スライド] (カラー83枚13分）

広島、長崎、第5福龍丸、三たびに及ぶ悲惨な被爆の実態を明ら
かにする。

0003.ひろしまの絵
【スライド](カラー46fi15分）

広島市民が描いた、生々しい服爆の絵。

〔◆ビデオ(VHS)]

平和

101.証言南京は今も忘れない
（モノクロ15分）

日本軍による南京大虐殺の史実を豊富な資料で描く。

･沖縄戦の実写フィルムと現在の沖縄の姿をモンタージュしてその
実相を明らかにする。

102.沖縄戦。未来への証言
（カラー55分）

ヒロシマでの原爆投下で目の前で父、姉、弟が家の下敬になり死
んでしまうが、母とケンは力強く生きていく。

103.はだしのゲン I
（カラー90分アニメ）

原鯉孤児たちと明るく元気に生きるケン。 しかし、母の病気が悪

化し、やがて悲しい別れが。
104.はだしのゲン Ⅱ

（カラー90分アニメ）

被爆直後の広島に、放射能を含んだ黒い雨が。今なお死の影が生
き証人たちの背後に．"･ ･ ･ ･。

105.黒い雨にうたれてはだしのゲン成人縄

（カラー90分アニメ）

･原曝死した少女が残したものは、ボロボロに燃えつきたあこがれ
の女学校の夏服だけだった。

106.夏服の少女たち
（カラー30分アニメ）

ナチスの残虐の歴史をポーランドの子どもたちの絵と作文によっ
て再現した記録映画。

107.小さな証言者たち
（カラー20分）

原曝体験を描いた数百枚の絵を拙えて50日間23都市を旅する被爆
者。 ノーモア広島の声がアメリカへ。

108.これがヒロシマだ
（カラー50分NHK特架）

報道カメラマン沢田教一は賎前線で何を求めたのか。 5万カット

のフイルムから、彼の視点が解き明かされる。
109.カメラマン・サワダの戦争
（カラー50分NHK特集）
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110.そしてトンキーもしんだ

（カラー50分NHK特集）

太平洋戦争時代、上野動物園の3頭の象ジョン、 トンキー、 ワン

リーたちとの運命と人との交流を描く。

111.逗子・強制連行の隔跡

事前鯛査'92.5.30
（30分）

神奈川県朝鮮人強制連行真相調査団による池子、久木、沼間地区
の調査の記録フィルム。

112.ヒロヒマナガサキ

核戦争のもたらすもの
（46分）

科学的な視点から、被爆者の証言もまじえ、原爆被爆の総合像を
描いた記録映画。

113.原蝿の子
（モノクロ96分）

広島における原爆の愚かしい惨禍について語り、反戦平和を訴え
る映画。

114.東京大空襲
（カラー50分NHK特集）

あの惨禍を生み出したのは米軍の日本焦土作戦だった｡｢東京大空
襲の爆撃命令普」とその記録フイルム。

115.農民兵士の戸がきこえる
（カラー50分NHK特集）

岩手県の農村の納屋から、戦場の兵士が故郷の恩師に送った7000

通の軍事郵便が発見きれた。

116.火垂るの墓
（カラー90分アニメ）

神戸大空襲で消太と節子の兄妹は二人きりに。 4歳と14歳で生き
ようと思ったが． ‘･“．。

117.パパママバイバイ

（カラー75分アニメ）

横浜市で起きた米軍機墜落事故をもとにアニメ化。平和、命の大
切さを問いかける。

沖縄戦の40周年記念作品。子どもの頃地獄の戦場をざまよった
人々の生々しい証言をもとに、沖縄戦の実態を子どもにまとをし
ぼって描いた作品。

118.戦増ぬ童（いくさばぬわらび）
（カラー・モノクロ26分）

戦場に七人の息子を送りだした母は、息子たちが手柄を立てて、
無事に戻って来ることを祈るが。平和を願い子どもを思う母親の
愛を描いた作品。

119.おかあさんの木
（カラー22分アニメ）

太平洋戦争開始・学童疎開・東京大空襲・家族の離散。戦争の残

酷さと共に、気丈に生きぬく子どもたちの姿を描く。

120.うしろの正面だあれ

（カラー90分アニメ）

121.クロがいた夏
（カラー80分アニメ）

戦争という時代のなかで子猫の生命を守るために力を会わせる子

どもたちと家族、その生命を一瞬にして原爆が……。

原爆投下3日後、広島に路面鯉車が走った。あどけない少女の車
掌が乗務して．…． ．。

122.ヒロシマに－番電車が走った
（カラー30分アニメ）

123.シンドラーのリスト上・下2巻
（モノクロ195分字幕スーパー）

第二次世界大戦下のポーランド。千人を越すユダヤ人の命をナチ
の手から救った男の実話にもとづく再現ドラマ。

小6のとも子は、広島の平和公園で不思議な少女トモコと出会う。
未来の大人たちに核兵器の恐ろしき、平和づくりへ自ら参加する
ことの大切きを訴える。

124.つるにのって

（カラー27分アニメ）

なぜ原爆がつかわれたのか。なぜヒロシマだったのか。人間はど
こへ向かって走っているのか。戦後50年、 ヒロシマの答がここに
ある。広島平和教育研究所制作。

125.カウントダウン

（カラー・モノクロ30分）

126.あの忘れない日

一川崎大空襲1945年4月15日
（カラー~モノクロ,0分）

･戦後50年をむかえ、学亜疎開・川崎大空襲の証言をもとに、平和
の尊さを考えようと訴える。

127.なっちゃんの赤い手ぶくろ
（カラー18分アニメ）

･戦争の悲犠ざ、平和の尊さを心の奥深<に訴える。(16ミリフイル
ム有り）

128.対馬丸一さようなら沖縄一
（カラー75分アニメ）

対馬丸とともに海のもくずと消えた子どもたちの姿を描くことに
よって戦争の非人間性を告発したドキュメンタリー・アニメ。

東京を火の海にした大空襲だって母と子の愛の絆を焼きつくすこ

とはできない。昌男君一家と野良猫一家の必死の姿を描く。

129.猫は生きている

（カラー75分人形アニメ）

戦争や核の恐怖のない平和なくらしをアニメと実写フィルムを折
まぜながら、世界に訴える。 (16ミリフイルム有り）

130. 100ばんめのサル

（カラー20分アニメ）

ハトを助けたベローはお礼に兵隊の出る卵をもらう。ある日戦争
が起こって･･･ ･ ･･･ 1930年制作、半世紀ぶりによみがえったアニメ。

131.煙突屋ペロー
（モノクロ23分影絵アニメ）
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原作は野間宏の同穐の小説。軍隊生活をリアルに描いた屈指の反
戦映画。

132.真空地帯
（モノクロ]29分）

核

全而核戦争から一週間後の地球の惨状を実写フィルムや特撮で描
き核の恐ろしざを訴える。

201.核戦争後の地球〔第1部地球炎上〕
（カラー30分）

･核戦争による死の灰が畏期的に生態系に影騨し、地球環境を破壊
していく実態を拙く･

202.核戦争後の地球〔第2部地球凍結〕
（カラー30分）

彼らは太陽が西から昇るのを見た。 もう一つの被爆を描く、衝撃
の問題作。

203.第五福竜丸
（モノクロ115分）

人権

いじめの問題を真正面からとらえ、命の蝋き、心のやさしさを考
えきせる。

301.やがて…春

（カラー105分）

住井すゑ原作の小説を基に映画化。被差別部落民の生活を部落完

全解放を求める視点から力強く描いた作品。
302.橋のない川
（カラー139j})

1992.6.19イン武道館「橋のない川」第7部出版記念講演会の完全

収録。
303.住井すゑ「九十趣の人間宣言」
（カラー90分）

中学生たちが、命の飽きに気づくには「素直に話し合い、理解し
合うことが大切」 と訴える。

304.中学生激競ドラマ「いじめ」
（カラー45分）

士農工商の更に~ﾄに身分がつくられた江戸時代。窮状を直訴した
ため処刑される一家。少年長松の兄妹愛を描く。

305.べろ出しチョンマ

（カラー15分アニメ）

306.いじめよ、 とまれ1

－心のケガには笑いの花を－
（カラー30分) 96年制作

ランキン・タクシーさんが出演と歌。オペラ歌手の中島啓江きん

も特別出演。いじめを越えていく道をつたえている。小学生向け。

307.｢子どもの権利条約」を子どもへ／
～ランキン・タクシーとラップで歌おう～
（カラー30分) 94年制作

ランキン・タクシーさんの歌に乗せて子ともの椎利条約について
やきし<解説。子と’もの権利条約の入門に適す。小・中学生向け。

北の大地、北海道の先住民アイヌ･･ ･時代とともに変化をしながら

今に生きるアイヌ文化の姿を分かりやすく紹介している。
308.アイヌ文化を学ぶ
（カラー30分／二ケ1瓦1語）

｢えた｣身分をはじめとした近世身分制の成立とその役割、被差別
身分の人々の生活と文化、解放への闘いを描く。(原始社会から近
世封建社会の崩壊まで）

309.日本の歴史と部落問題回前近代編
（カラー60分）

明治維新の資本主装、天皇制国会の形賎・確立の過程での被差別
部落の差別強化、部落問題の社会化と共に、水平社による解放運
動を描く。 （明治維新から15年戦争まで）

310.日本の歴史と部落問題回近代絹
（カラー60分）

戦後民主主義下での部落差別の状況その後の同和事業、同和教育

の展開、 さらに部落解放の展望等を描く。
311.日本の歴史と部落問題回現代絹
（カラー60分）

－9(〕－



歴史・社会

401.昭和の妃録～映像でつづる激動の昭和史～全32巻（各巻・約50分）

(1)荘あける昭和の時代 (13)簿和条約調印

（大正～昭和3年/1912～28年) (昭和25．26年/1950'51年）

(2)銀座の柳と単靴の響き “独立はしたけれど

（昭和4～7年~ '1929～32年) (昭和27･28年~ ~'1952 ' 53年）

(3)非常時日本 ⑮政界再網と神武景気

（昭和8～12年1933～37年) (昭和29･30年/1954.55年）

(4)日中全面戦争 (16)もはや戦後ではない

（昭和13～15年~~ ~1938～40年) (昭和31 ･31年, '1956' 57年）

(5)太平洋戦争勃発 (1力消費革命の時代へ

（昭和16年/1941年) (昭和33･34年/1958･59年）

(6)緒戦の勝利 u帥安保闘争と高庇成憂

（昭和17年/1942年) (昭和35･36年/1960･61年）

(7)迎合軍総反撃 (11先進国への道

（昭和18年/1943年) (昭和37･38年,'1962･63年）

(8)敗色日々に濃し ”東京オリンピック

（昭和19年/1944年) (昭和39'40年/1964･65年）

(9)戦争終結 剛経済大国をめざして

（昭和20年/1945年・戦中) (昭和41 ･42年/1966･67年）

00)無土の中から 鰯昭和元禄

（昭和20年/.1945年.戦後) (昭和43 . 44年/1968･69年）

(11)占領と民主化への歩み 卿繁栄と公害のなかで

（昭和21 ．22年~1946．47年） （昭和45 ． 46年／1970.71年）

⑫再匙の道けわし “｢列島改逝」 と石油ショック

（昭和23．24年,~ '1948･49年) (昭和47 ． 48年/1972,73年）

鰯高痩成長の終駕

（昭和49 .50年/1974~75年）

鯛混迷の時代へ

（昭和51 ･52年/1976･77年）

鰯景気低迷と省エネルギー

（昭和53. 54年/'1978‘ 79年）

鯛経済摩擦と防衛問題

（昭和55.56年/1980･81年）

卿東西緊張と黒字国日本

（昭和57.58年／1982.83年）

軸貿易摩擦と備報化社会

（昭和59.60年/1984'85年）

鋤円高・国際化の中の日本

（昭和61 ．62年／1986 .87年）

鯉昭和から平成へ

（昭和63．64年／1988‘89年）

昭和天皇の即位で始まった激動の時代。円タク、モボモガ、金融
恐慌等の昭和初期を貴箪なフィルムでたどる。

402.昭和の挺生

（カラー50分NHK特集）

403.日本中古品
（カラー50分NHK特集）

中古衣料、使い古されたタイヤ、 自勤車エンジン、 自動車がアジ
アの国でどのように売られているのか。

404.焼き鳥までがタイ国産
（カラー50分F田K特集）

アジの開き、焼き鳥など日本の伝統食までが、 タイから輸入され
ている。外食産業の影響を追跡。

405.想定ドキュメント輸入食料ゼロの日
（カラー80分NHK特集）

食料輸入がとだえたら…1年後には3000万人が餓死するという数
値が算出されるまでを想定したドキュメント。

406.再会～35年目の大陸行～
（カラー50分NHK特集）

3,000人を超える残留孤児がまだ中国に残っている｡肉親捜しの手
がかりを求める紀行。

昭和43年、あるぜんちな丸がブラジルに向かった。その名簿をも
とに移住者たちの20年を追うドキュメンタリー。

407.移住20年目の乗船名蝿
（カラー前網70分・後縞60分NHK特集）

自然科学

501.悲劇の巨鳥
～アホウドリはよみがえるか～

（カラー50分NHK特集）

絶滅の危機にさらされている巨烏アホウドリ、雄大悲舞とユーモ
ラスな生態を紹介。

昭和58年5月26日。秋田県沖地震によって津波が日本海沿岸の町
を襲った。その瞬間を記録した映像を再現。

502.目撃された大津波

（カラー50分NHK特集）

アイヌ語で大変美しいという意味の「シマニタ」から名付けられ
たという四万十。 日本鰻後の清流を追跡。

503.土佐・四万十川
（カラー50分NHK特集）

504.これが鯨だ

（カラー50分NHK特集）

現在、地球で殿大の生物「鯨｣､話題の生物「鯨」を棟々な角度か
ら考える。

505.あかちやん

～0議児からのメッセージ～
（カラー45分NHK特典）

誕生直後から「学習準備」をしている0歳児。その繊細な心理の
発達過程の1年間を、科学的に解明。
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学校・教育

601.日の丸と君が代
（カラー32分）

君が代の強制化が進む中でその問題点を再び明らかにする。

非差別部落出身者や在日外国人などさまざまなハンディを負った
生徒たちが「自分の境遇を語る」活動を通して、荒れた学校を立
て直していく。

602.伝える言葉～大阪府立柴島高校～
（カラー50分）

603.旅立とういま

～こずえさん20韻の青春～
（カラー60分NHK特集）

サリドマイド禍で両腕を失った少女が、苦難を乗り越えて社会に

はばたいていく青春の14年間を継続取材。

604.のぞみ5蛾
～手さぐりの子育て日記～
（カラー45分NHK特集）

「幸せです」 と微笑み、語る全盲夫妻の子育て記。優しくも、強
い絆に結ばれた3人の歩んできた道とは。

605.こどもたちの食卓
～なぜひとりで食べるの～
（カラー50分NHK特集）

こどもたちの心と体を蝕む｢孤立化現象｣｡1,000枚の絵が物語る意

外な実態。

605.エイズの防衛をいま
～エイズは予防できる病気です～
（カラー150分）

1992年3月に開催された財団法人「エイズ予防財団」主催のシン

ポジウムの記録。※ダビングでの活用を目的とする。

生徒に体罰を与えたことによって表面化する教員室での人間ドラ

マ。教師の姿とは、学校の在り方とは。

607.ドラマ教員室

（カラー60分NHK特集）

東京・下町の夜間中学校。様々な境遇、槻々な年齢の生徒が学び、

そこで教えることに傭熱をそそぐ先生がいた。

608.学校
（カラー129分）

作文集「やまびこ学校」が原作。綴り方教室を通し、中学二年生

の姿を生き生きと描く。
609.やまびこ学校
（モノクロ105分）

教室で犬を飼ったために、様々な弾圧が。黒やわんぱくたちや｢わ

んちゃん先生」の記録。
610.白と黒とわんぱくたち
（カラー83分）

ひそかに先生の成績をつける吾郎と、学級の腕白たちと、新任の
先生との裸のつきあいから、生きた教育とは何んであるかを描く。

611.先生のつうしんぼ
（カラー93分）

京浜工業地帯のK市。明るい少年と気管支喘息の少女とのかかわ

りから「生命の尊き」 「友情」の大切さを訴え、時代の歪みを問う。
612.ともだち

（カラー90分）

日教組「勤評闘争」の一環として全組合員の意志を結集して作ら

れた作品。原作は佐賀県教組を舞台とした石川達三の同名の小説。
613.人間の壁
（モノクロ145分）

1999年国旗・国家法の成立したことをうけ、 「日の丸・君が代｣が
背負ってきた歴史を中立の立場から正確に理解するための作品／
幕末・維新期から法制化まで。

614.高校生のための「日の丸・君が代」
（カラー23分）

学校からはじまる男女平等への道という視点から、様々な形で取
り組んでいる学校の実践を集めたビデオ。性別にとらわれないで
考え行動することで、差別意識をなくすことを求めている。

615.ジェンダー・フリー

（カラー37分）

薬物

701．シンナー・インベーダー

（蝕まれる心と身体）
（カラー20分）

中学生のシンナー乱用者を通じて、身体にと’のような弊害をもた
らしていくかを克明に解説している。

702.ことわる勇気（シンナーの驍惑）
（カラー30分）

読本(健康に生きようPART4)を映像化したもの。中学生のシン

ナー問題に対する対応をドラマにしてある。

703.恐ろしいシンナー・覚せい剤

（その依存症と鞘神障害）
（カラー21分）

専門医の解説と乱用者による体験談等、薬物乱用の恐ろしきと薬
物問題が社会問題化していることについて学ぶ内容である。

豚をキャラクターにしたシンナー乱用の不良グループに対して正
義の美少女が現れ、一寸法師のようになって豚の体内に入り、 シ
ンナーに侵された状態を説明していく。 （中学生向き）

704.ダメゼッタイ

（シンナー団をやっつけろ）
（カラー30分）

薬物乱用に対するQ&A方式のビデオ。大麻は本当に害があるんで
すか？他人に迷惑を掛けなければ問題ではないですか？一回だけ
なら…？こうした質問に答えます。

705.薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ｡」
（カラー20分）

パソコンによる知識学習の形式を取り入れCG(コンピュータ・グラフィ
ック)で、薬物乱用の知識を学習し、心身への影騨を動物実験を通して身
につけさせる。アニメーションも取り入れてある 。 （小・中学生向き）

706.「ダメ。ゼッタイ｡」マリファナの恐怖
（カラー18分）
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707.大麻(マリファナ)はなぜ恐ろしいか
（カラー20分）

動物実験を通じて、大麻の人体への悪影響、乱用による弊害を解
説している。

708.プレイン・クラッシャーノ

（覚せい剤は君の脳を破壊する）
（カラー22分）

アニメーションとコンピュータグラフィック(CG)を取り入れて
覚せい剤の乱用が小学生まで拡大していることを示し、その恐ろ

しさを解説している。

シンナーの乱用により、中学生が交通死亡事故を起こす。これを
契機に同級生がシンナーについてグループ研究し、 まとめてロン
グホームで発表するというもの。

709.鯉康に生きよう

読本(健康に生きよう。PART2)を映像にしたもので、シンナー
の乱用の少年を抱える家族がカウンセリングを受けながら、 これ
を克服していく過程をドラマで描いている。

710.薬物乱用と家族

鯉康に生きようPART2

環境

801.戦後50年その時日本は

「チッソ水俣工堀技術者たちの告白」
(NHK95.7 ｢1 50分）

･ 1956年4月21日､6才の幼女の診断に始まる水俣病の原因は､チッソ
水俣工場の付属病院院長細川博士のネコ実験や熊本大学医学部の
研究でも､水俣工場の排水にあることは明らかになりつつあり、ま
た工場技術者たちの研究でも実証されつつあったが､工場排水は
流され続け､水俣湾から、ざらに不知火海にまで流され続け､患者
は増え続けた｡その経過の其実が多くの証言を通して語られてい
る･

①押し寄せる化学物質②環境アセスメント／開発はチェックで
きるか③ゴミ果てしなき戦い④企業静かな革命（あと12分の
ところで中断）

○ワインボトルが溢れだす
NHK98.10/1リサイクルをめぐる問題､現実の難しい問題の構造
を説明

802.シリーズ環境問題
(NHK98.6)

803.地球加熱

-2048年からのメッセージー
1988年、 ノルウエイテレビの未来予測。 2048年から1988年当時、
世界は問題をどれくらい自覚していたか、合間に2048年の仮想的
ニュースを報道しながら、 1988年を回顧する形で語られている。
中学生にも分かりやすく、そして、すでに1988年、問題は激しく
指摘きれていることが示きれている。たいへん印象的である。

阪神大地震の年の5月、 日本列島に地震の多いわけを、分かりや
すく説明している○阪神大地震のことも実際の写真やCGを駆使し
て説明している。中学の理科の教材として好適｡

804.日本の地下で何が起きているか

(NHK95.5/19,60分）

①農業の近代化で失われたもの 5’'18
②逝伝子多様性を取り戻せ 5/19
日本の食梱自給率が非常に低下している状況を考えつつ、食粗を
めぐる問題を総合的に考えるのに良い資料。

中学・高校の総合的学習に有用。

805.食糧に未来はあるか
(NHK98)

薬好きの日本人の薬万能の傾向へ警告。今日の医学の限界を語る。
病原菌が薬への耐性を短期間に護得していく神秘のメカニズムを

面白く表現。

806.脅威の細菌MRSA
スーパー病原菌の脅威(NHK97)
(NHK92. 11/ll)

化学兵器の歴史、 イラクの灘ガス生産計画に群がる世界の企業。
兵器開発に協力する学者と企業。蓄積された化学兵器の廃棄に苦

慮する大国の現実。

807.化学兵器一終わり無き悪夢一
(NHK92． 1215 50分）

808.失われた緑のデルタ
(NHK96.2'5 45分）

1995年、石抽資本と結託したナイジェリア軍事独裁政権の横暴ぶ

りを告発。

809.海知られざる世界
一奇跡のバランスの崩れる時一
(NHK98. 12' '20 50分）

地球環境の巨大な緩衝装瞳であった海が、その作用を失いつつあ

る現実を審告。

810.①瓜生島の伝覗
(NHK90,619 15分）

別府湾に昔存在した大きな島が､そこにあって栄えていた港町と
ともに､地震によって崩れ水没したという伝説を科学のメスをい
れて実証｡②検証神奈川県西部地溌(NHK93.5/3025分)神奈川県
西部地震､通称小田原地震の可能性とメカニズムを分かりやすく

説明｡③90年7月の九州熊本､大分の水害(NHK90.7)植林された杉
林が集中豪雨によって流出し水害の被害を深刻にした事実を説明。

811.チェルノブイリ原発事故

一隠された事実一
(NHK8｣15 &i5分）

チェルノブイリ原発事故は、原子炉に構造的欠陥があったことも
事実であるが、直接に事故の原因となったのは、二つの活断層の
接点にチェルノブイリ原発があり、そこでの直下型地震が直接の
引き金になったという。デンマークの研究者らの報告。他の原子
炉も危険な状況にあると云われているとき重大な警告。
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812.①豊かな島のゴミ騒動
(91年5月 60分）

山陽放送制作の番組を優秀作品としてNHKが紹介し放映したもの。
瀬戸内海の小豆島近くの風光明媚な豊島(てしま)が､産業廃棄物
業者が､ゴミを利用してミミズを養殖する施設を造り、島に新たな
産業を誘致し､島起しをするというウソにだまされて10万トン以

上の産業廃棄物を持ち込まれた｡中には外国からの猛誰物質もあ
る｡許可した県当局は法規上では問題はないと対応を拒否｡その経
過を克明に記録している｡②産廃処分場(NHK98.760分) ･全国各
地で起こっている産業廃棄物処分場問題を取り上げ､賛否両識を
取り上げて考えさせる｡中学･高校の総合的学習の資料として好適。

813.①生ゴミ再生
(NHK98､9'30 45分）

自治体による生ゴミの堆肥化が次々と行き詰まる中で､ある農家の
創意に満ちた生ゴミの活用の実際を紹介｡行政側でも発想の転換が
始まっている。とかく絶望的になる環境問題の中で希望の見えるエ
コテクノロジーの例｡②家庭のゴミはこうして減らす－日本とドイ
ツの徹底比較-(NHK99.111)･ドイツの先見的な思い切った政策
と国民への教育の成果の紹介③海はだれのものか(NHK99.ル12)
ダイビングや釣りを楽しむ人々と専門の漁民との間の争い､価値葛
藤の一つの例として中･高校でのデイベイトのテーマに適当。

814.①土地は汚染されていた

－宙に浮く工喝跡地の汚染一
(NHK98.1214)

工場によって汚染されていた土地が､そのまま売買きれ､後で責任の
所在が不特定多数となって､関連業者は責任のがれの発言をして問
題の解決が宙に浮き困っているという例が全国的に多数存在する。
公共用地の場合も汚染きれているが､財政の窮乏に苦しむ公共団体
は調査の費用の捻出も難しい｡汚染の経緯を示す記録もほとんと’無

いのが実態である｡欧米では積極的に対応している｡②全国各地の事
業所の内外の土地が地下水も含めてトリクロで汚染されているすさ
まじい実態基準値の16000倍の汚染｡(終わりの数十秒中断）

日本はかつては産業の廃液を大量に海に投棄していた。豊かさの
裏に、かならず出てくる大遼の産業廃棄物は各地でうずたかく山
のように積まれている。海にも山にも行き場はない。 96年の時点
ですでに大問題に恋っている。そして年々深刻になっている。こ
れは世界の先進国の大問題でもある。 と'うすればよいのか。化学
的知識があると問魑の深刻さが一層鮮明になる。 高校生向け。

815.産業廃棄物
一ハイテク日本まったなしのゴミー

(NHK96_3/3 50分）

816.衛星から見た地球

(NHK92.12'13 60分）

1968年12月、アポロ8号から初めて宇宙から見た地球の写真が送

られてきた。以来人類は宇宙に浮かぶオアシスのような天体とし
て地球を意識するとともに、地球環境の様々な問題を宇宙から探
求するようになった。全く新しい視点と方法で、地球が観測され
るようになった。そのすばらしい進歩と成果の紹介。

817.「チャールズ皇太子地球環境への据言」
(NHK海外ドキュメンタリー（英国）

90.10!/24 45分）

･地球の環境の状態とそれをどう改善していったらよいか、農業も
今のやり方でよいのか。科学技術と人間の関係の在り方等、重要
な問題がいろいろ提示され提言がなされている。 1990年の提言で

あるが世界的に見て対策はあまり実行されてはいない。意識もそ
れほど高揚してはいないように思われる。

818.｢地球の温暖化」
(NHK海外ドキュメンタリー（英国）

90,10''26 45分）

温暖化の問題は、今日問題にきれていることが既に厳しく指摘き

れ早めに対応しないと手遅れになると警告きれているが、世界の
足並みは揃ってはいない。温室効果気体を排出しない原子力発電
に期待が向けられるが、 これも問題が多い。総合的に考える資料。
総合的学習の資料。 中・高校向き。

①｢破壊から再生へ｣:特に韓国のセマウル運動(国をあげての緑化運
動)について由来と実際､その成果について貿重な映像がある｡②｢緑
を消した文明｣:トール･ヘイエルダール氏が各地の深刻な森林破壊の現
地に立っての破壊の経過説明がある｡環境保全の運動家達の攻撃と製

材業者達の言い分｡スカンジナビアでは対立は長期的な生産と管理の
計画により対立はほとんどない｡イースター島の自然破壊の歴史､文明
消滅の歴史は衝撃的である｡各地の森林再生の試みも紹介されている。

819.｢世界の森は今･･･」
(NHK海外ドキュメンタリー

（ノルウェイ）98．6～7月各45分）

③「植林が世界を救う」 ： ノルウェイは永い年月をかけて計画的
に植林を続けてきたので今豊かな収穫があることの紹介、酸性雨

の影響も継続的に調べている。ブラジルのユーカリの農園経営の

実際も紹介されている。 ④「森はだれのもの」 ：森と人間の共
存の方途を探る。プルントラント首相の言葉でしめくる。

820.｢世界の森は今…」
(NHK海外ドキュメンタリー

（ノルウエイ）98.6～7月各45分）

①｢と｡うするダイオキシン汚染｣(NHK97.33130分)ゴミ処理場で
発する猛謹物質ダイオキシンをどうするか｡各自治体の努力と苦悩
の様子。②｢調査報告ダイオキシン汚染｣(MHK97.10550分)ダイ
オキシンは人体にいかに有害か｡愛媛大学農学部でのこれまでの研
究成果からの詳細な報告。

821.ダイオキシン
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②｢環境ホルモンと生殖異変」(NHK97,11/21 50分)長崎大学での
魚の調査、日本海側でのバイガイの漁盤異変､ほとんど取れなくなっ

た。フロリダの沼地でのワニの数の激減、 イギリスのコイ（ローチ）

のメス化、多摩川のコイのメス化など墨うべき実態の紹介③生活ホ
ットモーニング｢環境ホルモン」(98.5／29 50分)いろいろ情報があ
るが本当のところはと．ういうことか｡井口泰泉教授の話｡研究で明ら
かになったこと、 これから研究が産されようとしていることなどの

紹介。

822.環境ホルモンについて

①｢震災は繰り返す｣(NHK海外ドキュメンタリー(英国)99.122
45分）アメリカ、 メキシコの地震と災害、そして日本の阪神淡路
大地震を例にして、地震に対する人間の忘れっぽい態度への警告。
防災教育の資料として貴重。②｢地震予知への挑戦」 (NHK海外
ドキュメンタリー（英国）99，25 45分）始めにクラカタウ火山

の噴火に伴う大津波の経験者の話。 1700年に起こったと推定され

るシアトル付近のカスケード山脈に起こった巨大地震と津波の話

など。

823.防災について

824.「ネバダ核実験の砂漠」
(NHK海外ドキュメンタリー

（アメリカ) 99.3/ 10 45分）

アメリカの核実験を推進しようとするグループが、近くの住民の
犠牲を顧みず実験を繰り返した事実の経過。責任者ノリス・プラ
ッドレー（1998年没）は故意ではなかった、それに被害は大した
ことはなかったと強弁していたが、息子の夜目が、放射能がそち
らへ流れていくから急いで逃げよという勝告を受けたと告発。椎
力の非情さを告発したドキュメント。

．①｢20世紀の巨大穀物商社｣(NHK99.ル24 60分)世界の穀物市場
を牛耳る穀物商社カーギル社の実力｡膨脹しつつある中国の食肉
市場とそれに関連する穀物需要の膨脹の圧力｡②｢大地と水は人間
を擬えるか｣(NHK 99.131 60分)アメリカの穀倉地帯が地下
水の枯渇や土の疲弊によって危機的状況にあること､アメリカの
農業の変化についてのレスター･ブラウンの意見｡アメリカと同様
の土の変化が起こっているカザフスタンの農地の実情｡フルシチ
ョフの進めた大開拓､大増産政策の下での単作農業による風食､水
不足､土の劣化､塩害など｡インドでの｢緑の革命｣も初めは目覚し
い成功に見えたが､1980年代になると､排水を考えない水のやり過
ぎによるウォーターロギング(農地の水びたし)､肥料のやり過ぎ
による塩害が起こってきた。

825.｢世紀を越えて」シリーズから

826.｢世紀を越えて」を読む
(NHK99.2月 45分）

9の①②の内容に関連して日本の問題に焦点をあてて考える。

827.①｢殖えすぎたオーストラリアのウサギ」
(NHKビデオ 45分）

･イギリスからオーストラリアに移住した人々が､狩猟用に持ち込

んだウサギが､天敵がいないために猛烈な勢いで殖えて､牛や羊の

餌を奪う害獣になり困っている現実と排除されてさまよう哀れな

ウサギの姿｡自然のバランスを人間が壊してしまった深刻な実例
の紹介｡小･中学校で環境問題を考えるときの資料として好適｡②
「殖えすぎたシカ」(NHK94年11月 30分)日本でもシカが殖えて
植林にとって大変な脅威になっている｡時には冬の豪雪で餌不足
になり餓死するシカが続出し､ヘリコプターで餌を空輸すること
もあるが､殖えすぎて間引きの射殺をすることもある。

828.薬害エイズについて

①「何がエイズの被害を拡大させたか」
(NHK96.6月 30分）

防がれるはずのエイズの薬害、血友病患者への血液製材にアメリ
カのエイズ患者の売血が混入していた。その事実を知りながら対
応が非常に遅れた。その事悩を追求している。②「薬害エイズー
ミドリ十字に何があったか一」(NHK 96.8/26 39分）ミドリ十
字の首脳陣は後に自分達の意図的な誤りを土下座して患者に謝っ
た。 しかし、患者の血液の中に入ったエイズのウイルスは消滅す

るわけではない。そして若実に忠者は死んでいきつつある。 ミド
リ十字は何をしたか。 とかく忘れられがちな事実の記録。③「椎
威の犯罪阿部英容疑者と薬害の椛図」(NHK96.9/5 30分)関

係者の証言から、阿部英容疑者は、エイズのウイルスが混入して

いることを知りつつ患者に血液製材を注射していたのは事実であ
るらしい｡なぜそんなことが起こったか｡その原因の追求｡④1999
年2月9◇午後7時のニュースから フランスのエイズの問題

助埼玉県生態系保護協会が制作

小3～中3までを対象に環境問題を分かりやすく解説したビデオ。
829.環境問題ってなあに？
（カラー20分）

830.地球汚染第1部
大気に異変が起きている
（カラー60分NHK特集）

地球を激変させる大気異変や深刻な海洋汚染問題が多発。
人類が考えなければならない未来への緊急考察。
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831.地球汚染第2部
海はひそやかに警告する
（カラー50分NHK特集）

(同上）

欧州全体を汚染したチェルノブイリ原子力発踊所爆発事故。汚染
状況を追跡し、核の恐ろしさを見つめる。

832.鯛査報告チェルノブイリ原発事故

（カラー50分NHK特集）

40年ぶりに発見された壁にくっきりと残る染みと様々な証言から、

黒い雨の成分を化学分析。
833.黒い雨～広島・長崎原爆の謎～
（カラー45分NHK特集）

下水が飲料水に変身する。塩素や活性炭を加え、かろうじて維持

きれる都市水道の実態と将来を探る。
834.あなたはこんな水を飲んでいる

（カラー60分NHK特染）

その他

雑木林が多かった数年前の武蔵野の森に住む動物と人間との出会
いを描く。 日本の自然の魁かさに気付く作品。

901.となりのトトロ
（カラー86分アニメ）

自然を征服し、繁栄を極めた人類が戦争により産業文明を破壊す
る。それから1000年後、少女が自然とともに生きながら、未来の
地球を救うために立ち上がる。

902.風の谷のナウシカ
（カラー116分アニメ）

地球が限りある世界と判って以来、失われてしまった憧れや冒険

といったものを復椛きせる物語。

903.天空の城ラピュタ

（カラー124分アニメ）

904.平成狸合戦ぼんぽこ

（カラー119分アニメ）

･棲む土地を失う危機に瀕すたタヌキたちが、先祖伝来の化ける能

力を使って人間どもに戦いを挑む。

アシタカと呼ばれた勇敢憲子がいた。 自然を愛した若者であつ
･深い森に棲む獣に育てられた「もののけ姫｣｡人間ともののけ
の戦いを描く。

千…。／し

昔
た
と

905.もののけ姫

（カラー133分アニメ）

〔◆パネル〕

1 ．原水爆の惨禍ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ（16枚組）

2． ヒロシマ・ナガサキ（20枚組）

3．戦争と平和の実物資料（16枚組）

4．写真でみる川崎の空襲（13枚組）

5．大韓民国独立紀記念館展示写真（21枚組）

制作・広島平和教育研究所 1995年

6．侵略一中国から見た日中戦争一（25枚組）

制作・湘南教職員組合 1996年

7．組写真「相模湖・ダム」 （28枚組、含む資料3枚）

制作・湘北教育文化研究所 1998年

8．石けんでやさしいくらし （20枚組）

制作・日本婦人会職 1992年
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－貸出しのご案内一

1 ．貸出しを受けるには

神奈川県教育文化研究所に電話で予約するか、直接ご来所下きい。

・フイルム等の題名、借用期間、借用団体名、責任者名をお知らせ下さい。

・貸出し時には、 「認め印」をご持参下さい。

2．貸出し点数及び期間

同時に借りることのできるフイルム数は、 5点までです。

貸出し期間は、貸出し日と返却日を加え7日以内です。

3．費用

無料です。また、 フイルム等を利用きれる際も、無料で上映して下さい．

備 考

①返却時には、所定の報告書を提出して下きい。

②借用期間を守り、使用後はすみやかに返却して下きい。

③借用フイルム等については、使用責任者を決め、取扱いに注意して下巻い。

④資料を損傷・紛失した場合は、その損害を賠償して頂く場合があります。

神奈川県教育文化研究所

〒220-0053横浜市西区藤棚町2-197神奈川県教育会館1階

TEL･FAXO45-241-3497
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8. 1999年度神奈川県教育文化研究所・各種名簿

<理事＞ 理事長小中儀隆 <研究評議員＞ 議長金原左門

氏 名

小中儀隆

金原左門

松井 堅

東野陽子

伊藤博彦

坂本英登

那谷屋正義

飯泉功一

山田喜代司

吉冊正和

矢納直彦

竹村雅夫

島崎能充

倉本窓一

小関 満

所 属

神奈川県教職員組合執行委員長

中央大学教授 研究評議会議長

神荊l l県教育公務員弘済会理事長

前神奈川県議会議員

神奈ll l県教職員組合 執行副委員長

神奈川県教職員組合 執行副委員長

神奈川県教職員組合書記長代理

神奈川県教職員組合書記次長

横浜市教職員組合 執行委員長

川崎市教職員組合 執行委員長

三浦半島地区教職員組合執行委員長

湘南教職員組合 執行委員長

湘北教職員組合 執行委員長

中地区教職員組合 執行委員長

西湘地区教職員組合執行委員長

氏 名

金原左門

滝沢正樹

窩山和夫

市川 博

宮島 喬

黒沢惟昭

木谷要治

宮島郁子

菅 龍一

林 洋一

府川源一郎

高橋和子

広瀬隆雄

浅見 聡

田中奈緒子

安斎義昭

湯舟妙子

川口珠江

長部 泉

門倉慎児

浜田 基

上薗孝夫

鍛冶邦彦

佐野智子

橋本 晋

所 腐

中央大学教授 政治学

関東学院大学教授 社会心理学

関東学院大学教授 経済学

横浜国立大学教授 教育学

立教大学教授 社会学

東京学芸大学教授 社会教育学

鎌倉女子大学教授 教育学

雑誌「ひと」元編集委員

児童文学作家和光大学諦師

白百合女子大学教授心理学

横浜国立大学教授教育学

横浜国立大学教授教育学

桜美林短期大学助教授教育行政学

東海大学講師 哲学

鎌倉女子大学専任識師心理学

神奈川県議会議員

元神奈川県教職員組合副委員長

横浜市教育文化研究所理事

横浜市教職員組合 教文部長

川崎市教職員組合 教文部長

三浦半島地区教職員組合教文部長

湘南教職員組合 教文部長

湘北教職員組合 教文部長

中地区教職員組合 教文部長

西湘地区教職員組合教文部長

<顧問＞
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露木喜一郎

三好新次

坂東忠彦

繁里 昭

第6代神奈川県教職員組合執行委員長

第4代神奈川県教職員組合執行委員長

第11代神奈川県公立小学校校長会会長

第8代神奈川県教職員組合執行委員長



第一研究部「教育課程・方法研究委員会」

部長府川源一郎

第二研究部「教育政策と学校づくり研究委員会」

部長富山和夫

氏 名 所 属 氏 名 所 属

市川 博 横浜国立大学教授 教育学 富山和夫 関東学院大学教授 経済学

鎌倉女子大学教授 教育学 宮島 喬 社会学木谷要治 立教大学教授

横浜国立大学教授 教育学 東京学芸大学教授 社会教育学府川源一郎 黒沢惟昭

桜美林短期大学助教授教育行政学高橋和子 横浜国立大学教授 教育学 広瀬隆雄

伊藤博彦 神奈川県教組 教文部長 浅見 聡 東海大学講師 哲学

副委員長長部 泉 横浜市教組 教文部長 伊藤博彦 神奈川県教組

門倉慎児 川崎市教組 教文部長 長部 泉 横浜市教組 教文部長

門倉慎児 川崎市教組 教文部長浜田 基 三浦半島地区教組 教文部長

上薗孝夫 湘南教組 教文部長 浜田 基 三浦半島地区教組 教文部長

堀 義秋 教文研担当 上薗孝夫 湘南教組 教文部長湘北教組

教文研担当江原広美 中地区教組 教文担当 堀 義秋 湘北教組

橋本
垂
日 西湘地区教組 教文部長 佐野智子 中地区教組 教文部長

橋本
垂
日 西湘地区教組 教文部長
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<教育相談部＞委嘱状は1年間

部長浅見聡

<事業部＞

部長金原左門

氏 名 所 属 氏 名 所 属

滝沢正樹 関東学院大学教授社会心理学 金原左門 中央大学教授 政治学

児童文学作家 和光大学講師菅 龍一 府川源一郎 横浜国立大学教授 教育学

林 洋一 白百合女子大学教授心理学 富山和夫 関東学院大学教授 経済学

広瀬隆雄 桜美林短期大学助教授教育行政学 浅見 聡 東海大学講師 哲学

浅見 聡 東海大学講師 哲学 稲垣卯太郎 神奈川県教育文化研究所所長

宮島郁子 雑誌「ひと」元編集委員 伊藤博彦 神奈!| |県教育文化研究所副所長

田中奈緒子 鎌倉女子大学専任講師 滝沢 博 神奈川県教育文化研究所事務局長

内山 淳 教育相談貝

<専任所員＞永田 賃 教育相談貝

木下泰子 教育相談貝 畑 健一 横浜市教育文化研究所

中野早苗 教育相談員 米田信一 川崎教育文化研究所

宮田洋子 教育相談員 板垣福雄 三浦半島地区教育文化研究所

河村佳行 平塚市子ども教育相談センター 日原通哨 湘南教育文化研究所

稲葉卓司 箱根町立湯本小学校 吉川邦之助 湘北教育文化研究所

工藤晶子 川崎市枡形中学校 菊地一郎 中地区教育文化研究所

播岡 稔 横須賀市立商業高等学校 齋藤明子 西湘地区教育文化研究所

<願問＞

’’
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事務局スタッフ

所 長

副 所 長

研究評議会議長

事務局長

森

岩

金

金

澄

政和（神教組副委員長）

左門（中央大学教授）

進一郎

澤

原

子

所報2000

2000年6月10日

神奈川県教青文化研究所

〒220-0053

横浜市西区藤棚町2-197

神奈川県教育会館1階

TEL.045-241-3497

FAX.045-241-3497

印刷：㈲神奈川教育企画

TEL.045-253-3435
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